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徳川家茂による江戸城と二条城における庭利用の実態（今江）

は
じ
め
に

　

近
世
の
城
郭
や
武
士
の
屋
敷
に
お
け
る
庭
の
存
在
は
、
様
々
な
史
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。

二
条
城
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
庭
の
研
究
は
、
主
に
庭
園
学
や
造
園
学
で
行
わ
れ
て

き
た
。
先
行
研
究

（
（
（

で
は
、
近
世
と
近
現
代
と
で
、
庭
と
庭
園
と
の
語
義
が
違
う
と
言
う
こ

と
に
対
す
る
配
慮
に
欠
け
て
き
た
。
庭
を
は
じ
め
と
す
る
土
地
利
用
の
歴
史
を
考
え
る
上
で

は
、
か
よ
う
な
語
の
分
別
が
重
要
と
な
る
。

　

庭
と
は
、
家
屋
の
周
り
に
あ
る
余
地
や
広
場
、
中
庭
、
玄
関
周
り
の
前
庭
、
植
え
込
み
、

庭
園
・
造
り
庭
（
「
庭
師
な
ど
の
手
を
加
え
て
風
情
の
あ
る
よ
う
に
つ
く
っ
た
庭
」『
大
辞
泉
』
）

な
ど
幅
広
い
意
味
を
含
む
語
で
あ
る

（
（
（

。
つ
ま
り
庭
園

（
（
（

は
、
庭
の
語
意
の
内
に
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
「
い
ま
で
は
築

つ
き
や
ま山

泉
水
な
い
し
は
植
え
込
み
を
設
け
て
観
賞
の
目
的
と
す
る
空

間
の
呼
称
と
な
っ
て
い
る
」
（
『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）
』
「
庭
」
、
竹
内
芳
太
郎
）

た
め
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
庭
と
庭
園
の
語
の
混
同
が
生
じ
て
い
る

（
（
（

。

　

庭
と
庭
園
の
語
の
混
同
は
、
近
世
の
歴
史
研
究
に
於
い
て
、
以
下
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
。

近
世
史
料
上
の
庭
を
庭
園
の
語
意
と
同
じ
と
見
な
し
て
研
究
を
行
え
ば
、
庭
の
語
意
に
含
ま

れ
る
家
屋
周
り
の
余
地
や
広
場
等
の
内
容
は
見
落
と
さ
れ
る
。
結
果
、
本
来
史
料
に
記
さ
れ

た
近
世
の
生
活
者
に
よ
る
庭
に
つ
い
て
の
関
心
・
行
動
・
出
来
事
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
い

と
言
う
時
代
錯
誤

（
（
（

に
陥
る
。

　

筆
者
は
、
本
紀
要
の
第
四
号
と
本
号
に
掲
載
し
た
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
昭
徳
公

事
蹟
」
（
以
下
、
「
事
蹟
」
と
す
る
）
の
翻
刻
を
通
じ
て
、
同
史
料
に
江
戸
城
と
二
条
城
な
ど

の
庭
に
関
す
る
記
述
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
記
述

の
大
半
は
旧
来
の
庭
の
語
意
が
示
す
家
屋
の
周
り
に
あ
る
余
地
や
広
場
な
ど
で
あ
り
、
庭
園

に
つ
い
て
の
記
述
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
第
一
四
代
将
軍
・
徳
川
家
茂
（
一
八
四
六

-

六
六
）
の
関
心
が
、
庭
園
を
含
む
庭
全
般
に
向
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

近
世
の
城
郭
や
武
士
の
屋
敷
に
築
か
れ
た
庭
園
の
研
究
は
、
歴
史
学
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
研
究
は
、
庭
園
学
や
造
園
学
と
同
様
に
、
庭
園
内
外
の
眺
望
や
意
匠
、
作
庭
の
意

図
あ
る
い
は
植
栽
に
着
目
す
る

（
（
（

。
管
見
に
よ
れ
ば
、
庭
園
の
眺
望
や
意
匠
、
作
庭
の
意
図

が
記
録
と
し
て
残
る
こ
と
は
希
で
あ
る

（
（
（

。
そ
れ
故
に
庭
園
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
眺

望
や
意
匠
の
要
因
を
一
部
切
り
取
っ
て
分
析
し
た
り
、
漢
詩
や
和
歌
を
援
用
し
て
作
庭
の
意

図
を
想
像
し
た
り
す
る
な
ど
の
工
夫
を
要
す
る
。

　

庭
園
の
眺
望
や
意
匠
、
作
庭
の
意
図
を
記
し
た
史
料
の
分
量
が
限
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ

ら
の
事
柄
が
近
世
の
人
々
に
よ
る
主
な
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
か
、
庭
園
を
使
う
機
会
が
少

な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
で
あ
る

（
（
（

。
従
来
の
科
学
研
究
の
関
心
事
と
遺
存
す
る
史
料
の
内
容

と
の
間
に
は
、
乖
離
が
認
め
ら
れ
る
。
史
料
の
性
質
だ
け
を
鑑
み
れ
ば
、
近
世
の
生
活
者
に

よ
る
庭
利
用
の
あ
り
方
を
採
り
上
げ
る
方
が
、
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
土
地
利
用
の
歴
史
の

研
究
論
文　

徳
川
家
茂
に
よ
る
江
戸
城
と
二
条
城
に
お
け
る
庭
利
用
の
実
態

今
江　

秀
史　

【
要
旨
】

　

一
四
代
将
軍
・
徳
川
家
茂
の
小
姓
頭
取
衆
を
勤
め
た
野
村
丹
後
守
貫
三
郎
が
著
し
た
記
録
「
昭
徳
公
事
蹟
」
に
は
、
家
茂
が
江
戸
城
及
び
そ
の
周
辺
、
二
条
城
の
庭
を
使
っ
た
記
述
が

数
多
く
あ
る
。
そ
の
う
ち
江
戸
城
内
郭
の
吹
上
御
庭
に
関
し
て
は
、
関
係
史
料
と
「
事
蹟
」
の
記
述
と
の
照
合
が
で
き
る
。
吹
上
御
庭
の
使
用
は
、
将
軍
・
大
名
ら
に
加
え
、
一
部
で
は
、

市
井
の
人
々
に
も
及
ん
だ
。
本
論
で
は
、
造
り
庭
（
庭
園
）
だ
け
で
は
な
く
、
建
物
周
り
の
庭
等
へ
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
家
茂
の
足
跡
を
通
し
て
庭
利
用
の
実
態
と
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
。

家
茂
に
と
っ
て
庭
は
、
自
ら
の
立
場
・
趣
向
、
時
代
の
要
請
に
よ
り
、
都
合
よ
く
使
う
も
の
で
あ
っ
た
。
庭
は
、
君
臣
の
関
係
の
確
認
、
親
族
と
の
交
流
等
に
用
い
ら
れ
た
。
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解
明
は
、
元
離
宮
二
条
城
の
よ
う
な
歴
史
遺
産
の
保
存
・
活
用
へ
寄
与
す
る

（
（
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
近
世
の
庭
利
用
の
実
態
解
明
を
試
み
る
。

１　

研
究
の
目
的
と
方
法

（
１
）
目
的

　

本
稿
の
目
的
は
、
「
事
蹟

（
（1
（

」
の
江
戸
城
な
ど
と
二
条
城
に
関
す
る
記
述
を
分
析
し
、
幕
末

の
将
軍
に
よ
る
庭
利
用
の
実
態
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
る
。

　

「
事
蹟
」
に
は
、
家
茂
が
江
戸
の
紀
州
藩
中
屋
敷
（
赤
坂
御
館
）
を
住
居
と
し
て
い
た
嘉

永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
将
軍
職
に
就
い
て
以
降
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
ま
で
の
間

に
、
江
戸
城
と
そ
の
周
辺
・
二
条
城

（
（1
（

に
関
す
る
庭
の
記
述
が
あ
る
。
本
論
は
、
「
事
蹟
」
全

巻
か
ら
家
茂
が
使
っ
た
江
戸
城
と
そ
の
周
辺
・
二
条
城
の
庭
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋
し
、
時

系
列
で
整
理
し
た
一
覧
表
（
表
１
）
に
基
づ
い
て
進
め
る
。

（
２
）
史
料
調
査
の
方
法

　

第
２
章
で
は
「
事
蹟
」
に
記
さ
れ
た
江
戸
城
と
そ
の
周
辺
・
二
条
城
の
庭
を
列
挙
し
、
そ

れ
ら
の
立
地
と
使
い
方
を
概
説
す
る
。
江
戸
城
と
そ
の
周
辺
の
造
り
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
概

説
に
当
た
っ
て
は
、
予
め
二
条
城
を
含
め
た
建
物
と
庭
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

　

江
戸
城
の
区
画
（
総
構
・
御
曲
輪
内
）
は
、
内
郭
と
外
郭
と
に
大
別
で
き
る
（
図
１
）
。

内
郭
は
内
壕
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
で
あ
る
。
内
郭
の
中
に
は
、
本
丸
、
二
ノ
丸
、
三
ノ
丸
、

西
丸
及
び
山
里

（
（1
（

・
紅
葉
山
、
北
丸
、
吹
上
御
庭
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
口
絵
１
、
本
書
四

〜
九
頁
参
考
図
２
）
。
外
郭
は
、
外
壕
に
囲
ま
れ
た
範
囲
の
う
ち
内
壕
を
省
い
た
区
域
で
あ
る
。

外
郭
は
武
家
地
・
町
地
・
寺
社
地
か
ら
な
っ
た
（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
〈
以
下
、
『
日

国
』
と
す
る
〉
）
。
「
事
蹟
」
に
は
、
内
郭
と
外
郭
の
外
周
り
に
於
い
て
庭
の
記
述
が
あ
る
。

　

前
述
の
一
覧
表
の
冒
頭
に
挙
げ
る
の
は
、
一
般
論
と
し
て
江
戸
城
の
本
丸
が
相
応
し
い
。

本
丸
は
特
別
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
庭
・
建
物
の
位
置
づ
け
や
重
要
度
は
、
時
期
や
基
準
に

よ
っ
て
異
な
る
。
本
論
で
は
一
貫
性
を
求
め
て
、
庭
・
建
物
の
位
置
す
る
方
角
あ
る
い
は
距

離
に
応
じ
て
一
覧
表
の
項
目
の
順
番
を
決
め
た
。
江
戸
城
の
内
郭
に
関
し
て
は
、
内
壕
内
の

北
側
か
ら
南
側
の
順
序
で
各
庭
・
建
物
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
が
横
並
び
す
る
場

合
は
、
西
側
を
先
の
順
番
と
す
る
。
吹
上
御
庭
の
中
の
庭
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
た
。

　

内
郭
の
一
部
や
建
物
の
周
り
の
庭
、
吹
上
御
庭
の
一
部
が
、
馬
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

場
合
は
、
庭
の
記
述
に
含
め
た

（
（1
（

。
吹
上
御
庭
の
広
大
な
敷
地
に
は
、
数
多
く
の
庭
・
建
物

が
あ
っ
た
。
吹
上
御
庭
の
造
り
の
密
度
そ
の
も
の
は
、
そ
う
高
く
な
い
が
、
内
実
は
複
雑
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
事
蹟
」
と
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
「
江
戸
城
御
吹
上
総
絵
図
」
（
図

２
、
口
絵
２
）
、
松
岡
辰
方
（
清
助
）
著
「
守

ま
も
り
ぶ
く
ろ

嚢
」
第
三
巻

（
（1
（

、
小
宮
山
綏
介
著
「
吹
上
訪
古

録
（
（1
（

」
（
以
下
、
「
訪
古
録
」
と
す
る
）
の
記
述
と
を
照
合
し
て
、
庭
の
区
分

（
（1
（

を
定
め
た
。

　

「
事
蹟
」
に
庭
の
記
述
が
あ
る
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
か
ら
元
治
元
年
ま
で
の
間
、
家

茂
は
二
条
城
を
江
戸
城
本
丸
の
出
張
所
の
よ
う
に
用
い
た
。
二
条
城
の
二
之
丸
御
殿
な
ど
は
、

将
軍
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
文
久
二
年
以
降
に
増
改
築
さ
れ
た

（
（1
（

。
家
茂
が
滞
在
し
た
時

期
の
二
条
城
に
つ
い
て
記
述
す
る
上
で
は
、
江
戸
城
本
丸
並
び
に
そ
の
庭
の
使
い
方
と
、
二

条
城
二
之
丸
御
殿
の
増
改
築
と
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る

（
（1
（

。

（
３
）
史
料
分
析
の
方
法

　

第
３
章
で
は
、
前
節
で
整
理
し
た
「
事
蹟
」
に
記
さ
れ
る
庭
・
建
物
の
位
置
関
係
に
基
づ

き
、
庭
の
用
途
を
掲
出
す
る
。
そ
し
て
関
係
史
料
を
参
考
と
し
て
、
そ
れ
ら
庭
の
用
途
と
庭

を
利
用
す
る
人
々
の
対
人
関
係
と
を
分
析
す
る
。

　

結
果
を
先
に
言
う
と
、
「
事
蹟
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
事
柄
は
、
概
ね
「
い
つ
・

ど
こ
で
・
誰
が
・
何
を
・
ど
の
よ
う
に
・
ど
う
し
た
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
柄
は
、
以
下

の
例
に
示
す
よ
う
な
人
々
の
行
動
の
仕
組
み
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

【
例
】

「
い
つ
」
元
治
二
年
四
月
五
日
に
、

「
ど
こ
で
」
①
山
里
で
、
②
山
里
御
茶
屋
で
、
③
梅
之
御
茶
屋
で
、

「
誰
が
」
徳
川
家
茂
が
、

「
何
を
」
①
山
里
御
庭
の
拝
見
を
、
②
酒
と
吸
物
・
菓
子
等
を
、
③
酒
を
、

「
ど
の
よ
う
に
」
大
名
ら
に
、

「
ど
う
し
た
」
①
命
じ
た
。
②
下
賜
し
た
。
③
自
ら
酌
を
し
、
色
々
な
話
を
し
た
。

　

「
事
蹟
」
は
、
題
名
の
通
り
昭
徳
公
（
家
茂
）
の
行
動
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
記
主
の

野
村
貫
三
郎
は
、
家
茂
を
主
体
に
記
述
し
た
。
書
状
の
写
し
や
通
知
、
旅
程
な
ど
を
除
く
と
、

「
事
蹟
」
の
「
誰
が
」
は
、
ほ
ぼ
家
茂
で
あ
る
。
ま
た
「
い
つ
」
の
記
載
を
通
じ
て
、
他
の
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史
料
と
の
照
合
に
よ
り
、
「
事
蹟
」
の
事
実
関
係
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、

「
事
蹟
」
に
於
け
る
「
ど
こ
で
」
の
記
述
を
庭
に
絞
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

け
だ
し
庭
の
用
途
の
意
味
は
、
「
ど
こ
で
」+

「
誰
が
」+

「
何
を
」
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ

の
上
で
、
対
人
関
係
は
「
誰
が
」+

「
ど
の
よ
う
に
」+

「
ど
う
し
た
」
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
（
（1
（

。
か
よ
う
な
行
動
の
分
析
方
法
に
よ
り
、
家
茂
を
主
体
と
し
て
、
江
戸
城
と
そ
の
周
辺
・

二
条
城
に
於
け
る
庭
の
用
途
と
庭
利
用
に
見
ら
れ
る
対
人
関
係
と
を
導
き
出
す
。

２
「
事
蹟
」
に
掲
載
さ
れ
た
庭
の
立
地
と
使
い
方

　 

本
章
で
は
、
「
事
蹟

（
（2
（

」
に
基
づ
い
て
、
家
茂
が
使
っ
た
江
戸
城
及
び
そ
の
周
辺
・
二
条
城

の
庭

（
（2
（

に
関
す
る
立
地
と
利
用
の
あ
り
方
と
を
概
説
す
る
。

（
１
）
江
戸
城
の
庭

　

「
事
蹟
」
に
記
さ
れ
る
江
戸
城
本
丸
の
建
物
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
年
に
再
建
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
建
物
は
、
家
茂
の
将
軍
在
位
中
で
あ
る
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に

焼
失
し
た
後
、
再
建
さ
れ
な
か
っ
た

（
（2
（

。　

（
ア
）
田
安
御
館

　

田
安
家
は
、
徳
川
三
卿
の
一
つ
（
ほ
か
に
清
水
家
・
一
橋
家
）
で
あ
り
、
江
戸
城
内
郭
の

北
面
の
張
り
出
た
箇
所
に
屋
敷
地
が
あ
っ
た
。
そ
の
敷
地
の
東
に
隣
り
合
っ
て
、
清
水
家
の

屋
敷
地
が
あ
っ
た

（
（2
（

。

　

「
事
蹟
」
は
、
家
茂
が
田
安
御
館
に
二
度
訪
れ
た
こ
と
を
記
す
。
そ
の
う
ち
文
久
二
年
三

月
一
八
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
吹
上
御
庭
か
ら
田
安
御
館
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
御
座
間
に

お
い
て
当
主
の
田
安
慶
頼
（
一
八
二
八-

七
六
）
と
対
面
し
た

（
（2
（

。
慶
頼
は
、
当
時
将
軍
の
後

見
職
を
務
め
て
い
た
。

（
イ
）
植
溜

　

植
溜
は
、
田
安
御
館
と
清
水
御
館
の
南
面
と
吹
上
御
庭
の
北
東
面
の
間
に
あ
っ
た
。
そ
の

敷
地
は
、
東
西
に
細
長
い
長
方
形
を
呈
し
て
い
た
。
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
「
江
戸
城
植
溜
勢

子
稽
古
之
図
」
に
よ
る
と
、
植
溜
に
は
馬
場
と
射
場
が
あ
っ
た

（
（2
（

。
「
事
蹟
」
万
延
二
年
（
文

久
元
年
／
一
八
六
一
）
三
月
一
一
日
と
九
月
二
〇
日
条
で
は
、
家
茂
に
よ
る
槍
術
や
剣
術
、

野
試
合
な
ど
の
御
覧
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

（
ウ
）
竹
橋
御
飛
地

　

竹
橋
と
は
、
本
丸
大
奥
の
北
側
の
内
壕
（
平
川
濠
）
に
架
か
る
橋
で
あ
る
。
竹
橋
の
西
詰

に
は
竹
橋
門
が
あ
っ
た
。
「
事
蹟
」
万
延
二
年
三
月
一
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
家
茂
は
竹
橋
御

飛
地
の
所
々
を
廻
り
大
砲
を
視
察
し
た
。

（
エ
）
五
拾
三
間
御
馬
場

　

天
守
台
北
側
に
は
北
桔
橋
門
が
あ
る
。
五
十
三
間
櫓
と
多
聞
は
、
同
門
の
東
南
側
の
平

川
濠
に
沿
っ
た
内
郭
側
に
築
か
れ
た
。
こ
の
櫓
の
南
手
に
あ
る
東
西
に
細
長
い
敷
地
は
、

五
十
三
間
御
馬
場
と
呼
ば
れ
た
。

　

「
事
蹟
」
文
久
二
年
九
月
二
七
日
条
に
よ
る
と
「
平
川
口
御
門
よ
り
三
之
丸
前
ニ
テ　

御

下
馬
被
遊
直
ニ
五
十
三
間
御
馬
場
へ
被
為　

入
、
又
候　

御
乗
馬
御
稽
古
被
遊
」
と
あ
り
、

五
十
三
間
御
馬
場
で
乗
馬
の
稽
古
が
為
さ
れ
た
。
「
事
蹟
」
で
は
、
安
政
期
と
文
久
期
に
計

四
日
、
家
茂
が
同
馬
場
に
訪
れ
た
こ
と
を
記
す
。
そ
の
際
に
家
茂
は
、
乗
馬
の
稽
古
を
見
る

な
ど
し
た
。

（
オ
）
三
ノ
丸

　

三
ノ
丸
は
内
郭
の
東
北
角
に
位
置
し
、
平
川
濠
を
挟
ん
で
そ
の
南
西
側
に
二
ノ
丸
が
あ
っ
た
。

三
ノ
丸
の
御
殿
は
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
に
築
か
れ
た
。
そ
の
後
、
一
度
の
焼
失
、
三
度

の
普
請
を
経
て
、
年
代
は
明
確
で
は
な
い
が
解
体
さ
れ
た
後
、
御
殿
が
な
い
状
態
と
な
っ
た

（
（2
（

。

　

「
事
蹟
」
に
よ
る
と
、
家
茂
は
文
久
二
年
の
一
月
か
ら
四
月
の
間
、
計
九
日
に
わ
た
り
三

ノ
丸
に
入
っ
た
。
同
所
に
は
馬
場
と
馬
見
所
、
角
場

（
（2
（

が
あ
っ
た
。
「
事
蹟
」
文
久
二
年
一
月

四
日
条
に
よ
る
と
、
三
ノ
丸
は
射
撃
場
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
家
茂
は
、
馬
場
で
馬
に
乗
り
、

馬
見
所
で
鉄
砲
や
百
目
筒
（
大
砲
）
の
発
射
を
視
察
し
た
。
同
条
の
但
し
書
き
に
よ
る
と
、

三
ノ
丸
に
馬
場
が
出
来
た
の
は
そ
の
前
年
の
冬
で
あ
り
、
土
手
を
築
造
し
て
御
鉄
砲
御
稽
古

所
と
さ
れ
た
。

（
カ
）
表
御
庭

　

本
丸
御
殿
の
表
向
と
は
、
同
御
殿
に
お
い
て
公
の
儀
式
を
行
う
た
め
の
部
屋
を
中
心
に
、

諸
大
名
や
諸
役
人
が
控
え
た
り
執
務
を
し
た
り
す
る
部
屋
な
ど
を
備
え
た
御
殿
南
側
の
一
画

の
こ
と
で
あ
る
。
表
御
庭
は
、
表
向
の
周
囲
に
あ
っ
た
庭
と
見
ら
れ
る
。
「
事
蹟
」
文
久
二

年
三
月
一
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
家
茂
は
、
同
庭
の
馬
見
所
へ
入
り
乗
馬
を
し
た
。
そ
の
後
は
、

犬
追
物

（
（2
（

を
観
覧
し
、
剣
術
・
野
試
合
を
視
察
し
た
。
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（
キ
）
吹
上
御
庭

〈
成
り
立
ち
と
構
成
〉

　

「
守
嚢
」
の
「
吹
上
御
庭
濫
觴
」
の
項
目
に
よ
る
と
、
吹
上
御
庭

（
（2
（

は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）

に
普
請
が
始
ま
り
翌
年
に
出
来
た
。
「
手
伝

（
（3
（

」
は
、
黒
田
甲
斐
守
・
有
馬
玄
蕃
頭
・
松
平
大

和
守
・
稲
葉
丹
後
守
の
四
名
が
担
当
し
た
。
「
訪
古
録
」
に
よ
る
と
、
吹
上
御
庭
の
敷
地
規

模
は
、
そ
の
当
時
で
一
一
万
四
千
七
三
四
坪
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
拡
張
さ
れ
、
幕
末
に
は

九
〇
万
三
千
八
六
九
坪
に
及
ん
だ
。

　

「
訪
古
録
」
で
は
、
初
め
に
吹
上
御
庭
の
全
体
像
を
説
き

（
（3
（

、
吹
上
御
庭
の
中
を
、
敷
地
の
北

か
ら
南
に
か
け
て
「
田
地
」「
広
芝
」「
新
構
」
の
三
つ
に
区
分
す
る
。
そ
れ
ら
の
区
分
の
内
に
、

花
壇
・
旧
花
壇
・
狸
山
・
上
覧
所
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
広
芝
を
挟
ん
で
北
側
に
は
地
主

山
、
南
側
に
は
木
賊
山
と
呼
ば
れ
る
丘
が
あ
っ
た
。
東
西
に
延
び
る
地
主
山
と
木
賊
山
の
丘
筋

が
、
広
芝
と
田
地
、
新
構
を
区
画
す
る
。
吹
上
御
庭
で
使
わ
れ
る
水
は
、
半
蔵
口
よ
り
引
か
れ
、

田
地
・
広
芝
・
新
構
へ
流
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
飛
泉
・
渠
添
・
池
沼
と
な
っ
た
。

　

「
守
嚢
」
の
田
地
の
項
目
に
よ
る
と
、
同
地
は
千
四
二
五
坪
五
合
で
あ
り
、
七
つ
の
畝
に

四
つ
の
段
が
あ
っ
た
。
田
地
の
流
路
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
設
け
ら
れ
た
。
「
訪
古
録
」

の
田
地
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
そ
の
称
は
、
敷
地
内
に
多
く
の
水
田
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
。

　

地
主
山
は
、
「
守
嚢
」
の
同
項
目
に
よ
る
と
、
宝
永
七
年
一
〇
月
に
そ
の
標
高
が
定
ま
っ

た
と
言
う
。
同
山
に
は
清
水
観
音
堂
が
設
け
ら
れ
た
が
、
享
保
八
年
四
月
に
本
尊
を
別
置
し

て
取
り
壊
さ
れ
た
。

　

木
賊
山
に
関
し
て
は
、
「
守
嚢
」
に
「
木
賊
山
下
」
の
項
目
が
あ
り
、
享
保
二
年
四
月
に

出
来
た
と
言
う
。
木
賊
山
は
千
四
二
五
坪
ほ
ど
の
田
地
で
あ
り
、
四
つ
の
段
差
を
も
つ
七
つ

の
畝
か
ら
な
る
。
木
賊
山
の
田
地
の
北
側
に
沿
っ
て
流
れ
る
流
路
は
享
保
三
年
、
下
滝
は
そ

の
前
年
に
設
け
ら
れ
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

「
事
蹟
」
で
は
、
吹
上
御
庭
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
、
単
に
「
吹
上
御
庭
」
と
記
す
場
合
と
、

吹
上
御
庭
の
特
定
の
箇
所
を
示
す
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

「
事
蹟
」
の
文
中
で
は
「
吹
上
御
庭
へ
被
為　

成
」
と
の
記
述
が
頻
出
す
る
。
一
方
で
、

本
丸
か
ら
吹
上
御
庭
へ
至
る
道
程
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。

　

「
昭
徳
院
実
紀
」
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
一
〇
月
二
日
条
に
は
、
「
御
庭
口
よ
り
、
西

桔
橋
通
、
吹
上
御
成
御
門
よ
り
被
為　

成
（
（3
（

」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
吹
上
御
庭
へ
の
御
成
に

関
し
て
は
、
本
丸
表
と
本
丸
大
奥
の
中
間
北
寄
り
の
西
側
に
あ
っ
た
西
桔
橋
を
渡
り
、
吹
上

御
門
か
ら
御
花
壇
馬
場
南
側
の
大
道
に
入
る
と
い
う
道
筋
が
知
ら
れ
る
。
但
し
「
直
ニ
」
広

芝
（
「
事
蹟
」
万
延
二
年
一
〇
月
三
日
条
）
や
元
馬
場
（
同
文
久
二
年
五
月
一
日
条
）
に
入

る
と
い
う
記
述
が
僅
か
に
あ
る
。

　

一
日
の
間
に
家
茂
は
、
吹
上
御
庭
内
で
場
所
を
変
え
、
様
々
な
使
い
方
を
し
て
い
た
時
が

あ
る
。
例
え
ば
「
事
蹟
」
万
延
二
年
六
月
二
二
日
条
に
よ
る
と
、
四
半
時
過
に
吹
上
御
庭
に

入
っ
た
家
茂
は
、
一
旦
紅
葉
御
茶
屋
に
寄
っ
た
。
そ
の
後
、
御
花
壇
馬
場
に
移
動
し
て
大
的

を
見
た
。
そ
れ
が
済
む
と
広
芝
に
入
っ
て
大
輪
を
含
む
乗
馬
を
見
て
帰
っ
た
。

　

吹
上
御
庭
を
足
掛
か
り
に
江
戸
城
内
郭
の
周
り
を
巡
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。
「
事
蹟
」
万

延
二
年
三
月
一
一
日
条
に
よ
る
と
、
ま
ず
九
時
前
に
吹
上
御
庭
へ
入
っ
た
家
茂
は
、
半
蔵
口

御
門
か
ら
代
官
町
を
通
り
、
清
水
御
館
と
田
安
御
館
の
間
の
道
を
通
っ
て
植
溜
に
入
り
弓
馬

の
稽
古
を
見
た
。
そ
れ
か
ら
家
茂
は
植
溜
を
出
た
後
、
東
の
方
へ
通
り
抜
け
て
竹
橋
の
飛
地

へ
と
移
動
し
た
。
同
飛
地
の
所
々
を
廻
り
大
砲
を
見
た
家
茂
は
、
竹
橋
御
門
、
平
川
御
門
、

西
丸
下
御
厩
の
役
宅

（
（3
（

表
門
前
を
経
由
し
て
、
土
手
寄
り
の
門
か
ら
庭
を
通
り
抜
け
て
西
丸

の
座
敷
へ
と
至
っ
た
。
そ
こ
で
代
々
の
鞍
と
鐙
を
見
た
後
は
、
西
丸
下
御
厩
に
入
り
馬
を
見

た
。
続
い
て
同
厩
に
あ
る
馬
見
所
に
上
り
、
御
供
の
御
目
付
ら
へ
乗
馬
を
命
じ
た
。
そ
し
て

同
じ
行
程
を
戻
り
、
平
川
御
門
か
ら
本
丸
御
風
呂
屋
口
を
通
じ
て
帰
っ
た
。

　

吹
上
御
庭
が
火
事
の
際
の
避
難
所
と
し
て
使
わ
れ
た
事
例
は
、
「
事
蹟
」
安
政
六
年
一
〇

月
一
八
日
条
に
見
ら
れ
る
。
同
一
七
日
の
七
時
過
ぎ
、
本
丸
中
ノ
口
の
辺
り
か
ら
出
火
し
、

本
丸
御
殿
が
炎
上
し
た
。
そ
の
際
、
家
茂
は
即
刻
吹
上
御
庭
に
逃
れ
て
西
丸
に
入
っ
た
。

　

「
訪
古
録
」
に
よ
る
と
、「
鳥
籠
」
が
吹
上
御
庭
の
「
瀧
見
茶
屋
ノ
背
ニ
在
リ
」
と
あ
る
。
「
事

蹟
」
文
久
二
年
五
月
二
一
日
条
に
は
、
鳥
籠
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
家
茂
が
「
鳥
類
ハ
無

益
之
物
全
う
御
慰
之
為
」
先
代
か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
を
残
し
て
、
全
て
鳥
籠
を
取
り
払
う
よ

う
命
じ
た
と
あ
る
。

　

吹
上
御
庭
に
は
、
複
数
の
御
茶
屋

（
（3
（

が
あ
っ
た
。
「
事
蹟
」
に
は
、
単
に
「
御
茶
屋
」
と
記

す
以
下
の
事
柄
が
あ
る
。
家
茂
が
吹
上
御
庭
に
入
っ
た
際
に
は
、
一
旦
御
茶
屋
に
入
り
着
替

え
を
し
た
。
か
よ
う
な
行
動
は
、
安
政
七
年
か
ら
文
久
二
年
に
か
け
て
計
一
〇
日
認
め
ら
れ
た
。
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御
茶
屋
は
、
一
日
の
う
ち
二
度
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
事
蹟
」
万
延

二
年
一
〇
月
一
九
日
条
に
よ
る
と
、
五
半
時
頃
に
吹
上
御
庭
元
馬
場
へ
入
っ
た
家
茂
は
、
䦰

的
（
（3
（

を
見
た
。
そ
の
後
一
旦
新
御
構
御
茶
屋
へ
入
り
、
再
び
元
馬
場
へ
戻
り
䦰
的
を
見
た
。

そ
し
て
ま
た
家
茂
は
御
茶
屋
に
入
り
、
野
服

（
（3
（

へ
着
替
え
て
庭
の
所
々
を
廻
っ
た
後
、
帰
途

に
就
い
た
。

（
キ
）
― 

①　

上
覧
所

〈
概
要
〉

　

「
訪
古
録
」
に
よ
る
と
、
上
覧
所
は
正
徳
年
中
（
一
七
一
一-

一
五
）
に
設
け
ら
れ
た
の
が

最
初
で
あ
る
。
山
王
社
と
神
田
社
の
祭
事
や
朝
鮮
馬
場
で
の
調
馬
、
三
奉
行
（
寺
社
奉
行
・

町
奉
行
・
勘
定
奉
行
）
に
よ
る
公
事
裁
許

（
（3
（

等
に
使
わ
れ
た
。
同
書
「
吹
上
役
所
」
の
項
目

に
よ
れ
ば
、
吹
上
役
所
は
上
覧
所
の
北
長
屋
に
あ
っ
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

「
事
蹟
」
安
政
六
年
四
月
九
日
条
に
よ
る
と
、
上
覧
所
に
お
い
て
公
事
裁
許
が
行
わ
れ
た
。

同
年
か
ら
元
治
元
年
ま
で
の
間
に
、
上
覧
所
で
は
騎
射

（
（3
（

の
上
覧
が
行
わ
れ
、
田
安
慶
頼

（
（3
（

と

の
対
面
も
行
わ
れ
た
。

　

元
治
元
年
一
〇
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
三
番
頭

（
（4
（

を
は
じ
め
と
し
た
家
臣
団
に
よ
る
行
軍

や
乗
馬
、
歩
兵
銃
隊
の
調
練
の
御
覧
が
あ
っ
た
。
ま
た
同
二
年
二
月
一
九
日
条
で
は
、
織

殿
（
（4
（

で
剣
槍
の
御
覧
が
あ
っ
た
と
す
る
。

（
キ
）
― 

②　

瀧
見

〈
概
要
〉

　

「
守
嚢
」
の
「
瀧
見
御
茶
屋
御
庭
共
」
の
項
目
に
よ
る
と
、
瀧
見
御
茶
屋
は
、
宝
永
八
年

（
一
七
一
一
）
二
月
に
普
請
を
終
え
、
翌
月
に
そ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。
享
保
一
四
年
に
は

白
鷺
と
鷹
が
放
し
飼
い
さ
れ
た
。
瀧
見
御
茶
屋
の
泉
水
は
九
二
〇
坪
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち

水
面
と
中
島
が
五
三
坪
ほ
ど
、
滝
の
流
下
に
広
が
る
砂
利
が
三
五
〇
坪
を
占
め
た
。
寛
政

一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
は
、
古
田
備
中
守
が
雪
見
形
の
石
燈
籠
を
献
上
し
た
。

　

「
訪
古
録
」
の
「
瀧
見
ノ
茶
屋
」
の
項
目
に
は
、
茶
屋
の
前
は
水
に
面
し
て
お
り
、
そ
の

左
側
に
飛
泉
を
望
む
と
あ
る
。
「
瀧
見
瀧
」
は
、
高
さ
一
丈
余
り
で
、
京
都
の
清
水
音
羽
（
音

羽
山
清
水
寺
）
の
滝
を
模
し
た
と
言
う
。
瀧
見
瀧
の
両
脇
に
は
怪
岩
奇
石
が
数
多
く
あ
っ
た
。

瀧
見
に
あ
る
池
は
「
瀧
見
ノ
池
」
と
言
っ
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

文
久
三
年
一
一
月
か
ら
元
治
元
年
一
一
月
に
か
け
て
、
吹
上
之
者
の
銃
隊
に
よ
る
調
練
の

御
覧
が
計
二
日
あ
っ
た
。
元
治
元
年
九
月
一
二
日
条
に
よ
る
と
、
瀧
見
御
芝
間
に
お
い
て
、

講
武
所
槍
剣
方
や
砲
術
方
ら
に
よ
る
調
練
の
御
覧
が
行
わ
れ
た
。

（
キ
）
― 

③　

御
花
壇
馬
場

〈
概
要
〉

　

「
守
嚢
」
に
よ
る
と
、
御
花
壇
馬
場
は
、
享
保
七
年
に
新
し
く
築
か
れ
た
。
大
き
さ
は
長

さ
六
五
間
、
幅
三
間
で
あ
っ
た
。
御
花
壇
馬
場
の
上
覧
所
は
享
保
一
九
年
、
吹
水
は
そ
の
翌

年
に
設
け
ら
れ
た
。
「
訪
古
録
」
の
「
花
壇
」
の
項
目
で
は
、
四
季
の
花
草
が
花
壇
に
植
え

ら
れ
、
な
か
で
も
春
秋
の
牡
丹
と
菊
が
咲
く
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
た
と
言
う
。
「
花
壇
茶
屋
」

で
は
諸
藩
主
ら
に
よ
る
調
馬
の
御
覧
が
あ
っ
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

家
茂
に
よ
る
御
花
壇
馬
場
の
利
用
頻
度
は
多
か
っ
た
。
安
政
六
・
七
年
、
万
延
二
年
、
文
久

二
年
の
間
に
は
、
御
花
壇
馬
場
へ
計
二
六
日
訪
れ
た
。
利
用
の
目
的
は
主
と
し
て
馬
事
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
家
臣
に
乗
馬
、
大
的

（
（4
（

な
ど
の
馬
術
を
命
じ
る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。

ま
た
、
幕
府
が
馬
産
地
で
あ
る
盛
岡
藩
と
仙
台
藩
か
ら
毎
年
購
買
し
た
馬
（
仙
台
御
用
馬
・

南
部
御
用
馬
）
の
上
覧
が
行
わ
れ
た

（
（4
（

。
こ
れ
ら
の
行
事
の
際
に
は
、
所
々
庭
を
巡
覧
す
る
こ

と
が
希
に
あ
っ
た
。
安
政
七
年
九
月
七
日
条
に
よ
る
と
、
田
安
慶
頼
と
の
対
面
が
行
わ
れ
た
。

（
キ
）
― 

④　

諏
訪
御
茶
屋

〈
概
要
〉

　

「
守
嚢
」
に
よ
る
と
、
寛
政
八
年
に
諏
訪
御
腰
掛
の
二
畳
敷
「
元
間
」
が
出
来
た
。
寛
政

一
〇
年
に
は
腰
掛
の
「
出
間
」が
建
て
増
し
さ
れ
た
。
さ
ら
に
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
は
「
大

二
畳
敷
之
御
間
御
門
」が
建
て
直
さ
れ
た
。「
吹
井
筒
」は
、
同
年
に
御
成
御
門
よ
り
移
さ
れ
た
。

「
訪
古
録
」
に
よ
る
と
、
諏
訪
御
茶
屋
の
称
は
、
元
々
そ
の
正
面
左
側
の
小
山
に
諏
訪
社
（
「
守

嚢
」
で
は
「
諏
訪
御
宮
」
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
由
来
と
す
る
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

家
茂
は
万
延
二
年
と
文
久
二
年
に
、
諏
訪
御
茶
屋
を
計
六
日
訪
れ
た
。
い
ず
れ
の
時
も
、

一
日
の
間
に
花
壇
馬
場
や
広
場
な
ど
に
て
、
犬
追
者
や
大
的
、
御
鷹
（
鷹
狩
）
、
御
騎
射
を

前
後
し
て
行
う
際
に
入
っ
た
。
こ
れ
ら
の
行
事
が
終
わ
っ
た
後
、
庭
の
所
々
を
廻
る
こ
と
も
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あ
っ
た
。
諏
訪
御
茶
屋
で
は
、
家
茂
が
服
を
着
替
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
キ
）
― 

⑤　

紅
葉
御
茶
屋

〈
概
要
〉

　

「
守
嚢
」
に
よ
る
と
、
紅
葉
御
茶
屋
は
宝
永
三
年
七
月
に
「
数
寄
屋
」
と
共
に
築
か
れ
た
。

享
保
四
年
に
は
、
本
丸
よ
り
薮
田
八
助

（
（4
（

を
呼
び
、
手
水
鉢
を
据
え
、
竹
垣
・
柱
垣
を
構
え
て
、

さ
ら
に
掘
割
が
施
さ
れ
た
。
寛
政
七
年
に
「
千
秋
亭
」
の
書
が
掛
け
ら
れ
た
。
紅
葉
御
茶
屋

の
「
泉
水
」
の
大
き
さ
は
、
三
千
七
百
五
十
坪
あ
ま
り
に
及
ん
だ
。
そ
の
う
ち
中
島
の
範
囲

は
三
百
坪
で
あ
り
、
寛
政
三
年
に
長
さ
七
尺
半
、
幅
九
尺
の
橋
が
架
け
ら
れ
た
。
「
訪
古
録
」

に
よ
れ
ば
、
「
三
間
橋
」
と
は
、
紅
葉
御
茶
屋
と
広
芝
に
伴
う
大
池
に
設
け
ら
れ
た
寛
政
滝

と
の
間
に
あ
る
橋
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

家
茂
は
安
政
七
年
、
万
延
二
年
の
間
に
、
紅
葉
御
茶
屋
を
計
二
日
訪
れ
た
。
い
ず
れ
の
時

も
、
紅
葉
御
茶
屋
は
広
芝
で
馬
術
を
見
る
際
に
合
わ
せ
て
使
わ
れ
た
。

（
キ
）
― 

⑥　

広
芝

〈
概
要
〉

　

「
守
嚢
」
に
よ
る
と
、
広
芝
は
一
万
三
千
七
百
坪
の
芝
間
で
あ
っ
た
。
「
訪
古
録
」
に
よ
れ

ば
、
広
芝
と
田
地
は
、
地
主
山
の
南
に
あ
る
柳
林
の
北
を
以
て
区
分
さ
れ
る
。
そ
の
称
は
、

敷
地
の
中
間
が
大
き
く
広
々
と
し
た
野
原
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
広
芝
の
東
南
に
あ

る
「
大
池
」
は
琵
琶
湖
唐
崎
の
風
景
を
模
し
て
い
る
と
言
う
。
大
池
の
中
に
は
「
中
島
」
が

あ
り
、
「
羽
衣
松
」
が
三
本
、
「
群
雲
透
シ
ノ
松
」
が
二
本
植
わ
っ
て
い
た
。
大
池
の
南
岸
に

築
か
れ
た
高
さ
一
丈
、
幅
六
尺
ほ
ど
の
「
寛
政
滝
」
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
同
滝
は
、
一

旦
水
枯
れ
し
た
と
こ
ろ
、
寛
政
年
間
に
小
納
戸
頭
取
の
高
崎
近
江
守
が
修
理
を
重
ね
て
行
い

旧
状
に
復
し
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

家
茂
は
、
安
政
六
年
か
ら
元
治
元
年
の
間
に
、
広
芝
を
計
二
九
日
訪
れ
た
。
乗
馬
・
母
衣

引
（
（4
（

・
打
毬
・
早
乗
・
乗
競
な
ど
の
馬
術
が
行
わ
れ
た
。
広
芝
が
犬
追
物
の
場
と
な
っ
た
際
、

家
茂
は
御
置
台
で
上
覧
し
た
。

　

元
治
元
年
九
月
二
六
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
明
番
の
小
姓
と
小
納
戸
一
同
を
広
芝
に

集
め
、
甲
冑
を
着
て
乗
馬
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
前
後
に
は
、
茶
菓
を
伴
う
休
息
を
挟

み
、
三
・
四
度
の
輪
乗

（
（4
（

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
に
は
一
同
に
対
し
て
将
軍
の
御
目
見
が
あ
っ

た
。
ま
た
御
置
台

（
（4
（

は
、
騎
射
の
上
覧
な
ど
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。

　

西
洋
大
隊
調
練
や
百
目
筒
を
用
い
た
砲
術
の
訓
練
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
文
久
二
年
五
月
一
三

日
条
に
よ
れ
ば
、
九
時
過
ぎ
に
大
番
頭
、
御
書
院
番
頭
、
百
人
組
頭
、
小
普
請
支
配
持
頭
に
対

す
る
御
目
見
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
家
茂
は
御
置
台
に
移
り
百
目
筒
の
視
察
を
し
た
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
行
事
を
終
え
た
後
、
家
茂
が
所
々
庭
を
廻
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
キ
）
― 

⑦　

元
馬
場

〈
概
要
〉

　

「
守
嚢
」
の
「
元
馬
場
御
馬　

上
覧
所
」
の
項
目
に
よ
る
と
、
元
馬
場
の
馬
見
所
は
、
宝

永
年
間
（
一
七
〇
四-

一
一
）
の
初
め
に
桜
田
御
殿
よ
り
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
享
保
元

年
（
一
七
一
六
）
に
は
、
元
馬
場
の
庭
が
改
修
さ
れ
た
。
馬
場
の
大
き
さ
は
、
長
さ
五
五
間
、

幅
七
間
で
あ
っ
た
。
「
訪
古
録
」
の
「
旧
馬
場
」
の
項
目
に
よ
る
と
、
毎
年
正
月
の
初
め
に

将
軍
に
よ
る
大
的
の
上
覧
が
元
馬
場
で
行
わ
れ
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉

　

「
事
蹟
」
に
よ
る
と
、
家
茂
は
数
多
く
元
馬
場
を
訪
れ
た
。
そ
の
日
数
は
計
三
〇
日
で
あ
っ

た
。
元
馬
場
は
、
御
弓
場
始
御
式
（
安
政
六
年
一
月
一
一
日
ほ
か
）
や
大
的
上
覧
（
同
四
月

三
日
ほ
か
）
な
ど
の
会
場
と
な
っ
た
。

　

元
馬
場
は
、
安
政
六
年
か
ら
元
治
二
年
ま
で
断
続
的
に
使
わ
れ
た
。
そ
の
用
途
は
御
鷹
、

剣
術
・
槍
術
・
柔
術
試
合
、
惣
仕
合
（
試
合
）
、
野
試
合
、
砲
術
、
鬮
的
、
草

く
さ
じ
し鹿

の
（
（4
（

御
覧
、

さ
ら
に
は
大
番
士
や
三
番
頭
に
対
す
る
御
目
見
な
ど
で
あ
っ
た
。
安
政
七
年
一
〇
月
二
九
日

条
に
よ
れ
ば
、
剣
術
の
上
覧
が
あ
っ
た
後
、
試
合
に
参
加
し
た
全
て
の
者
に
対
し
て
「
御
庭

拝
見
」
が
許
さ
れ
た
。

（
キ
）
― 

⑧　

新
御
構

〈
概
要
〉

　

「
訪
古
録
」
の
「
新
構
」
の
項
目
に
よ
る
と
、
新
御
構
は
吹
上
門
か
ら
半
蔵
口
ま
で
の
中

間
に
あ
り
、
そ
の
土
地
が
旧
勝
田
氏
の
館
跡
に
あ
っ
た
こ
と
が
称
の
由
来
と
言
う
。
「
新
構

ノ
茶
屋
」
は
、
新
御
構
の
池
の
南
に
あ
り
、
略
し
て
新
御
茶
屋
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

の
傍
に
は
、
臥
龍
梅
が
あ
り
「
臥
龍
観
」
の
立
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

〈
利
用
の
実
態
〉
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家
茂
は
、
安
政
七
年
か
ら
文
久
三
年
の
間
に
計
一
二
日
新
御
構
を
訪
れ
た
。
そ
の
う
ち
の

七
日
は
、
新
御
構
に
一
旦
入
っ
た
後
、
元
馬
場
な
ど
別
の
所
へ
移
動
し
て
い
る
。
新
御
構
で

は
、
小
普
請
支
配
の
者
の
御
目
見
や
新
御
茶
屋
で
の
野
服
へ
の
着
替
え
、
脇
馬
場
で
の
大
的
・

乗
馬
の
御
覧
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
文
久
三
年
一
一
月
一
五
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
本
丸

が
炎
上
し
た
際
に
直
ち
に
新
御
構
へ
避
難
し
た
。
そ
の
後
、
徳
川
三
卿
の
一
つ
で
あ
る
清
水

御
殿

（
（4
（

に
移
っ
た
。

（
ク
）
山
里

〈
概
要
、
利
用
の
実
態
〉

　

江
戸
城
の
山
里
は
、
道
灌
濠
と
西
丸
御
殿
の
間
に
あ
っ
た
。
そ
の
北
東
側
に
は
紅
葉
山
が

あ
っ
た
。
安
政
六
年
一
〇
月
一
八
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
本
丸
御
殿
が
炎
上
し
た
際
、

吹
上
御
庭
と
山
里
を
通
っ
て
西
丸
に
入
っ
た
。
安
政
期
（
一
八
五
四-

一
八
六
〇
）
と
元
治

期
（
一
八
六
四
・
五
）
に
は
、
大
的
や
半
的
、
乗
馬
、
砲
術
の
視
察
、
御
馬
御
召
初
な
ど
の

た
め
に
使
わ
れ
た
。
ま
た
元
治
二
年
四
月
五
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
大
名
に
対
し
て
山
里
御
庭

の
拝
見
が
命
じ
ら
れ
た
。
大
名
達
に
は
、
梅
之
御
茶
屋
で
酒
や
吸
物
、
菓
子
が
出
さ
れ
た
。

そ
の
際
、
家
茂
の
御
目
見
が
あ
り
、
将
軍
自
ら
大
名
の
盃
に
酌
を
し
、
種
々
の
会
話
を
交
し
た
。

（
ケ
）
西
丸
下
御
厩

〈
概
要
、
利
用
の
実
態
〉

　

西
丸
下
御
厩
は
、
西
丸
大
手
門
の
東
側
に
設
け
ら
れ
た
「
西
丸
下
」
の
南
端
辺
り
に
あ
っ

た
（
（5
（

。
万
延
二
年
三
月
一
一
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
西
丸
下
御
厩
で
一
通
り
馬
を
見
て

馬
見
所
へ
行
き
、
そ
こ
で
家
臣
に
乗
馬
を
命
じ
た
。

　（
２
）
江
戸
城
近
辺
の
庭

（
コ
）
浜
御
庭

〈
概
要
、
利
用
の
実
態
〉

　

浜
御
庭
の
前
身
は
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
、
三
代
将
軍
・
家
光
の
三
男
で
あ
る
松
平
綱

重
に
下
賜
さ
れ
た
甲
府
徳
川
家
の
下
屋
敷
で
あ
る
。
宝
永
六
年
、
五
代
将
軍
の
徳
川
綱
吉
に

子
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
綱
重
の
嗣
子
で
あ
る
綱
豊
が
、
将
軍
職
を
継
ぎ
徳
川
家
宣
と

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
甲
府
徳
川
家
の
下
屋
敷
は
将
軍
の
別
邸
と
な
っ
た

（
（5
（

。

　

「
事
蹟
」
安
政
七
年
（
万
延
元
年
）
二
月
二
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
浜
御
庭
へ
御
成
し
、

御
鷹
野
と
し
た
。
文
久
三
年
か
ら
元
治
元
年
に
か
け
て
家
茂
は
、
魚
釣
り
や
食
事
、
馬
見
所

で
の
大
的
上
覧
、
大
砲
の
訓
練
、
老
若
衆
・
側
衆
の
御
目
見
、
庭
の
周
廻
の
た
め
に
浜
御
庭

を
使
っ
た
。

　

文
久
三
年
一
二
月
二
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
家
茂
が
大
坂
へ
向
か
う
た
め
の
船
の
出
発
地
と

な
っ
た

（
（5
（

。

（
サ
）	

赤
坂
御
館
の
庭

〈
概
要
、
利
用
の
実
態
〉

　

家
茂
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
閏
五
月
二
四
日
、
江
戸
城
外
郭
に
近
接
し
た
紀
州
徳

川
邸
す
な
わ
ち
赤
坂
御
館
で
生
ま
れ
た
。
四
歳
の
時
に
は
、
紀
州
藩
一
三
代
藩
主
と
な
り
、

安
政
五
年
六
月
に
は
、
将
軍
職
に
就
く
為
に
江
戸
城
へ
入
っ
た

（
（5
（

。

　

「
事
蹟
」
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
あ
る
家
臣
が
御
目
見
の
際
に
、

赤
坂
御
館
の
庭
で
捕
ま
え
た
「
さ
い
か
ち
虫
」
（
カ
ブ
ト
ム
シ
）
二
匹
を
献
上
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
際
、
家
茂
（
慶よ

し
と
み福

）
が
、
ど
こ
で
採
取
し
た
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
九
十
間
御
馬

場
（
（5
（

で
あ
る
と
答
え
た
と
言
う
。

　

ま
た
安
政
五
年
の
条
に
よ
る
と
、
家
茂
一
三
歳
の
春
頃
の
あ
る
時
、
九
十
間
御
馬
場
に
入

り
乗
馬
を
し
た
後
、
側
向
に
打
毬
を
命
じ
観
覧
し
た
。
打
毬
の
様
子
は
、
万
延
元
年
の
和
歌

山
市
立
博
物
館
蔵
「
打
毬
図
」
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
館
蔵
「
赤
坂
御
庭
図
画
帖
」

に
は
、
九
十
間
御
馬
場
で
打
毬
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
「
事
蹟
」
万
延
二
年
四
月
二
七
日
条
に
は
、「
御
外
庭
御
馬
場
」
で
田
安
慶
親
と
「
御

館
之
者
」
が
馬
に
乗
り
打
毬
を
し
た
と
あ
る
。
家
茂
は
同
所
で
そ
れ
を
見
た
。

（
３
）
二
条
城
の
庭

〈
利
用
の
実
態
〉
※
概
要
は
省
略

（
ア
）
本
丸

　

「
事
蹟
」
文
久
三
年
三
月
八
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
御
本
丸
御
厩
に
入
っ
た
。
元
治
元

年
三
月
八
日
に
は
本
丸
を
巡
り
天
守
台
を
訪
れ
た
。

（
イ
）
二
之
丸

　

元
治
元
年
一
月
一
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
二
度
目
の
上
洛
に
係
る
二
条
城
へ
の
入
城
の
際
に

は
、
「
役
当
之
者
御
玄
関
江
御
出
迎
、
虎
之
間
御
板
縁
ニ
テ　

下
輿
」
し
た
と
あ
る
。
同
三
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月
七
日
条
に
よ
る
と
、
参
内
の
た
め
施
薬
院
に
向
か
っ
た
際
に
は
、
「
御
黒
書
院
通
り
大
広

間
御
玄
関
上
ニ
テ
御
轅

な
が
え

ニ
被
為　

召
（
（5
（

」
と
あ
る
。
ま
た
同
二
月
一
二
日
条
に
は
、
家
茂
は

二
条
城
の
唐
門

（
（5
（

か
ら
「
梅
崎
」
と
呼
ば
れ
た
馬
に
乗
っ
て
南
禅
寺
の
塔
頭
・
金
地
院
（
京

都
市
左
京
区
）
に
参
詣
し
た
。
同
五
月
七
日
条
に
は
、
大
坂
へ
向
か
う
際
に
「
大
広
間
通
り

殿
上
之
間
前
御
廊
下
ニ
テ
御
駕
籠
」
に
乗
っ
た
と
あ
る
。

　

元
治
元
年
三
月
二
七
日
条
に
よ
る
と
、
「
御
休
息

（
（5
（

西
御
縁
下
」
に
て
、
奥
坊
主
・
御
用
部

屋
坊
主
・
土
圭
間
坊
主
・
奥
六
尺
の
者
へ
酒
が
与
え
ら
れ
た
。
次
い
で
四
月
一
日
条
に
は
、「
御

休
息
西
御
庭
」
に
於
い
て
、
そ
の
日
当
番
で
あ
っ
た
奥
詰
の
者
と
前
述
の
日
に
居
な
か
っ
た

土
圭
間
坊
主
、
六
尺
へ
酒
を
与
え
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
同
八
日
条
は
「
御
休
息
御
庭
」
に
於

い
て
、
御
指
方
と
御
納
戸
御
番
を
は
じ
め
、
御
徒
目
付
と
数
寄
屋
坊
主
、
表
坊
主
に
対
し
て

酒
と
肴
を
与
え
た
と
伝
え
る
。
そ
の
際
の
差
配
は
、
御
小
納
戸
頭
取
が
行
っ
た
。

　

同
二
三
日
条
に
よ
る
と
、
「
御
休
息
御
庭
」
に
泊
ま
る
奥
坊
主
・
御
用
部
屋
坊
主
・
土
圭

之
間
六
尺
に
菓
子
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
に
初
め
て
見
え
た
者
に
は
酒
が
下
さ
れ
た
。

（
ウ
）
内
郭

　

文
久
三
年
三
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
家
茂
に
よ
る
「
御
多
門
之
御
武
器
類　

御
覧
」
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
所
々
を
見
て
回
り
、
「
御
本
丸
外
廻
り
稲
荷
曲
輪
通
り
、
御
庭
口
よ
り
還
御
」

し
た
。
同
一
二
日
か
ら
元
治
元
年
四
月
二
四
日
ま
で
の
間
に
は
、
御
厩

（
（5
（

で
乗
馬
が
計
一
三
日

行
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
元
治
元
年
二
月
一
八
日
条
に
は
、
御
厩
に
お
い
て
一
橋
慶
喜
と
公
卿

の
橋
本
実
麗
と
一
緒
に
乗
馬
を
す
る
予
定
が
、
あ
い
に
く
の
天
気
で
延
引
と
な
っ
た
こ
と
を

記
す
。

　

同
じ
期
間
に
お
い
て
場
所
の
表
記
が
な
い
「
御
乗
馬
」
が
計
五
日
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
文

久
三
年
四
月
四
日
条
に
は
、
家
茂
が
一
橋
慶
喜
と
そ
の
従
者
、
松
平
吉
保
、
老
若
御
用
掛
衆
、

御
目
付
に
乗
馬
を
命
じ
た
と
あ
る
。
同
様
に
家
臣
へ
乗
馬
を
命
じ
る
こ
と
は
、
元
治
元
年
三

月
一
一
日
、
同
二
六
日
に
も
行
わ
れ
た
。

３　

分
析

　

本
章
で
は
、
前
章
に
挙
げ
た
「
事
蹟
」
に
お
け
る
庭
の
立
地
と
使
い
方
か
ら
、
庭
の
用
途

と
庭
利
用
に
見
ら
れ
る
対
人
関
係
と
を
引
き
出
し
、
そ
れ
ら
の
実
態
を
分
析
す
る
。
つ
い
て

は
、
前
章
と
内
容
が
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
す
る
。

（
１
）
庭
の
用
途

　

家
茂
に
よ
る
庭
の
用
途
と
し
て
は
、
公
事
裁
許
、
対
面
、
上
覧
な
ど
、
御
成
の
発
着
地
・

入
出
港
、
巡
覧
・
観
覧
、
避
難
所
、
鳥
類
の
飼
育
、
昆
虫
の
採
取
の
八
項
目
を
確
認
し
た
。

以
下
、
関
係
史
料
に
基
づ
き
、
各
用
途
に
よ
る
庭
利
用
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
。

（
ア
）
公
事
裁
許

　

吹
上
御
庭
の
上
覧
所
は
、
公
事
裁
許
が
行
わ
れ
る
所
と
し
て
公
に
認
知
さ
れ
て
い
た
。
将

軍
は
、
三
奉
行
（
寺
社
奉
行
・
御
勘
定
奉
行
・
町
奉
行
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
公
事
裁
許
を

聴
聞
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
公
事
上
聴
・
上
覧
」
「
吹
上
上
聴
」
な
ど
と
言
っ
た

（
（5
（

。
上
覧

所
で
行
わ
れ
る
裁
許
の
範
囲
は
、
三
奉
行
の
各
管
轄
に
基
づ
い
て
い
た

（
（6
（

。
三
奉
行
に
よ
る

訴
訟
の
審
査
と
採
決
は
、
老
中
や
若
年
寄
を
は
じ
め
と
し
た
重
臣
、
御
傍
衆
、
関
係
諸
役
人

も
陪
席
し
て
聴
聞
し
た
。

　

上
覧
所
に
お
け
る
公
事
裁
許
の
記
録
に
つ
い
て
は
「
文
政
八
酉
年
四
月
廿
五
日
於　

上
聴

公
事
人
呼
出
之
記

（
（6
（

」
が
あ
る
。
こ
の
記
録
か
ら
は
、
寺
社
奉
行
の
松
平
伯
耆
守
ら
、
御
勘

定
奉
行
の
石
川
主
水
正
ら
、
町
奉
行
の
榊
原
主
計
頭
ら
に
よ
る
刑
事
（
吟
味
物
）
・
民
事
訴

訟
（
出
入
物
）
の
件
名
と
担
当
者
、
訴
訟
方
・
相
手
の
名
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
公
事
裁
許

後
、
三
奉
行
は
老
中
が
列
座
す
る
芙
蓉
之
間
で
労
わ
れ
、
時
服
を
賜
っ
た

（
（6
（

。

　

上
覧
所
で
行
わ
れ
た
公
事
裁
許
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
立
図
書
館
蔵
「
千
代
田
之

御
表　

於
吹
上
公
事
上
聴
ノ
図

（
（6
（

」
が
参
考
に
な
る
。
但
し
、
江
戸
幕
府
が
終
わ
っ
た
三
〇

年
後
に
作
成
さ
れ
た
錦
絵
で
あ
る
だ
け
に
、
現
実
味
を
帯
び
な
い
。
こ
の
浮
世
絵
に
は
、
障

子
が
外
さ
れ
て
大
き
く
間
口
が
開
い
た
上
覧
所
の
建
物
前
面
に
、
白
州
の
庭
が
描
か
れ
て
い

る
。
階
が
備
わ
っ
た
建
物
の
床
上
に
は
、
三
奉
行
と
陪
席
の
武
士
が
座
る
。
将
軍
は
、
建
物

の
奥
に
掛
る
御
簾
の
奥
か
ら
裁
許
の
状
況
を
眺
め
る
。
横
縞
の
紺
白
幕
で
囲
わ
れ
た
白
州
に

は
、
筵
に
座
る
遊
女
の
傍
に
武
士
や
付
き
添
い
と
み
ら
れ
る
遊
女
が
描
か
れ
る
。
上
覧
所
の

横
を
仕
切
る
幕
の
奥
側
に
は
、
吹
上
御
庭
の
築
山
に
植
え
ら
れ
た
松
が
垣
間
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
吹
上
御
庭
の
上
覧
所
は
、
江
戸
幕
府
の
司
法
に
関
す
る
重
要
行
事
が
行
わ
れ

る
場
で
あ
っ
た
。
通
常
は
、
将
軍
専
用
で
あ
る
吹
上
御
庭
も
、
公
事
裁
許
の
際
に
は
庶
民
ら

の
立
ち
入
り
が
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
当
時
の
世
間
一
般
の
認
識
と
し
て
吹
上
御
庭
の
第

一
印
象
は
、
公
事
裁
許
の
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
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（
イ
）
対
面

　

将
軍
と
家
臣
と
の
対
面
、
い
わ
ゆ
る
御
目
見
（
謁
見
）
は
、
通
常
本
丸
の
表
向
・
中
奥
で

行
わ
れ
た
。
応
接
の
間
と
し
て
は
、
公
式
の
行
事
に
白
書
院
、
日
常
的
に
黒
書
院
を
使
う
傾

向
が
あ
っ
た
。
将
軍
へ
御
目
見
え
す
る
際
の
部
屋
と
座
席
は
、
役
職
ご
と
に
事
細
か
く
規
定

さ
れ
て
い
た

（
（6
（

。
ま
た
将
軍
の
謁
見
は
、
御
簾
を
通
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
名
の

中
で
さ
え
将
軍
の
顔
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
あ
っ
た
。
元
来
将
軍
は
、
近
習
で
さ

え
容
易
に
近
づ
け
な
い
「
見
え
な
い
」
存
在

（
（6
（

で
あ
っ
た
。

　

将
軍
と
の
対
面
が
行
わ
れ
た
庭
と
し
て
は
、
御
花
壇
馬
場
、
広
芝
、
元
馬
場
、
浜
御
庭
が

あ
る

（
（6
（

。
御
花
壇
馬
場
に
お
い
て
家
茂
は
、
田
安
慶
頼
と
二
度
対
顔
し
た

（
（6
（

。
徳
川
三
卿
の
一

つ
田
安
家
の
当
主
と
の
対
面
は
、
家
格
と
面
識
か
ら
す
れ
ば
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
当
時

の
慶
頼
は
、
将
軍
後
見
職
を
務
め
て
お
り
、
家
茂
と
極
め
て
近
い
存
在
で
あ
っ
た
。
俄
か
に

面
会
の
場
を
御
花
壇
馬
場
に
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

「
事
跡
」
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
月
二
六
日
条
に
よ
る
と
、
広
芝
に
お
い
て
小
姓
と

小
納
戸
一
同
に
よ
る
輪
乗
の
後
、
将
軍
に
御
目
見
し
た
。
元
馬
場
に
つ
い
て
は
、
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
一
〇
月
六
日
条
に
、
御
馬
見
所
前
で
大
番
と
両
番
（
書
院
番
・
小
姓
組
番
）

の
番
頭
が
御
目
見
し
た
と
あ
る
。
浜
御
庭
で
は
、
元
治
元
年
九
月
二
六
日
の
家
茂
の
御
成
に

際
し
て
出
迎
え
た
老
中
、
若
年
寄
、
側
衆
に
御
目
見
が
命
じ
ら
れ
た
。

　

庭
で
の
謁
見
は
、
主
に
近
習
に
対
し
て
俄
か
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
総
じ
て
そ

の
回
数
は
少
な
か
っ
た
。
ま
た
謁
見
の
場
所
は
、
庭
の
ど
こ
で
も
良
い
と
い
う
訳
で
は
な
く
、

元
馬
場
の
御
馬
見
所
前
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

（
ウ
）
上
覧
・
御
覧
・
歓
待
な
ど

　

上
覧
も
し
く
は
御
覧
、
歓
待
な
ど
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る

（
（6
（

。
五
十
音
順
で
掲
出
す
る

と
、
犬
追
物
、
飲
食
・
食
物
の
下
賜
、
御
鷹
、
弓
術
、
剣
術
、
行
軍
、
購
買
馬
、
着
替
・
滞
留
、

魚
釣
、
柔
術
、
惣
仕
合
（
試
合
）
、
槍
術
、
野
試
合
、
馬
術
、
砲
術
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
用
途
を
目
的
ご
と
に
整
理
す
れ
ば
、
年
中
行
事
、
軍
事
、
歓
待
・
遊
楽
に
大
別
で
き
る
。

　

江
戸
城
で
は
、
月
次
御
礼
や
五
節
句
な
ど
の
年
中
行
事
が
行
わ
れ
た
。
年
中
行
事
の
多
く

は
、
室
内
で
行
わ
れ
た
り

（
（6
（

、
参
詣
と
い
う
形
が
採
ら
れ
た
り
し
た
。
庭
で
行
わ
れ
た
年
中

行
事
と
し
て
は
、
正
月
の
大
的
上
覧
、
騎
射
、
花
壇
御
馬
場
で
の
購
買
馬
の
上
覧
が
あ
る
。

　

庭
が
大
い
に
利
用
さ
れ
た
の
は
、
訓
練
を
交
え
た
武
術
や
軍
事
面
で
あ
る
。
犬
追
物
や
御

鷹
に
つ
い
て
は
、
敷
地
の
広
さ
に
余
裕
が
あ
る
広
芝
、
元
馬
場
、
浜
御
庭
が
使
わ
れ
た
。
但

し
犬
追
物
に
つ
い
て
は
、
表
御
庭
の
よ
う
な
御
殿
周
り
の
土
地
で
も
行
わ
れ
た
。
表
御
庭
は
、

野
試
合
の
際
に
も
使
わ
れ
た
。

　

弓
術
は
、
植
溜
、
元
馬
場
、
御
花
壇
馬
場
、
山
里
、
浜
御
庭
で
実
施
さ
れ
た
。
元
馬
場
は
、

柔
術
と
惣
仕
合
、
野
試
合
の
会
場
に
も
な
っ
た
。
野
試
合
は
植
溜
で
も
行
わ
れ
た
。
剣
術
は
、

植
溜
、
表
御
庭
で
行
わ
れ
、
上
覧
所
織
殿
、
瀧
見
御
茶
屋
、
元
馬
場
で
は
槍
術
も
行
わ
れ
た
。

　

馬
事
で
使
わ
れ
た
箇
所
は
、
最
も
多
様
で
あ
り
、
五
十
三
間
御
馬
場
、
三
ノ
丸
、
上
覧
所
、

御
花
壇
馬
場
、
新
御
構
、
広
芝
、
山
里
、
西
丸
下
御
厩
、
赤
坂
御
館
、
二
条
城
で
あ
っ
た
。

母
衣
引
や
打
毬
の
よ
う
に
大
き
な
動
き
を
伴
う
馬
術
は
、
広
芝
な
ど
の
よ
う
な
大
き
い
敷
地

の
庭
が
用
い
ら
れ
た
。
上
覧
所
で
は
行
軍
も
行
わ
れ
た
。
砲
術
は
馬
術
が
行
わ
れ
た
箇
所
に

加
え
て
、
竹
橋
御
飛
地
、
瀧
見
御
茶
屋
、
浜
御
庭
が
使
わ
れ
た
。

　

一
般
的
に
造
り
庭
の
主
た
る
用
途
と
見
な
さ
れ
る
歓
待
・
遊
楽
の
う
ち
、
飲
食
・
食
物
の

下
賜
は
山
里
、
浜
御
庭
、
二
条
城
休
息
庭
な
ど
で
実
施
さ
れ
た
。
浜
御
庭
で
は
、
魚
釣
が
行

わ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
行
事
の
際
に
は
、
着
替
・
滞
留
の
た
め
に
、
紅
葉
御
茶
屋
、
諏
訪
御
茶
屋
、
新

御
構
茶
屋
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
エ
）
御
成
の
発
着
地
・
入
出
港

　

浜
御
庭
は
、
塩
入
の
庭
と
呼
ば
れ
る
通
り
、
庭
池
と
海
と
が
繋
が
っ
て
い
た
。
そ
の
立
地

条
件
を
活
か
し
て
、
浜
御
庭
は
、
江
戸
と
大
坂
を
行
き
来
す
る
軍
艦
ま
で
の
区
間
を
中
継
す

る
御
端
船
（
小
舟
）
の
港
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　

一
例
と
し
て
「
事
蹟
」
文
久
三
年
一
二
月
二
七
日
条
に
よ
る
と

（
（7
（

、
家
茂
は
上
洛
の
際
に

軍
艦
で
大
坂
へ
向
か
う
た
め
、
四
時
過
ぎ
に
田
安
御
館
を
出
発
し
浜
御
庭
に
向
か
っ
た
。
家

茂
は
、
浜
御
庭
で
食
事
を
し
て
程
な
く
御
端
船
で
出
航
し
、
八
半
時
頃
に
は
品
川
沖
に
出
た
。

そ
こ
で
御
召
船
・
翔
鶴
丸
に
乗
り
換
え
て
、
浦
賀
港
で
一
晩
停
泊
し
た
。

　

「
事
蹟
」
に
は
、
二
条
城
か
ら
御
成
す
る
際
の
出
入
口
と
し
て
庭
が
使
わ
れ
た
事
例
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
元
治
元
年
五
月
七
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
家
茂
は
、
江
戸
府
内
に

帰
る
た
め
、
二
条
城
を
出
発
す
る
際
に
殿
上
之
間
前
の
廊
下
に
面
し
た
庭
か
ら
駕
籠
に
乗
り

込
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
将
軍
の
御
成
の
際
の
出
入
口
は
、
遠
侍
の
玄
関
に
限
ら
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
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（
オ
）
巡
覧
・
観
覧

　

吹
上
御
庭
で
は
、
御
花
壇
馬
場
で
二
回
、
広
芝
で
三
回
、
浜
御
庭
で
二
回
の
家
茂
に
よ
る

巡
覧
が
行
わ
れ
た
。
二
条
城
で
行
わ
れ
た
家
茂
に
よ
る
巡
覧
は
、
二
回
で
あ
る
。
巡
覧
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
所
々
」
と
あ
る
だ
け
で
詳
し
い
記
述
は
な
い
。

　

家
臣
に
よ
る
吹
上
御
庭
の
観
覧
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
馬
場
に
お

け
る
剣
術
の
上
覧
の
出
席
者
に
対
し
て
許
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、
『
南
紀
徳
川
史
』

三
の
安
政
七
年
（
万
延
元
年
／
一
八
六
〇
）
庚
申
九
月
十
五
日
の
項

（
（7
（

に
よ
る
と

（
（7
（

、
御
三
家

を
は
じ
め
と
す
る
諸
大
名
は
、
月
次
御
礼
で
登
城
し
た
後
、
吹
上
御
庭
の
拝
見
が
申
し
付
け

ら
れ
た
。
大
名
ら
は
、
飲
酒
や
食
事
を
し
た
後
、
広
芝
見
物
所
に
お
い
て
母
衣
引
を
見
た
。

御
三
家
に
よ
る
吹
上
御
庭
の
拝
見
は
、
一
一
代
将
軍
家
斉
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
寛

政
四
年
（
一
七
九
二
）
閏
二
月
二
八
日
、
御
三
家
の
当
主
・
世
子
に
よ
り
吹
上
御
庭
の
見
物

が
な
さ
れ
た

（
（7
（

。

　

諸
大
名
に
よ
る
拝
見
の
事
例
は
、
「
文
久
二
年
壬
戌
五
月
十
五
日　

筑
前
守
様
吹
上
御
庭
御

拝
見
一
件

（
（7
（

」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
松
平
筑
前
守
（
前
田
慶
寧
・
後
の
金
沢
藩
主
）
を
は
じ

め
大
広
間
席
の
面
々
は
、
月
次
御
礼
の
後
、
家
茂
よ
り
吹
上
御
庭
の
拝
見
を
申
し
付
け
ら
れ
た
。

　

同
史
料
の
会
記
に
よ
る
と
六
ケ
所
の
御
茶
屋
が
使
わ
れ
た
。
紅
葉
御
茶
屋
の
寄
付
の
床
は
、

二
幅
が
対
と
な
っ
た
掛
物
と
壷
で
飾
ら
れ
た
。
同
所
の
茶
所
で
は
、
風
炉
を
使
っ
て
薄
茶
が

振
る
舞
わ
れ
た
。
瀧
見
御
茶
屋
の
床
は
、
三
幅
の
掛
物
で
飾
ら
れ
た
。
同
所
で
は
小
漬
な
ど

が
出
さ
れ
た
。
広
芝
で
母
衣
引
、
上
覧
所
で
乗
馬
の
見
物
を
し
た
後
、
床
を
一
幅
の
掛
物
と

茶
入
れ
で
飾
っ
た
御
花
壇
御
茶
屋
に
お
い
て
、
酒
な
ど
が
出
さ
れ
た
。
諏
訪
御
茶
屋
の
床
は
、

掛
物
と
茶
入
れ
に
加
え
て
、
硯
箱
や
絵
巻
物
、
山
水
画
で
飾
ら
れ
た
。
並
木
之
御
茶
屋
の
床

は
掛
物
、
棚
は
歌
書
な
ど
で
飾
ら
れ
た
。
田
舎
御
茶
屋
も
掛
物
な
ど
で
飾
り
付
け
ら
れ
、「
麁

末
之
御
茶
」
と
柿
が
出
さ
れ
た
。

　

前
述
の
寛
政
四
年
に
行
わ
れ
た
御
三
家
に
よ
る
見
物
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
六
ケ
所
の
御

茶
屋
の
間
を
移
動
す
る
中
で
、
吹
上
御
庭
内
の
池
廻
り
や
丘
な
ど
を
歩
き
、
景
色
を
眺
め
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

吹
上
御
庭
は
、
御
台
所
（
正
室
）
や
大
御
台
所
（
先
代
の
正
室
）
ら
に
よ
っ
て
も
使
わ
れ
た
。

三
田
村
鳶
魚
「
御
殿
女
中
の
研
究
」
に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
正
室
で
あ
る
和
宮
、
天
璋
院
（
一
三

代
将
軍
家
定
の
正
室
）
と
共
に
、
花
見
の
た
め
吹
上
御
庭
へ
行
っ
た
と
言
う

（
（7
（

。
こ
の
時
は
、

家
茂
が
瀧
見
御
茶
屋
、
和
宮
が
諏
訪
御
茶
屋
、
天
璋
院
が
御
花
壇
御
茶
屋
に
入
り
、
一
緒
に

花
見
を
し
た
。
模
擬
店
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
料
理
は
御
膳
所
か
ら
持
ち
運
ば
れ
た
。

御
台
所
ら
と
の
花
見
は
、
五
十
三
間
馬
場
で
も
催
さ
れ
た
。

　

「
事
蹟
」
に
よ
る
と
元
治
二
年
に
は
、
家
茂
か
ら
諸
大
名
へ
山
里
御
庭
の
拝
見
が
命
じ
ら

れ
た
。
浜
御
庭
に
つ
い
て
は
、
文
久
二
年
八
月
一
六
日
の
勅
使

（
（7
（

に
よ
る
観
覧
が
確
認
で
き
る
。

一
方
、
家
斉
の
時
代
に
は
、
御
三
家
を
始
め
と
す
る
諸
大
名
か
ら
側
衆
、
御
台
所
や
大
奥
の

女
中
ら
が
、
吹
上
御
庭
へ
招
か
れ
た
と
言
う

（
（7
（

。

　

二
条
城
二
之
丸
の
池
庭
（
現
在
の
特
別
名
勝
二
条
城
二
之
丸
庭
園
）
の
巡
覧
、
観
覧
に
つ

い
て
は
、
「
事
蹟
」
と
「
昭
徳
院
殿
御
実
紀
」
と
共
に
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
見
て
、
将
軍
以
外
に
よ
る
庭
の
観
覧
は
、
将
軍
が
招
い
た
者
に
限
ら
れ

て
い
た
。

（
カ
）
避
難
所

　

西
丸
の
出
火
の
際
に
山
里
、
本
丸
の
火
事
の
時
に
新
御
構
が
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
避
難
所
と

な
っ
た
。

（
キ
）
鳥
類
の
飼
育

　

瀧
見
御
茶
屋
の
背
面
に
鳥
籠
を
常
設
し
、
鳥
類
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
。
文
久
二
年
五
月
に

は
一
部
を
除
い
て
除
去
さ
れ
た
。

（
ク
）
昆
虫
の
採
取

　

赤
坂
御
館
で
は
、
「
さ
い
か
ち
虫
」
を
採
取
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
２
）
庭
の
利
用
に
伴
う
対
人
関
係

　

本
節
で
は
、
吹
上
御
庭
を
中
心
に
、
庭
利
用
を
通
じ
た
家
茂
の
対
人
関
係
を
分
析
す
る
。

（
ア
）
身
分

　

江
戸
城
本
丸
に
於
け
る
入
室
の
範
囲
、
儀
式
で
の
座
席
の
位
置
は
、
深
井
雅
海
氏
の
研
究

に
示
さ
れ
る
よ
う
に

（
（7
（

、
武
士
の
地
位
や
家
格
に
応
じ
る
厳
密
な
取
り
決
め
が
あ
っ
た
。
関

連
し
て
吹
上
御
庭
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
秩
序
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

公
事
裁
許
の
際
、
吹
上
御
庭
の
上
覧
所
の
建
物
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
者
は
、
裁
許
の
内

容
に
よ
り
異
な
る
が
、
将
軍
と
老
中
、
三
奉
行
、
担
当
の
役
人
達
に
限
ら
れ
た
。
座
席
も
地

位
と
役
職
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
上
覧
所
の
白
州
に
は
、
訴
訟
方
・
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相
手
と
な
る
市
井
の
人
々
が
入
場
し
た
。
神
田
明
神
祭
礼
と
山
王
祭
礼
の
山
車
行
列
の
上
覧

の
時
に
は
、
庶
民
が
上
覧
所
の
前
に
ま
で
入
る
機
会
が
あ
っ
た
。

　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
六
月
一
五
日
に
一
〇
代
将
軍
家
治
が
山
王

祭
礼
を

（
（7
（

、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
九
月
一
五
日
に
一
一
代
将
軍
家
斉
の
御
台
所
・
茂
姫
（
広

大
院
）
が
神
田
祭
礼
を

（
（8
（

、
そ
れ
ぞ
れ
吹
上
御
庭
の
上
覧
所
で
見
物
し
た
記
録
が
残
る
。
こ

れ
ら
の
祭
礼
の
際
は
、
江
戸
城
内
郭
の
吹
上
御
庭
西
側
を
沿
っ
て
山
車
が
通
行
し
た
。
ま
た

御
台
所
、
大
御
台
所
を
始
め
と
す
る
大
奥
の
一
部
の
者
達
は
、
花
見
な
ど
遊
興
を
目
的
と
し

て
、
吹
上
御
庭
に
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

乗
馬
は
、
吹
上
御
庭
の
様
々
な
所
で
行
わ
れ
た
。
事
例
は
多
く
な
い
が
、
譜
代
大
名
や
高

家
（
「
事
蹟
」
安
政
六
年
一
〇
月
一
日
条
）
、
布
衣
以
上
の
役
人
（
同
七
年
九
月
七
日
条
）
が

乗
馬
す
る
場
合
は
、
御
花
壇
御
馬
見
所
を
使
っ
た
。

　

以
下
の
者
達
が
乗
馬
な
ど
を
行
う
場
合
は
、
広
芝
や
元
馬
場
、
新
御
構
を
使
っ
た
。
犬
追

物
の
担
当
は
、
小
笠
原
鐘
次
郎
と
弟
子
共
で
あ
っ
た

（
（8
（

。
母
衣
引
な
ど
の
高
度
な
馬
術
は
、

御
側
廻
御
馬
御
相
手
掛
が
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
武
術
は
、
多
く
の
場
合
、
番
方

（
大
御
番
、
御
書
院
番
、
御
小
姓
組
番
、
新
御
番
、
小
十
人
）
が
実
施
し
た
。
個
人
と
し
て
は
、

槍
術
に
奥
詰
の
小
南
鉉
次
郎

（
（8
（

、
剣
術
に
柳
生
但
馬
守

（
（8
（

ら
の
名
が
見
え
る
（
「
事
蹟
」
万
延

二
年
九
月
二
〇
日
条
）
。

　

家
茂
は
、
家
臣
に
乗
馬
を
命
じ
る
際
、
自
ら
も
乗
馬
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
「
事
蹟
」
安

政
六
年
五
月
九
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
が
自
ら
の
乗
馬
の
相
乗
り
を
御
小
姓
に
命
じ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
文
久
二
年
九
月
二
七
日
条
に
は
、
家
茂
が
五
十
三
間
御
馬
場
で
乗
馬
の
稽
古

を
し
た
際
、
随
伴
す
る
御
番
方
の
中
で
、
自
ら
の
乗
る
馬
に
駆
け
続
る
こ
と
が
で
き
た
者
に
、

褒
美
を
取
ら
せ
た
と
あ
る
。
文
久
三
年
四
月
四
日
条
に
は
、
厩
曲
輪
馬
場
で
自
ら
馬
に
乗
っ

た
家
茂
が
、
一
橋
慶
喜
や
、
京
都
所
司
代
の
松
平
容
保
に
乗
馬
を
命
じ
た
と
あ
る
。

（
イ
）
下
賜

　

下
賜
は
、
将
軍
と
家
臣
と
の
主
従
関
係
を
確
認
す
る
や
り
取
り
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
吹
上

御
庭
に
於
け
る
武
術
な
ど
の
披
露
の
後
は
、
多
く
の
場
合
、
技
を
披
露
し
た
者
達
へ
禄
が
下

さ
れ
た
。
武
術
等
の
実
施
に
於
い
て
は
、
家
茂
が
好
み
の
者
を
選
び
、
参
加
者
の
中
で
競
わ

せ
て
特
別
に
禄
を
与
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
元
馬
場
に
お
け
る
御
弓
場
初
御
式
の
際
に
は
、

全
て
の
弓
を
的
に
当
て
た
者
に
時
服
が
下
さ
れ
た
（
「
事
蹟
」
元
治
二
年
一
月
一
一
日
条
）
。

ま
た
、
二
条
城
の
御
休
息
庭
で
は
、
奥
詰
や
坊
主
衆
等
に
酒
や
肴
が
振
る
舞
わ
れ
た
。

　

将
軍
か
ら
の
褒
美
と
し
て
、
諸
大
名
へ
庭
の
拝
見
が
許
さ
れ
、
食
事
が
振
る
舞
わ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
「
事
蹟
」
元
治
二
年
四
月
五
日
条
に
よ
る
と
、
山
里
御
庭
の
拝
見
を
命
じ
ら

れ
た
大
名
が
、
梅
之
御
茶
屋
で
家
茂
に
お
目
見
え
し
た
際
、
将
軍
自
ら
が
盃
に
酌
を
し
て
、

会
話
を
し
た
。

　

か
つ
て
将
軍
は
「
見
え
な
い
」
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
家
茂
は
、
国
事
に
奔
走
す
る
中

で
、
か
な
り
身
分
の
低
い
家
臣
ま
で
も
労
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
た
な
将
軍
像
を
数
多
く
の
幕

臣
に
示
し
た
。
結
果
、
幕
臣
達
は
家
茂
に
忠
誠
心
を
示
し
傾
倒
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
（8
（

。

（
ウ
）
随
伴

　

「
事
蹟
」
と
「
昭
徳
公
御
実
紀
」
で
は
、
家
茂
に
よ
る
吹
上
御
庭
へ
の
御
成
に
関
す
る
記

述
の
冒
頭
に
「
御
供
揃
ニ
而
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
吹
上
御
庭
な
ど
へ
の
御
成
に
、
御
側
向

の
者
が
同
行
し
た
事
を
示
す
。
将
軍
の
行
動
に
随
伴
の
者
が
付
く
の
は
当
然
で
あ
る
た
め
、

同
行
の
者
に
つ
い
て
の
情
報
は
あ
ま
り
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

御
成
の
随
伴
者
の
中
に
は
、
吹
上
御
庭
の
敷
地
内
に
勤
務
す
る
者
が
い
た
。
御
鷹
に
関
し

て
は
、
番
方
に
加
え
て
鷹
師
が
随
伴
し
た
、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
に
は
吹
上
御
庭
に

鷹
部
屋
が
あ
っ
た

（
（8
（

。
江
戸
幕
府
は
、
吹
上
御
庭
や
浜
御
庭
、
小
石
川
御
薬
園
な
ど
の
支
配

下
に
あ
る
苑
池
と
別
館
を
担
当
す
る
「
幕
府
苑
池
別
館
役
人
」
を
置
い
て
い
た

（
（8
（

。
そ
の
中

に
吹
上
御
花
畑
奉
行
（
吹
上
奉
行
）
や
浜
殿
奉
行
な
ど
が
い
た
。

　

吹
上
御
庭
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
同
庭
に
は
若
年
寄
支
配
の
吹
上
御
花
奉
行
と
同
添
奉
行
が

各
二
名
ず
つ
置
か
れ
た
。
吹
上
御
花
奉
行
は
「
吹
上
御
庭
の
事
一
切
に
関
る
、
御
庭
向
、
御

花
壇
、
築
山
、
泉
水
植
込
、
苅
込
、
手
入
の
指
揮
、
御
茶
屋
向
一
切
」
を
担
当
し
た
、
同
奉

行
の
指
揮
下
に
は
、
実
働
部
隊
と
言
え
る
人
々
も
い
た

（
（8
（

。
「
事
蹟
」
元
治
元
年
九
月
一
二
日

条
に
は
、
瀧
見
御
芝
間
で
小
砲
手
前
を
見
た
番
方
ら
と
共
に
、
「
吹
上
之
者
詰
合
」
の
記
述

が
見
え
る
。

　

「
事
蹟
」
元
治
元
年
一
二
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
山
里
御
角
場
に
お
い
て
、
将
軍
の
傍
に

仕
え
る
奥
詰
、
奥
坊
主
、
御
庭
之
者
、
奥
六
尺
が
砲
術
を
見
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
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４　

考
察

（
１
）
庭
の
種
別

　

江
戸
城
の
庭
は
、
内
郭
に
絞
る
と
建
物
群
の
周
り
に
あ
る
庭
と
、
吹
上
御
庭
に
大
別
さ
れ
る
。

そ
の
中
で
西
丸
の
西
側
に
設
け
ら
れ
た
山
里
は
、
造
り
庭

（
（8
（

で
あ
っ
た
。
一
方
、
吹
上
御
庭
で

は
、
上
覧
所
や
複
数
の
茶
屋
が
広
大
な
そ
の
敷
地
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。
造
り
庭
は
そ

れ
ら
茶
屋
に
伴
っ
て
築
か
れ
て
い
た
。

　

「
訪
古
録
」
は
、
吹
上
御
庭
を
「
田
地
・
広
芝
・
新
構
」
の
三
つ
に
大
別
す
る
。
そ
れ
ら
の

大
区
分
と
「
守
嚢
」
の
吹
上
御
庭
に
関
す
る
記
述
を
照
合
す
る
と
、
大
区
分
の
「
田
地
」
は
、

上
覧
所
、
花
壇
な
ど
と
い
っ
た
小
さ
な
区
分
の
集
合
体
で
あ
る
。
「
広
芝
」
と
「
新
構
」
も
同

様
で
あ
る
。
つ
ま
り
吹
上
御
庭
に
は
、
大
区
分
の
庭
が
小
さ
な
区
分
の
庭
と
建
物
を
包
括
す

る
と
言
っ
た
構
図
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
区
分
と
は
、「
江
戸
城
御
吹
上
総
絵
図
」（
図
２
）

を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
塀
や
柵
な
ど
の
物
体
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
て
は
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
緩
や
か
な
概
念
と
し
て
の
境
界
で
あ
っ
た
。

　

利
用
面
か
ら
見
る
と
、
吹
上
御
庭
を
構
成
す
る
多
く
の
庭
は
、
独
立
し
て
い
た
訳
で
は
な

い
。
個
々
の
庭
や
建
物
は
、
将
軍
の
要
求
に
応
じ
、
組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
「
事
蹟
」
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
六
月
二
二
日
条
に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
同
日

の
最
初
に
紅
葉
御
茶
屋
へ
入
っ
た
後
、
御
花
壇
馬
場
で
大
的
を
見
て
、
広
芝
に
移
り
大
輪
を

見
た
。
ま
た
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
五
月
一
五
日
の
松
平
筑
前
守
を
は
じ
め
と
す
る
大

広
間
席
の
面
々
に
よ
る
吹
上
御
庭
の
拝
見
で
は
、
六
ケ
所
の
御
茶
屋
が
同
時
に
使
わ
れ
た
。

　

家
茂
に
よ
る
吹
上
御
庭
の
利
用
実
績
を
見
る
限
り
、
瀧
見
御
茶
屋
や
諏
訪
御
茶
屋
、
御
花

壇
御
茶
屋
な
ど
に
隣
接
し
て
築
か
れ
た
造
り
庭
の
使
用
頻
度
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
御

茶
屋
は
、
御
花
壇
馬
場
や
広
芝
と
併
せ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
造
り
庭
を
使
っ
た
遊

興
や
鑑
賞
に
つ
い
て
の
記
録
も
僅
か
で
あ
っ
た
。

　

造
り
庭
の
固
有
名
称
は
、
「
訪
古
録
」
の
見
出
し
に
も
記
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
紅
葉
茶
屋

の
南
側
に
見
え
る
造
り
庭
は
「
大
池

（
（8
（

」
と
あ
る
。
大
池
に
伴
う
「
中
島

（
（9
（

」
や
「
寛
政
瀧

（
（9
（

」

は
、
別
途
見
出
し
が
付
さ
れ
て
い
る
。
瀧
見
茶
屋
と
御
花
壇
茶
屋
の
北
西
に
見
え
る
造
り
庭

も
同
様
に
、
「
瀧
ノ
宮
ノ
滝

（
（9
（

」
と
あ
る
。
池
や
島
・
滝
を
包
括
す
る
紅
葉
茶
屋
庭
園
あ
る
い

は
広
芝
庭
園
と
い
っ
た
語
の
種
類
は
、
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
本
論
に
挙
げ
た
史
料
に
は
、

回
遊
式
庭
園

（
（9
（

と
合
致
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
田
地
・
広
芝
・
新
構
」
の
大
別

も
、
造
り
庭
に
よ
り
包
括
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
態
を
見
る
限
り
、
家
茂
は
、
そ
の
時
々

の
必
要
に
応
じ
て
、
小
さ
な
区
分
の
庭
を
組
み
合
せ
て
使
っ
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
江
戸
城
の
庭
全
体
を
公
私
に
わ
た
っ
て
使
え
た
の
は
、
将
軍
だ
け
で
あ
る
。
特

に
吹
上
御
庭
は
、
将
軍
自
ら
の
都
合
で
使
う
性
質
の
土
地
で
あ
っ
た
。
公
事
裁
許
な
ど
に
出

席
し
た
り
武
術
に
参
加
し
た
り
す
る
幕
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
に
応
じ
て
、
幾
つ
か
の
小

さ
な
区
分
の
庭
を
使
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
吹
上
御
庭
を
回
遊
式
庭
園
の
様
に
見
な
す
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
将
軍
の
歓
待
を
受
け
た
特
別
な
人
々
に
限
ら
れ
る
。
庭
の
使
い
方
は
、
個
人

の
立
場
と
観
点
に
よ
り
異
な
っ
て
お
り
、
「
吹
上
御
庭
は
回
遊
式
庭
園
で
あ
る
」
な
ど
と
、

一
義
的
な
結
論
を
導
く
の
は
恣
意
的
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
吹
上
御
庭
に
当
た
る
土
地
が
な
い
二
条
城
は
、
建
物
群
の
周
囲
に
あ
る
庭
だ
け
で

成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
造
り
庭
は
、
二
之
丸
御
殿
大
広
間
の
西
側
に
設
け
ら
れ
た

池
庭
の
み
で
あ
っ
た
。

（
２
）
将
軍
に
よ
る
庭
の
利
用

　

江
戸
城
に
お
い
て
将
軍
に
よ
る
庭
の
用
途
は
、
公
事
裁
許
や
軍
事
訓
練
、
歓
待
・
遊
楽
、
防

災
な
ど
多
様
で
あ
っ
た
。
家
茂
に
よ
る
庭
の
利
用
の
多
く
が
軍
事
面
に
偏
っ
て
い
た
の
は
、
将

軍
在
任
時
に
お
け
る
国
防
の
強
化
と
関
連
し
て
い
る
。
家
茂
の
将
軍
就
任
は
、
前
例
の
な
い
国

難
の
渦
中
に
あ
っ
た
と
は
言
え
、
遊
興
の
た
め
に
庭
が
用
い
ら
れ
た
事
例
も
認
め
ら
れ
る
。

　

時
代
を
遡
っ
て
み
れ
ば
、
将
軍
と
し
て
の
在
職
期
間
が
最
も
長
か
っ
た
一
一
代
将
軍
家
斉

に
お
い
て
も
、
吹
上
御
庭
は
公
事
裁
許
や
弓
術
、
馬
術
に
利
用
さ
れ
た

（
（9
（

。
ま
た
家
斉
が
吹

上
御
庭
か
ら
御
三
卿
の
館
へ
行
き
、
家
臣
に
吹
上
御
庭
の
観
覧
を
許
す
こ
と
も
あ
っ
た

（
（9
（

。

な
お
、
家
斉
在
任
時
の
寛
政
三
年
六
月
一
〇
・
一
一
日
に
行
わ
れ
た
上
覧
相
撲

（
（9
（

な
ど
は
、
家

茂
の
在
職
中
に
催
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

一
二
代
将
軍
家
慶
に
お
け
る
利
用
形
態
も
先
代
と
類
似
し
て
い
た
。
天
保
一
二
年

（
一
八
四
一
）
八
月
二
五
日
に
は
、
吹
上
御
庭
で
砲
術
の
上
覧
が
あ
っ
た

（
（9
（

。
在
任
の
期
間
は

短
い
が
、
一
三
代
将
軍
家
定
も
吹
上
御
庭
で
公
事
裁
許
を
聴
聞
し
、
弓
術
・
馬
術
を
見
た

（
（9
（

。

　

吹
上
御
庭
は
、
将
軍
が
城
の
内
郭
を
通
行
す
る
際
の
中
継
あ
る
い
は
経
由
地
点
と
し
て
の

役
割
も
あ
っ
た

（
（9
（

。
幕
府
の
基
盤
が
安
定
し
た
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
は
、
将
軍
が
城
域
の

外
へ
出
る
機
会
は
減
り
、
主
に
山
里
や
吹
上
御
庭
が
御
成
の
対
象
と
な
っ
た
。
い
わ
ば
江
戸
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城
に
縛
ら
れ
た
状
態
の
将
軍
に
と
っ
て
、
建
物
群
の
周
り
に
あ
る
庭
で
さ
え
数
少
な
い
屋
外

の
行
動
圏
で
あ
っ
た
。
な
お
さ
ら
広
々
と
し
た
屋
外
で
の
行
動
が
許
さ
れ
る
吹
上
御
庭
は
、

将
軍
に
と
っ
て
貴
重
な
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
見
て
、
家
茂
は
、
歴
代
の
将
軍
に
よ
る
庭
の
利
用
を
踏
襲
し
て
い
た
。

ま
た
、
家
茂
に
よ
る
将
軍
と
し
て
の
二
条
城
の
庭
利
用
は
、
時
代
の
要
請
に
よ
る
特
例
で
あ
っ

た
。

（
３
）
庭
と
利
用
者
の
関
係

　

庭
と
利
用
者
の
関
係
か
ら
は
、
時
代
の
情
勢
に
基
い
た
将
軍
と
幕
臣
と
の
距
離
感
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

家
茂
に
よ
る
庭
の
利
用
は
、
主
に
ケ
（
褻
）
向
き
で
あ
っ
た
が
、
上
覧
所
だ
け
は
公
事
裁

許
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ハ
レ
（
晴
レ
）
向
き
に
用
い
ら
れ
た
。
幕
臣
が
庭
の
拝
見
を
命
じ
ら

れ
る
場
合
、
吹
上
御
庭
や
山
里
は
、
御
茶
屋
を
使
う
飲
食
を
伴
っ
た
ハ
レ
向
き
の
催
事
の
場

と
な
っ
た
。
ケ
向
き
の
利
用
と
し
て
は
、
御
台
所
と
大
御
台
が
、
将
軍
と
共
に
吹
上
御
庭
を

訪
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、
機
会
こ
そ
多
く
な
か
っ
た
が
、
庭
の
拝
見
自
体
は
、
番
方

ら
に
も
許
さ
れ
て
い
た
。
将
軍
の
庭
で
あ
る
吹
上
御
庭
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
幕
臣

の
中
で
も
限
ら
れ
た
者
達
だ
け
で
あ
っ
た
。
例
外
と
し
て
、
公
事
裁
許
と
山
王
社
・
神
田
社

の
祭
事
の
際
に
は
、
市
井
の
人
々
も
吹
上
御
庭
の
一
部
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

吹
上
御
庭
は
、
番
方
の
御
目
見
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
身
分
に
よ
る
庭
の
使
い
分

け
は
、
本
丸
御
殿
な
ど
に
見
ら
れ
る
明
確
さ
は
な
か
っ
た
。
庭
内
の
行
動
は
、
確
固
た
る
身

分
差
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
将
軍
の
身
近
で
武
術
が
披
露
さ
れ
、
そ

の
後
に
録
が
下
さ
れ
る
な
ど
、
御
殿
と
比
べ
れ
ば
将
軍
と
家
臣
と
の
近
し
い
関
係
が
窺
い
知

れ
る
。

　

「
事
蹟
」
巻
二
に
は
「
御
馬
術
御
好
被
遊
暑
寒
共
無
御
懈
怠

（
（10
（

」
と
あ
り
、
家
茂
が
無
類
の

馬
術
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
家
茂
は
、
自
ら
乗
馬
を
し
、
稽
古
も
し
て
い
た
。

乗
馬
は
、
江
戸
城
と
二
条
城
に
加
え
、
大
坂
城
滞
在
時
に
も
実
施
し
た

（
（10
（

。
家
茂
は
、
自
ら

乗
馬
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
家
臣
に
様
々
な
馬
事
を
さ
せ
た
。
そ
れ
は
御
馬
方
（
御
馬
預
）

に
加
え
、
小
姓
な
ど
の
近
臣
に
始
ま
り
、
広
い
範
囲
の
番
方
、
重
臣
や
御
三
卿
に
ま
で
及
ん
だ
。

　

庭
は
、
家
茂
が
好
ん
だ
馬
事
を
す
る
格
好
の
土
地
で
あ
り
、
家
臣
た
ち
と
の
様
々
な
交
流

の
場
と
な
っ
た
。
家
茂
が
馬
事
を
命
じ
る
と
、
事
後
、
家
臣
に
は
禄
が
与
え
ら
れ
た
。
家
茂

に
よ
る
馬
事
の
命
令
は
、
「
俄
ニ
」
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
武
術
の
訓
練
と
併
せ
「
御
好
」

の
者
が
選
び
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
家
臣
に
と
っ
て
は
、
将
軍
の
前
で
武
術
を
披
露
で

き
る
重
要
な
機
会
で
あ
る
と
共
に
、
評
価
を
得
る
場
で
も
あ
っ
た
。
特
に
近
臣
に
つ
い
て
は
、

突
如
と
し
て
命
令
が
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
緊
張
感
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

文
久
三
年
の
家
茂
の
上
洛
以
降
、
軍
事
訓
練
が
増
加
し
た
。
結
果
、
江
戸
城
内
郭
の
各
庭

で
砲
術
の
訓
練
が
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
併
せ
て
、
訓
練
に
同
行
す
る
人
々
の

職
種
が
奥
詰
や
坊
主
衆
な
ど
大
幅
に
広
が
っ
た
。
砲
術
の
訓
練
に
は
、
御
庭
之
者
が
参
加
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
将
軍
に
よ
る
庭
の
利
用
は
、
各
庭
に
詰
め
る
奉
行
ら
に
よ
っ
て
下
支
え

さ
れ
て
い
た
。

（
４
）
江
戸
城
と
二
条
城
の
関
係　

　

分
析
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
家
茂
が
江
戸
城
に
お
い
て
用
い
る
庭
の
範
囲
と
二
条
城
の

庭
の
敷
地
の
規
模
は
、
大
き
く
異
な
っ
た
。
ま
た
江
戸
城
の
用
途
の
多
様
さ
と
施
設
の
充
実

度
は
、
二
条
城
と
比
べ
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。
以
下
、
江
戸
城
と
二
条
城
の
規
模
の
相
違
が

意
味
す
る
所
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

肥
前
平
戸
藩
の
第
四
代
藩
主
・
松
浦
慎
信
（
一
六
二
二-

一
七
〇
三
）
が
著
し
た
『
武
功

雑
記
』
に
は
、
初
代
将
軍
の
家
康
が
、
二
条
城
の
構
え
を
「
粗
相
」
で
あ
る
と
言
っ
た
逸
話

が
あ
る

（
（10
（

。
「
粗
相
」
と
し
た
理
由
は
、
二
条
城
が
暫
時
の
御
座
所
で
あ
り
、
万
が
一
落
城
し

て
も
取
り
返
し
易
い
よ
う
設
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

勝
海
舟
旧
蔵
「
二
條
大
坂
御
城
之
記
」
で
は
、
二
条
城
は
将
軍
の
上
洛
と
参
内
に
係
る
装

束
の
支
度
に
都
合
の
良
い
宿
城
と
し
て
、
手
狭
で
あ
っ
た
上
京
正
親
町
の
館
を
移
築
し
た
の

が
始
ま
り
と
さ
れ
る

（
（10
（

。
な
お
、
同
書
の
著
者
と
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
二
条
城
の
創
設
に
関
す
る
伝
聞
の
範
囲
を
出
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
初
代
家
康
か
ら
三
代
家
光
、
さ
ら
に
は
家
茂
、
一
五
代
慶
喜
ま
で
の
利
用
を
辿
る
と
、
将

軍
に
と
っ
て
の
二
条
城
の
主
な
役
割
は
、
上
洛
と
参
内
の
た
め
の
一
時
的
な
宿
城
で
あ
っ
た

（
（10
（

。

　

寛
永
初
期
の
後
、
二
条
城
の
庭
は
、
四
代
家
綱
か
ら
一
三
代
家
定
ま
で
将
軍
自
ら
二
条
城

を
利
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
城
と
比
較
す
れ
ば
二
条
城
の
敷
地
は
著
し
く
手
狭
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
規
模
は
約
二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
。

　

二
条
城
本
丸
は
、
天
守
と
御
殿
が
共
に
火
事
で
失
わ
れ
て
お
り
空
地
の
状
態
で
あ
っ
た

（
（10
（

。

家
茂
が
入
城
し
た
際
に
は
、
本
丸
が
厩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
管
見
で
は
、
大
番
が
本
丸
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を
何
ら
か
の
用
途
に
当
て
た
と
言
う
記
録
は
な
い
。
お
そ
ら
く
御
殿
と
天
守
な
き
後
も
本
丸

の
敷
地
は
、
二
之
丸
と
同
じ
く
将
軍
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
一
方
、
二
之
丸
を
除
い
た
外
郭

の
大
半
は
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
か
ら
文
久
二
年
ま
で
の
二
二
七
年
間
、
二
条
在
番

の
居
所
と
し
て
の
建
物
（
番
頭
屋
敷
・
番
衆
小
屋
）
と
備
蓄
の
た
め
の
土
蔵
と
に
よ
っ
て
占

有
さ
れ
た

（
（10
（

。

　

将
軍
が
上
洛
し
な
い
間
の
二
条
城
は
、
ほ
ぼ
二
条
在
番
の
居
所
と
し
て
使
わ
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
用
途
の
変
更
が
あ
っ
て
も
寛
永
元
年
か
ら
三
年
を
か
け
て
行
わ
れ
た
改
修
時
の
規
模
は
、

江
戸
幕
府
の
終
焉
の
時
ま
で
保
た
れ
た
。
結
果
と
し
て
幕
府
は
、
二
条
城
に
将
軍
の
上
洛
と
参

内
の
た
め
の
宿
城
以
上
の
規
模
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る

（
（10
（

。

　

さ
ら
に
文
久
三
年
に
家
茂
が
二
条
城
へ
入
る
前
に
は
、
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
二
之
丸
御
殿

の
周
り
に
も
建
物
が
増
築
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
家
茂
が
滞
在
す
る
間
、
江
戸
城
で
行
わ
れ
て

い
た
行
事
の
一
部
を
二
条
城
で
行
う
た
め
で
あ
っ
た

（
（10
（

。
「
二
条
御
城
二
之
丸
御
殿
向
幷
仮
建

物
絵
図

（
（10
（

」
（
本
書
三
頁
、
参
考
図
１
）
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
増
築
が
行
わ
れ
た
と
す
れ

ば
、
二
之
丸
御
殿
の
中
庭
に
当
た
る
範
囲
は
、
家
茂
や
近
臣
が
用
い
る
建
物
で
占
有
さ
れ
た

こ
と
に
な
る

（
（11
（

。
ま
た
外
郭
の
多
く
の
範
囲
は
、
未
だ
番
衆
小
屋
が
残
さ
れ
て
い
た

（
（11
（

。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
家
茂
滞
在
中
の
二
条
城
は
、
庭
に
当
た
る
領
域
が
少
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

一
定
の
敷
地
が
あ
る
庭
は
、
二
之
丸
庭
園
の
他
に
本
丸
の
厩
と
外
郭
東
端
の
厩
馬
場
の
程
度

で
あ
っ
た
。

　

元
来
、
家
茂
に
と
っ
て
二
条
城
の
利
用
は
、
外
国
に
よ
る
開
国
の
要
求
と
い
う
一
大
事
の
対

処
の
た
め
の
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
文
久
三
年
、
元
治
元
年
、
慶
応
元
年
と

三
度
入
城
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
二
条
城
は
仮
の
宿
城
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　

最
初
、
家
茂
は
滞
京
の
期
間
を
短
く
見
積
も
っ
て
い
た

（
（11
（

。
そ
も
そ
も
、
江
戸
城
に
見
ら

れ
る
多
様
な
用
途
で
二
条
城
の
庭
を
使
う
意
図
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
家
茂
に
よ
る
二
条

城
で
の
庭
利
用
は
、
乗
馬
を
し
た
り
家
臣
に
食
物
等
を
下
賜
し
た
り
す
る
な
ど
、
最
低
限
に

留
ま
っ
た

（
（11
（

。
そ
の
こ
と
は
、
消
極
的
な
意
味
合
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
将
軍
自
ら
に
よ

る
二
条
城
の
庭
の
利
用
は
、
希
少
な
実
績
で
あ
る
。

５　

結
論

（
１
）
庭
の
基
本
的
な
二
分
類
と
区
分

　

将
軍
家
茂
は
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
庭
を
度
々
使
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
事
蹟
」
に
加
え

て
他
の
史
料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
江
戸
城
の
内
郭
は
、
数
多
く
の
建
物
周
り
に
あ
る
庭

と
、
建
物
を
も
内
包
す
る
庭
の
集
合
体
で
あ
る
吹
上
御
庭
と
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
西
丸

の
西
側
に
面
す
る
山
里
は
前
者
に
含
ま
れ
る
。
関
連
し
て
浜
御
庭
は
後
者
に
類
す
る
。
二
条

城
に
は
、
建
物
周
り
の
庭
だ
け
が
あ
っ
た
。

　

吹
上
御
庭
は
、
三
つ
の
区
分
の
庭
に
大
別
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
大
区
分
は
、
さ
ら
に
小
区
分

の
庭
に
細
分
さ
れ
た
。
小
区
分
に
は
、
流
れ
や
丘
な
ど
に
よ
る
一
定
の
分
界
が
あ
っ
た
。
但

し
、
全
て
に
物
体
に
よ
る
明
ら
か
な
境
界
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
区
分
と
は
緩
や
か
な
概

念
で
あ
る

（
（11
（

。

　

家
茂
は
、
江
戸
城
と
そ
の
周
辺
及
び
二
条
城
の
庭
を
、
自
ら
の
意
図
に
よ
り
組
み
合
わ
せ

て
使
っ
た
。
そ
の
際
に
、
建
物
周
り
の
庭
と
吹
上
御
庭
と
を
庭
の
集
合
体
と
し
て
区
別
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
城
で
は
、
本
丸
か
ら
移
動
す
る
際
に
、
一
旦
庭
に
出
て
他
の
場
所

に
移
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
双
方
の
庭
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
の
が
必
須
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
江
戸
城
で
の
家
茂
は
、
造
り
庭
を
単
体
で
使
う
状
況
に
な
か
っ
た

（
（11
（

。

（
２
）
庭
利
用
に
係
る
将
軍
の
個
性
と
時
代
背
景

　

家
茂
に
よ
る
庭
の
用
途
は
多
様
で
あ
っ
た
。
主
な
用
法
は
、
公
事
裁
許
や
軍
事
訓
練
と
言
っ

た
公
の
儀
式
、
私
的
な
歓
待
・
遊
楽
の
よ
う
な
行
事
で
あ
っ
た
。
近
世
後
期
の
将
軍
達
は
、

容
易
に
城
外
へ
御
成
で
き
る
状
況
に
な
か
っ
た
。
庭
で
乗
馬
を
し
、
鳥
を
飼
っ
た
り
釣
り
を

し
た
り
す
る
と
い
っ
た
将
軍
の
行
動
は
、
い
わ
ば
慰
め
の
一
環
と
し
て
家
臣
か
ら
の
理
解
も

あ
っ
た
。

　

将
軍
達
は
、
庭
の
用
途
を
前
代
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。
一
方
で
各
将
軍

の
趣
味
や
趣
向
の
面
で
、
各
庭
の
使
用
頻
度
に
は
、
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
家
茂
が
馬

事
の
為
に
数
多
く
庭
を
使
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
彼
の
個
性
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

 

家
茂
が
将
軍
に
就
い
た
ば
か
り
の
頃
と
比
べ
る
と
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
三
月
三
日

の
桜
田
門
外
の
変
以
降
は
、
武
術
と
砲
術
の
訓
練
の
件
数
が
増
加
し
た
。
武
術
や
砲
術
に
は
、

庭
が
多
く
使
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
家
茂
の
将
軍
在
任
時
に
お
い
て
国
防
の
強
化
が
必
要
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と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

一
方
、
家
茂
が
将
軍
に
在
任
し
た
頃
は
、
前
例
の
な
い
国
難
の
渦
中
に
あ
り
つ
つ
、
接
遇

の
為
に
庭
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
二
条
城
二
之
丸
御
殿
の
御
座
所
西
庭
で
は
、
坊
主

衆
達
へ
食
物
が
下
さ
れ
た
。
庭
利
用
に
は
、
平
時
と
非
常
時
に
関
わ
ら
ず
、
接
遇
や
施
し
に

よ
り
君
臣
の
関
係
を
確
か
め
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。

　

か
よ
う
な
こ
と
は
、
平
和
な
時
期
と
国
難
の
時
期
と
い
っ
た
時
代
背
景
な
ど
に
よ
る
庭
利

用
の
変
化
と
不
変
を
示
す
。
つ
ま
り
庭
に
は
、
各
世
代
の
所
有
者
の
個
性
や
時
勢
を
反
映
し

な
が
ら
、
人
間
の
一
生
を
越
え
る
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
承
さ
れ
る
と
言
う
性
質
が
あ
る

（
（11
（

。

（
３
）
庭
内
で
見
ら
れ
る
特
有
の
対
人
関
係

　

家
茂
と
家
臣
が
対
面
す
る
庭
に
は
、
身
分
や
状
況
に
よ
る
違
い
が
見
ら
れ
た
。
但
し
本
論

で
は
、
そ
の
違
い
を
明
確
に
出
来
て
い
な
い
。
江
戸
城
本
丸
で
は
、
縁
や
廊
下
、
部
屋
に
よ

り
座
席
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
吹
上
御
庭
に
お
い
て
将
軍
は
、
御
置
台
の
脇

や
御
馬
見
所
の
前
で
番
方
と
対
面
し
、
庭
で
の
武
術
の
披
露
後
に
録
を
下
し
た
。
そ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
庭
で
は
、
時
に
身
分
を
度
外
視
し
た
近
い
距
離
に
よ
る
将
軍
と
の
対
面
が
許
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

吹
上
御
庭
や
二
条
城
に
お
い
て
、
家
茂
は
「
俄
ニ
」
に
番
方
へ
乗
馬
を
命
じ
た
り
、
大
名

ら
と
馬
の
相
乗
り
を
し
た
り
し
た
。
そ
れ
ら
の
行
動
は
、
殿
中
で
の
儀
式
の
厳
格
さ
と
比
較

す
れ
ば
、
緩
く
見
え
る
。

　

将
軍
が
用
い
る
造
り
庭
に
は
、
江
戸
に
江
戸
城
山
里
の
庭
・
吹
上
御
庭
の
御
茶
屋
群
に
伴

う
庭
・
浜
御
庭
な
ど
、
京
都
に
二
条
城
二
之
丸
庭
園
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
庭
は
、
日
常
の

用
に
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
花
見
や
大
名
ら
の
招
待
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
使
わ
れ
た
。
造

り
庭
の
使
用
頻
度
は
高
く
な
か
っ
た
。
大
名
が
吹
上
御
庭
に
招
か
れ
御
茶
屋
で
飲
食
を
す
る

際
に
は
、
家
茂
自
ら
酌
を
し
て
話
し
か
け
た
。
伝
聞
の
範
囲
を
出
な
い
が
、
同
庭
で
の
花
見

で
は
、
将
軍
自
ら
御
台
所
に
酌
を
し
た
と
言
う
。
将
軍
と
家
臣
、
親
族
と
の
近
し
い
距
離
感

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
吹
上
御
庭
の
一
部
に
は
、
公
事
裁
許
と
一
部
の
祭
事
に
お
い
て
、
市

井
の
人
々
が
入
場
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

か
よ
う
な
こ
と
は
、
庭
で
あ
れ
ば
殿
中
で
実
現
し
得
な
い
将
軍
と
多
様
な
人
々
と
の
近
接

が
叶
っ
た
こ
と
を
示
す
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
庭
で
の
将
軍
は
、
御
殿
内
に
お
け
る
規
定

か
ら
一
定
の
自
由
度
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
４
）
非
常
時
の
受
け
皿
と
し
て
の
庭

　

吹
上
御
庭
は
、
本
丸
な
ど
の
火
災
時
に
、
将
軍
達
が
避
難
す
る
た
め
の
場
所
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
吹
上
御
庭
に
は
、
火
災
防
止
の
見
地
で
元
か
ら
あ
っ
た
宅
地
を
除
却
し
て
築
造

さ
れ
た
経
緯
が
あ
る

（
（11
（

。
吹
上
御
庭
が
濠
と
相
ま
っ
て
火
災
の
広
が
り
を
防
ぎ
、
災
害
時

の
避
難
所
に
な
る
こ
と
は
、
予
め
意
図
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　

一
方
、
海
外
の
国
々
か
ら
開
国
を
迫
ら
れ
る
中
、
全
国
で
の
尊
王
攘
夷
運
動
の
高
ま
り

を
受
け
て
、
家
茂
は
参
内
の
為
に
、
将
軍
と
し
て
二
二
九
年
ぶ
り
に
上
洛
し
た
。
そ
の
際

の
居
所
と
さ
れ
た
二
条
城
で
は
、
家
茂
の
滞
在
に
伴
っ
て
、
二
之
丸
御
殿
の
中
庭
に
建
物

が
増
築
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
、
当
番
の
坊
主
衆
の
中
に
は
、
御
座
所
の
西
庭
で
寝
泊
ま
り

し
て
い
た
者
が
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
庭
が
非
常
時
に
建
物
や
工
作
物
を
築
く
た
め

な
ど
の
用
地
と
見
な
さ
れ
て
い
た
実
情
を
示
す
。

（
５
）
結
び

　

家
茂
は
、
江
戸
城
に
見
ら
れ
る
建
物
な
ど
の
周
囲
に
あ
っ
た
庭
と
、
吹
上
御
庭
の
よ
う
な

建
物
を
も
内
包
す
る
庭
の
集
ま
り
と
を
一
体
の
も
の
と
見
な
し
、
小
区
分
の
庭
を
組
み
合
わ

せ
て
使
っ
た
。
二
条
城
の
庭
は
、
過
大
な
不
足
を
抱
え
な
が
ら
も
江
戸
城
の
延
長
線
上
で
使

わ
れ
た
。
家
茂
は
、
造
り
庭
を
数
あ
る
小
区
分
の
庭
の
一
つ
と
見
な
し
、
特
別
視
し
た
節
は

な
か
っ
た
。

　

将
軍
の
近
臣
は
、
日
常
の
業
務
や
武
術
の
修
練
な
ど
、
そ
の
時
々
の
将
軍
に
よ
る
要
請

を
満
た
す
た
め
に
庭
へ
随
行
し
た
。
彼
ら
は
、
修
練
な
ど
で
自
ら
庭
を
使
う
機
会
も
あ
っ

た
。
吹
上
御
庭
に
勤
め
る
者
は
、
将
軍
の
意
思
に
沿
う
よ
う
、
多
様
な
庭
を
組
み
合
わ
せ

て
使
え
る
よ
う
行
動
し
た
。
家
茂
が
大
名
な
ど
を
歓
待
す
る
際
に
は
、
吹
上
御
庭
の
複
数

の
御
茶
屋
と
造
り
庭
が
、
大
き
い
一
括
り
の
庭
と
し
て
使
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
江
戸
城
な
ど
の
庭
へ
の
観
点
（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
）
が
、
君
臣

の
相
互
関
係
と
状
況
に
よ
り
異
な
る
こ
と
を
示
す
。
庭
は
、
将
軍
の
主
観
、
そ
れ
ぞ
れ
の

家
臣
ら
の
主
観
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
庭
は
、
将
軍
と
家
臣
ら
に
よ
る
相
互
の
作

用
（
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
）
に
よ
っ
て
用
途
が
定
ま
り
、
双
方
の
働
き
か
け
に
よ
り
機
能

し
た
。

　

家
茂
が
滞
在
し
た
時
期
の
二
条
城
二
之
丸
御
殿
は
、
い
わ
ば
江
戸
城
本
丸
を
模
倣
と
し

て
、
増
改
築
の
上
で
使
わ
れ
た
。
本
論
で
は
そ
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
江
戸
城
の
使
用
実
態
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を
前
提
し
て
、
二
条
城
の
庭
利
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
仮
に
江
戸
城
へ
の
考
慮
を
欠
い
て

い
た
な
ら
ば
、
本
義
を
捉
え
損
ね
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
て
み
れ
ば
同
様
の
こ
と
が
、
浜

御
庭
は
勿
論
、
他
の
近
世
に
築
か
れ
た
大
名
ら
の
江
戸
・
本
国
の
城
や
屋
敷
の
庭
に
つ
い
て

も
当
て
は
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
延
い
て
は
、
様
式
論
と
し
て
の
「
大
名
庭
園
」
の
再
考
も

想
定
さ
れ
よ
う

（
（11
（

。
そ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
て
も
、
武
士
の
頂
点
に
あ
っ
た
将
軍
の
居
所
・

江
戸
城
の
庭
・
建
物
の
研
究
は
、
極
め
て
重
要
と
な
る
。

　

庭
は
、
日
常
生
活
を
過
ご
す
中
で
、
利
用
者
が
互
い
の
意
思
に
基
づ
き
、
組
み
合
わ
せ
て

使
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
茶
屋
や
造
り
庭
を
回
遊
す
る
使
い
方
に
し
て
も
、
そ
の
一
環
で

あ
る
。
多
様
な
人
々
が
様
々
な
用
途
で
使
う
庭
に
、
「
回
遊
式
庭
園
」
の
よ
う
な
様
式
を
当

て
嵌
め
る
の
は
、
固
着
観
念
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

（
（11
（

。
そ
も
そ
も
、
庭
利
用
の
実
態
は
、

そ
の
時
々
の
状
況
と
対
人
関
係
に
よ
っ
て
柔
軟
に
変
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
時
限
的
か
つ
流

動
的
で
あ
り
な
が
ら
一
定
の
形
態
を
保
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
庭
に
見
出
さ
れ
る

恒
久
的
な
意
味
合
の
一
つ
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　　

本
稿
で
は
、
将
軍
家
茂
に
よ
る
江
戸
城
と
二
条
城
な
ど
の
庭
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
庭
利

用
の
研
究
は
、
史
料
に
記
さ
れ
た
土
地
利
用
と
、
現
存
す
る
歴
史
遺
産
の
活
用
と
を
地
続
き

に
し
得
る
。

　

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
で
は
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
『
史
跡
旧
二
条
離
宮
（
二
条

城
）
保
存
活
用
計
画
』
を
刊
行
し
た
。
元
離
宮
二
条
城
の
敷
地
の
全
て
は
国
指
定
史
跡
の
範

囲
に
当
た
る
。
こ
の
報
告
書
の
主
旨
は
、
史
跡
の
本
質
的
価
値
の
維
持
・
継
承
で
あ
る
。
同

書
の
第
三
章
第
二
節
「
地
区
区
分
」
で
は
、
史
跡
指
定
の
範
囲
を
歴
史
的
経
緯
や
要
素
の
分

布
状
況
に
基
づ
き
、
四
つ
の
区
分
に
よ
り
概
要
を
記
し
た
。
各
区
分
は
、
さ
ら
に
地
区
に
小

割
り
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
変
遷
の
経
緯
を
述
べ
た
。
こ
の
区
分
の
設
定
の
際
、
建
物
周
り
の
土

地
に
対
し
て
「
庭
」
の
呼
称
を
用
い
た
。

　

例
え
ば
二
条
城
二
之
丸
御
殿
車
寄
の
南
側
に
広
が
る
砂
利
敷
の
範
囲
は
、
「
二
之
丸
御
殿

車
寄
前
庭
」
と
称
し
た
。
「
事
蹟
」
元
治
元
年
一
月
一
五
日
条
に
よ
る
と
、
輿
に
乗
っ
た
家

茂
は
、
同
地
区
か
ら
玄
関
に
入
り
御
殿
に
上
が
っ
た
。
ま
た
現
在
、
二
之
丸
御
殿
の
中
庭
と

な
っ
て
い
る
地
区
「
二
之
丸
御
殿
東
域
（
北
）
」
に
は
、
「
事
蹟
」
元
治
元
年
四
月
八
日
・

二
三
日
条
が
示
す
「
御
休
息
御
庭
」
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

二
条
城
二
之
丸
御
殿
と
そ
の
周
囲
の
庭
が
現
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
、
史
料

に
記
述
さ
れ
た
土
地
利
用
を
、
臨
場
感
を
も
っ
て
追
想
で
き
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
建
物

の
多
く
が
失
わ
れ
た
江
戸
城
の
庭
に
つ
い
て
も
、
二
条
城
二
之
丸
御
殿
を
媒
介
に
追
憶
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
歴
史
上
の
出
来
事
が
行
わ
れ
た
庭
の
位
置
が
特
定
で
き
れ
ば
、
現

地
解
説
も
具
体
性
を
帯
び
る
。
ま
た
、
史
跡
の
保
存
管
理
に
お
い
て
は
、
一
見
し
た
所
で

は
単
な
る
空
地
や
余
地
も
、
具
体
的
に
庭
と
し
て
の
識
別
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
二

之
丸
御
殿
白
書
院
西
庭
な
ど
と
言
っ
た
よ
う
に
。

　

庭
利
用
の
研
究
は
、
造
り
庭
（
庭
園
）
の
語
義
に
は
な
い
、
見
た
目
も
用
途
も
地
味
な

家
屋
の
周
り
に
あ
る
余
地
や
広
場
な
ど
を
含
む
。
そ
れ
ら
の
庭
の
印
象
は
、
茫
漠
と
し
て

い
て
目
立
た
な
い
。
し
か
し
、
「
事
蹟
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
世
の
生
活
者
が
広
義

の
庭
を
認
識
の
主
体
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
歴
史
上
の
土
地
利
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
、
庭
利
用
の
研
究
に
も
一

定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

【
注
】

（
1
）　

庭
園
学
で
は
、
中
島
宏
「
浜
離
宮
の
植
栽
構
成
に
関
す
る
史
的
考
察
」
（
日
本
庭
園
学
会
編

集
委
員
会
編
『
日
本
庭
園
学
会
誌
』
一
一
号
、
二
〇
〇
三
）
、
造
園
学
で
は
、
飛
田
範
夫
『
江

戸
の
庭
園
：
将
軍
か
ら
庶
民
ま
で
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
九
）
、
白
幡
洋
三

郎
『
大
名
庭
園 

江
戸
の
饗
宴
』
（
講
談
社
、
一
九
九
七
）
等
が
あ
る
。

（
2
）　

『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
以
下
、『
日
国
』
と
す
る
）
に
よ
る
と
、
庭
の
語
の
意
味
は
、「
家

屋
の
周
り
の
空
き
地
。
の
ち
草
木
を
植
え
、
築
山
、
泉
水
を
し
つ
ら
え
た
所
を
さ
し
て
い
う
。

庭
園
。
前
栽
」
で
あ
る
。

（
3
）　

庭
園
の
語
の
意
味
は
、
「
計
画
的
に
築
山
・
泉
水
を
設
け
、
樹
木
や
芝
生
な
ど
を
と
と
の
え

た
庭
」
（
『
日
国
』
）
で
あ
る
。
上
記
の
説
明
の
文
末
に
記
さ
れ
た
「
庭
」
は
、
庭
園
が
庭
の

範
疇
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
加
え
て
『
日
国
』
に
よ
る
と
、
庭
園
の
語
の
初
出

は
『
雍
州
府
志　

六
』
（
一
六
八
四
）
で
あ
る
。
庭
園
の
語
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
西
洋
の
文
物
の
流
入
が
増
大
し
た
幕
末
以
降
で
あ
る
（
『
航
米
日
録
』
〈
一
八
六
〇
〉
）

ほ
か
）
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
庭
園
す
な
わ
ち
造
り
庭
の
言
表
は
多
様
で
あ
り
、
代
表
的
な
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語
と
し
て
は
山
水
（
北
村
援
琴
『
築
山
庭
造
伝
』
）
や
林
泉
（
秋
里
蘺
島
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
）

が
あ
っ
た
。

（
4
）　

庭
と
庭
園
の
語
の
混
同
は
、
広
義
の
語
が
狭
義
の
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
事
態
を

示
す
。
筆
者
は
、
こ
の
混
同
が
科
学
研
究
の
世
界
に
於
い
て
も
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
を
、

博
士
論
文
「
庭
の
発
生
的
現
学
：
土
地
を
め
ぐ
る
実
践
知
の
学
の
試
論
」
（
大
阪
大
学
大
学

院
人
間
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
七
、
一
三-

三
二
頁
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
。

（
5
）　

こ
こ
で
の
時
代
錯
誤
と
は
、
「
異
な
る
時
代
の
現
象
・
事
件
・
人
物
・
思
考
な
ど
を
、
歴
史

の
流
れ
を
考
慮
し
な
い
で
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
誤
り
」
（
『
日
国
』
）
の
こ
と
。
従
来
の
歴

史
研
究
で
は
、
控
え
め
に
見
て
も
近
世
ま
で
広
義
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
庭
を
、
狭
義

の
庭
園
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
る
。

（
6
）　

李
偉
「
尾
張
藩
戸
山
荘
の
眺
望
に
関
す
る
研
究
」
（
『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　

日
本
研
究
』
第
三
四
集
、
二
〇
〇
七
、
一
三
一-

六
四
頁
）
。
岩
渕
令
治
「
巨
大
都
市
江
戸

に
お
け
る
武
家
屋
敷
の
庭
園　

浴
恩
園
を
中
心
に
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
二
五
一
集
、
二
〇
二
五
、
一
四
三-

六
八
頁
）
。
白
根
孝
胤
「
近
世
後
期
に
お
け
る
尾
張
家

の
植
栽
空
間
と
大
名
庭
園
」（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要 

第
四
四
号
』
、
二
〇
一
〇
年
、

一
―
二
五
頁
）
。

（
7
）　

庭
造
り
の
き
っ
か
け
や
動
機
に
つ
い
て
は
、「
中
尊
寺
建
立
供
養
願
文
」
や
「
天
龍
寺
造
営
記
」

な
ど
平
安
後
期
以
来
の
記
録
が
残
る
。

（
8
）　

江
戸
時
代
を
代
表
す
る
造
り
庭
に
関
す
る
書
に
秋
里
籬
島
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』（
一
七
九
九
）

が
あ
る
。
そ
の
記
述
内
容
は
、
主
に
名
勝
ご
と
の
位
置
や
成
り
立
ち
の
歴
史
、
開
基
・
開
山
、

行
催
事
、
庭
等
の
造
り
や
事
物
の
配
置
、
情
景
で
あ
る
。
名
勝
に
因
ん
で
読
ま
れ
た
詩
歌
等

も
併
記
さ
れ
る
。
近
現
代
の
科
学
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
客
観
的
な
庭
の
景
観
や
意
匠
・

作
庭
の
意
図
は
、
主
題
と
言
え
な
い
。

（
9
）　

歴
史
遺
産
の
保
存
・
活
用
を
す
る
上
で
は
、
各
遺
産
が
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
時
期
に
於

け
る
庭
・
建
物
の
利
用
実
態
の
把
握
が
、
そ
れ
ら
を
修
理
す
る
際
の
参
考
と
な
る
共
に
、

活
用
時
の
解
説
等
に
役
立
つ
。

（
10
）　

「
事
蹟
」
は
、
主
に
家
茂
の
将
軍
在
籍
時
の
行
動
を
記
し
た
、
本
編
九
巻
と
附
一
巻
か
ら
な

る
史
料
で
あ
る
。
作
者
は
、
家
茂
の
小
姓
頭
取
衆
を
務
め
た
野
村
貫
三
郎
（
静
山
）
で
あ
る
。

野
村
は
、
将
軍
の
身
辺
の
用
事
を
取
り
扱
う
小
姓
を
指
揮
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
知
行
は

三
七
五
俵
。
家
茂
が
亡
く
な
っ
た
後
に
は
引
退
し
、
静
山
と
号
し
た
（
『
柳
営
補
任
』
、
『
南

紀
徳
川
史
』
三
巻
）
。
記
録
の
期
間
は
、
は
じ
め
和
歌
山
藩
主
で
あ
っ
た
家
茂
が
将
軍
に
就

任
し
た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
翌
年
正
月
か
ら
、
病
没
す
る
ひ
と
月
前
の
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
六
月
迄
が
中
心
で
あ
る
。
「
事
蹟
」
は
、
野
村
貫
三
郎
の
筆
記
を
太
政
官
直

轄
の
組
織
で
あ
っ
た
修
史
館
が
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二

条
城
』
（
以
下
、
『
紀
要
』
と
す
る
）
第
四
号
、
二
〇
二
五
、
一
六
二
頁
）
。

（
11
）　

家
茂
の
京
都
滞
在
時
の
実
情
は
、
大
口
勇
次
郎
監
修
『
水
野
忠
精
幕
末
老
中
日
記
』
全
九

巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
九
）
や
小
野
正
雄
監
修
『
杉
浦
梅
潭
目
付
日
記　

文
久
二
年-

元
治
元
年
』
（
杉
浦
梅
潭
日
記
刊
行
会
、
一
九
九
一
）
、
平
安
神
宮
『
宮
内
庁
蔵
版 

孝
明
天

皇
紀 

第
五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
）
等
の
史
料
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
に
は
、

家
茂
が
政
務
や
儀
式
で
利
用
し
た
建
物
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
一
方
「
事
蹟
」
で
は
、

家
茂
が
公
私
に
わ
た
り
使
っ
た
庭
・
建
物
の
名
称
と
使
い
方
、
随
行
等
の
家
臣
の
名
や
職

種
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
庭
の
情
景
や
意
匠
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

（
12
）　

西
丸
に
伴
う
造
り
庭
の
こ
と
。
豊
臣
大
坂
城
等
に
設
け
ら
れ
た
山
里
丸
（
曲
輪
）
と
は
別

物
で
あ
る
（
『
国
史
大
辞
典
』
以
下
、
『
国
史
』
と
す
る
。
「
江
戸
城
」
、
村
井
益
男
）
、
山
内

綾
子
「
江
戸
城
庭
園
考
―
「
山
里
」
を
中
心
と
し
て
―
」
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演

梗
概
集
（
近
畿
）
』
一
九
九
六
、
一
五
一
・
二
頁
）
。

（
13
）　

第
二
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
江
戸
城
本
丸
で
は
、
五
十
三
間
馬
場
の
よ
う
な
馬
事
用
の
敷

地
が
あ
る
一
方
で
、
建
物
周
り
の
庭
が
馬
場
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
吹
上
御

庭
に
は
、
上
覧
所
（
朝
鮮
馬
場
）
、
花
壇
（
花
壇
馬
場
）
、
広
芝
、
新
構
の
一
画
に
馬
場
が
あ
っ

た
。
以
上
の
事
か
ら
す
る
と
、
馬
場
は
、
一
時
的
に
建
物
周
り
の
庭
が
そ
の
代
わ
り
に
な
っ

た
り
、
大
き
な
敷
地
の
庭
の
一
部
で
あ
っ
た
り
し
た
。

（
14
）　

著
者
の
松
岡
清
介
（
辰
方
／
一
七
六
四-

一
八
四
〇
）
は
、
筑
後
国
久
留
米
藩
士
の
有
職
家

で
あ
っ
た
（
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
講
談
社
）
。
巻
之
下
之
文
末
に
は
、
「
右
任
申
上
候
以
上

巳
十
月
七
日　

松
岡
清
助
」
「
右
秘
書
或
人
よ
り
借
て
写
ぬ
此
松
岡
清
助
と
い
う
は
有
馬
玄

蕃
頭
家
来
に
て
職
原
巧
者
の
も
の
」
と
あ
る
。
有
馬
玄
蕃
頭
と
は
、
久
留
米
藩
第
六
代
藩

主
を
務
め
た
有
馬
頼
徸
（
一
七
一
四-

八
三
）
と
見
ら
れ
る
。
「
守
嚢
」
に
お
け
る
「
吹
上
御

庭
濫
觴
」
の
項
目
の
末
に
は
、
「
吹
上
御
役
所
御
記
録
ニ
有
之
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
同
記

録
は
、
吹
上
奉
行
が
作
成
し
た
文
書
を
書
き
写
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
15
）　

江
戸
幕
府
に
関
す
る
事
項
等
を
、
項
目
を
立
て
て
記
述
し
た
史
料
。
巻
は
上
・
中
、
下
・

追
加
の
四
巻
か
ら
な
る
。
筑
波
大
学
蔵
。
宮
内
庁
書
陵
部
の
書
誌
情
報
に
よ
る
と
、
東
京

府
が
、
明
治
期
に
写
し
編
集
し
た
も
の
と
言
う
。

（
16
）　

庭
の
区
分
と
は
、
語
彙
に
よ
る
世
界
（
丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
』
、
岩
波
書
店
、
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一
九
八
一
）
つ
ま
り
は
土
地
の
分
節
化
の
一
環
で
あ
る
。

（
17
）　

『
京
都
町
触
集
成
』
（
一
二-

一
二
三
九
）
に
よ
る
と
、
文
久
二
年
十
月
に
家
茂
の
「
御
上

洛
ニ
付
二
条
御
城
其
外
御
修
復
ニ
付
、
御
用
材
」
が
「
牛
車
地
車
等
ヲ
以
運
送
」
さ
れ
た
。

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
蔵
「
二
条
御
城
二
之
丸
御
殿
向
幷
仮
建
物
絵
図
」（
『
紀
要
』
第
四
号
、

口
絵
３
・
三
頁
）
に
は
、
増
築
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
城
域
が
描
か
れ
て
い
る
。
元
治
元
年
五

月
朔
日
に
は
、江
戸
城
で
行
う
の
が
通
例
の
御
代
替
御
礼
が
、
二
条
城
で
行
わ
れ
た
（
『
紀
要
』

第
三
号
、
二
〇
二
四
、
七
二-

一
〇
二
頁
）
。

（
18
）　

江
戸
城
と
二
条
城
と
は
、
比
較
の
対
象
に
な
ら
な
い
程
、
規
模
と
施
設
と
の
充
実
面
で
の

違
い
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
各
城
郭
を
合
わ
せ
て
庭
利
用
の
実
態
を
明
る
み
に
出
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
質
を
述
べ
る
。

（
19
）　

事
例
に
挙
げ
た
元
治
二
年
四
月
五
日
の
一
件
で
は
、
以
下
の
事
が
言
え
る
。
山
里
の
庭
は
、

大
名
ら
が
観
覧
し
、
茶
屋
で
飲
食
・
歓
談
す
る
用
途
で
使
わ
れ
た
。
山
里
の
庭
で
の
対
人

関
係
を
み
る
と
、
将
軍
は
大
名
ら
を
招
い
て
も
て
な
し
、
君
臣
の
一
体
感
を
高
め
た
。

（
20
）　

「
事
跡
」
は
、
家
茂
に
よ
る
庭
の
利
用
の
全
て
を
記
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
例
を

挙
げ
る
と
「
昭
徳
院
殿
御
実
紀
」
文
久
二
年
九
月
一
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
御
三
家
と
刑
部

卿
（
一
橋
慶
喜
）
が
吹
上
御
庭
の
拝
見
に
訪
れ
て
い
る
が
、
本
件
は
「
事
跡
」
に
記
述
さ

れ
て
い
な
い
。

（
21
）　

「
事
蹟
」
に
は
大
坂
城
に
関
す
る
記
述
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
元
治
二
年
七
月
一
五
日
条

に
よ
る
と
、
家
茂
は
、
御
天
守
台
下
御
馬
場
に
お
い
て
、
奥
向
の
者
等
に
よ
る
打
毬
を
見
た
。

（
22
）　

『
国
史
』
「
江
戸
城
」
、
村
井
益
男
。

（
23
）　

『
国
史
』
「
三
卿
」
、
北
原
章
男
。

（
24
）　

『
改
訂
増
補
歴
史
大
系 

続
徳
川
実
記
』
（
以
下
『
実
記
』
と
す
る
）
第
四
篇
、
二
八
八
頁
。

（
25
）　

江
戸
東
京
博
物
館
編
集
『
江
戸
城
展
』
二
〇
〇
七
、
一
四
〇
頁
）
。

（
26
）　

前
掲
、
注
（
22
）
。

（
27
）　

射
撃
練
習
を
行
う
場
所
の
こ
と
（
『
日
国
』
）
。

（
28
）　

馬
場
に
犬
を
放
し
、
騎
馬
で
追
っ
て
馬
上
か
ら
矢
を
打
つ
追お

ん
も
の
い

物
射
の
こ
と
。
武
士
に
よ
る

騎
射
の
練
習
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
た
。
流や

ぶ

さ

め

鏑
馬
・
笠

か
さ
が
け懸

と
併
せ
た
馬
上
の
三
物
の
一
種

で
あ
る
（
『
日
国
』
）
。

（
29
）　

本
項
で
取
り
上
げ
た
吹
上
御
庭
の
事
項
は
全
体
の
一
部
で
あ
り
、
「
吹
上
訪
古
録
」
（
以
下
、

「
訪
古
録
」
と
す
る
）
に
は
全
一
七
四
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）　

江
戸
幕
府
が
諸
大
名
に
禁
裏
の
造
営
・
修
繕
、
江
戸
城
の
修
理
、
諸
河
川
や
橋
、
道
の
普

請
な
ど
負
担
さ
せ
た
こ
と
。
手
伝
普
請
（
『
日
国
』
）
。

（
31
）　

「
吹
上
ノ
苑
ハ
両
城
ノ
背
ニ
在
リ
、
東
ハ
城
池
ニ
臨
ミ
南
ハ
城
垣
ニ
据
リ
、
西
北
ハ
東

西
代
官
町
ニ
沿
フ
、
東
西
約
ス
ル
ニ
五
町
十
九
間
余
、
南
北
十
町
二
十
一
間
余
、
地
積

九
十
万
三
千
八
百
六
十
九
坪
余
（
地
積
日
本
地
誌
提
要
、
幅
員
ハ
地
理
局
実
測
、
皇
城
図

ニ
据
テ
算
出
ス
）
苑
内
大
別
シ
テ
三
部
ト
為
シ
、
南
ヲ
新
構
ト
云
ヒ
中
ヲ
広
芝
ト
云
ヒ
、

北
ヲ
田
地
ト
云
フ
、
其
間
花
壇
、
旧
花
壇
、
狸
山
、
上
覧
所
等
ノ
称
ア
リ
ト
雖
、
大
約
三

部
ノ
外
ニ
出
テ
ス
、
其
ハ
地
主
山
ト
木
賊
山
ト
広
芝
ノ
南
北
ニ
対
峙
シ
、
其
支
脈
左
右
ニ

延
テ
二
部
ノ
界
ヲ
画
断
ス
、
水
泉
ハ
玉
川
上
水
ヲ
引
テ
半
蔵
口
ヨ
リ
入
リ
三
部
ニ
分
注
シ

テ
飛
泉
ト
ナ
リ
渠
添
ト
為
リ
、
池
沼
ノ
類
ト
為
ル
而
メ
台
榭
、
竹
樹
其
間
ニ
布
置
点
綴
シ

テ
以
テ
景
趣
ヲ
為
ス
、
是
地
形
ノ
大
概
ナ
リ
」
（
「
訪
古
録
」
）
。

（
32
）　

『
実
記
』
第
三
篇
、
六
二
五
頁
。

（
33
）　

厩
方
役
人
の
諏
訪
部
孫
三
郎
の
宅
地
の
こ
と
。
（
金
澤
真
嗣
「
江
戸
城
の
繋
養
馬
に
つ
い
て

―
将
軍
は
ど
の
よ
う
な
馬
に
乗
っ
て
い
た
の
か
―
」
、
『
馬
の
博
物
館
研
究
紀
要 

第
二
三

号
』
、
二
〇
二
二
）
。

（
34
）　

「
訪
古
録
」
の
見
出
し
に
は
、
並
木
ノ
茶
屋
、
新
構
ノ
茶
屋
、
紅
葉
ノ
茶
屋
、
瀧
見
ノ
茶
屋
、

花
壇
茶
屋
、
諏
訪
御
茶
屋
、
田
舎
茶
屋
が
掲
出
さ
れ
る
。

（
35
）　

賭
物
を
巡
っ
て
勝
負
を
争
う
弓
の
競
技
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
（
『
日
国
』
）
。

（
36
）　

野
に
出
る
際
に
着
る
服
の
こ
と
（
『
日
国
』
）
。

（
37
）　

公
事
裁
許
と
は
、
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
に
制
定
さ
れ
た
「
公
事
裁
許
定
」
二
一
カ

条
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
訴
訟
制
度
の
こ
と
（
大
平
祐
一
「
近
世
の
非
合
法
的
訴
訟
（
四
）

―
駕
籠
訴
・
駆
込
訴
を
素
材
と
し
て
―
」
立
命
館
大
学
法
学
会
編
『
立
命
法
学 

二
四
三
・
四

号
』
、
一
九
九
五
）
。

（
38
）　

刀
剣
を
身
に
着
け
て
馬
上
で
弓
を
射
る
競
技
の
こ
と
（
『
日
国
』
）
。
『
徳
川
制
度
史
料
』

（
一
三
七
頁
）
に
よ
る
と
、
「
騎
射
、
佩
帯
（
射
礼
）
亦
春
秋
於
吹
上
上
覧
有
之
」
と
あ
る
。

（
39
）　

こ
の
対
面
が
行
わ
れ
た
の
は
文
久
二
年
四
月
一
日
で
あ
る
。
田
安
慶
頼
は
、
翌
月
の
九
日

に
将
軍
後
見
職
を
解
任
さ
れ
た
（
『
実
記
』
第
四
篇
、
三
一
一
頁
）
。

（
40
）　

大
番
頭
・
小
姓
組
番
頭
・
書
院
番
頭
の
総
称
の
こ
と
（
（
『
日
国
』
）
。

（
41
）　

「
訪
古
録
」
の
「
織
殿
」
の
項
目
に
は
、
「
上
覧
所
ノ
南
ニ
在
リ
旧
時
機
杼
二
具
ヲ
設
ク
」

と
あ
る
。

（
42
）　

大
的
上
覧
も
し
く
は
御
覧
と
は
、
将
軍
の
前
で
主
に
番
方
か
ら
選
ば
れ
た
弓
の
名
手
に
大
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的
を
射
さ
せ
て
、
そ
の
腕
を
競
わ
せ
た
こ
と
（
『
日
国
』
）
。

（
43
）　

前
掲
、
注
（
33
）
、
一
・
一
七
頁
。

（
44
）　

御
庭
御
掃
除
者
支
配
の
薮
田
長
矩
助
八
の
こ
と
か
（
斎
木
一
馬
・
岩
沢
愿
彦
校
訂
『
断
家
譜
』

巻
一
七
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
八
、
一
六
八
頁
）
。

（
45
）　

一
反
の
吹

ふ
き
ぬ
き貫

の
ほ
ろ
を
母ほ

ろ

ぐ

し

衣
串
に
か
け
て
後
方
に
長
引
か
せ
、
地
面
に
就
か
な
い
よ
う
に

速
く
馬
を
駆
け
さ
せ
る
馬
術
の
こ
と
（
『
日
国
』
。

（
46
）　

輪
形
に
馬
を
乗
り
ま
わ
す
馬
術
の
こ
と
（
『
日
国
』
）
。

（
47
）　

「
訪
古
録
」
の
「
置
台
」
の
項
目
に
は
、
「
旧
時
楓
林
ノ
間
ニ
木
榻
敷
十
ヲ
設
ケ
テ
常
ニ
遊

息
ノ
用
ト
為
シ
、
冬
月
ニ
至
レ
ハ
以
テ
鷹
ヲ
調
ス
ル
者
用
ニ
供
ス
」
と
あ
る
。
当
該
の
置

台
と
は
、
紅
葉
御
茶
屋
周
辺
に
、
敷
物
を
伴
う
木
製
の
榻
（
長
椅
子
）
を
ま
と
ま
っ
て
置

く
所
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
48
）　

歩
射
の
稽
古
の
た
め
、
的
場
に
設
置
さ
れ
る
鹿
の
形
を
模
し
た
的
の
こ
と
（
『
国
史
』
）
。

（
49
）　

清
水
徳
川
家
は
、
五
代
斉
彊
が
和
歌
山
藩
主
と
な
っ
た
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
か
ら
慶

応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
徳
川
昭
武
が
相
続
す
る
ま
で
の
間
、
当
主
不
在
で
あ
っ
た
（
『
国
史
』

「
清
水
家
」
、
北
原
章
男
。

（
50
）　

前
掲
、
注
（
33
）
二
・
三
頁
。

（
51
）　

『
国
史
』
「
浜
離
宮
」
、
川
崎
房
五
郎
。

（
52
）　

こ
の
時
家
茂
は
、
海
路
で
大
坂
へ
向
か
う
に
当
た
り
軍
艦
を
使
っ
た
。
文
久
三
年
一
一
月
の

江
戸
城
本
丸
御
殿
の
焼
亡
に
伴
い
、
家
茂
は
、
仮
の
住
ま
い
と
し
て
い
た
田
安
御
殿
を
出
発

し
、
一
旦
浜
御
庭
に
入
っ
た
。
そ
こ
か
ら
御
端
舟
（
小
舟
）
で
出
帆
し
、
品
川
沖
ま
で
出
た
。

家
茂
は
、
海
上
で
御
召
艦
・
翔
鶴
丸
に
乗
り
換
え
た
（
『
紀
要
』
第
四
号
、
一
五
一
・
二
頁
）
。

翔
鶴
丸
に
乗
降
す
る
際
に
、
端
舟
が
使
わ
れ
た
状
況
は
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
の
木
版
色

摺
「
将
軍
天
保
山
入
港
」
（
五
雲
亭
貞
秀
画
）
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
53
）　

徳
川
恒
孝
監
修
「
徳
川
家
茂
と
そ
の
時
代
―
若
き
将
軍
の
生
涯
―
」
徳
川
記
念
財
団
、

二
〇
〇
七
、
五
頁
。

（
54
）　

『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
七
冊
（
八
七
九
頁
）
に
よ
る
と
、
赤
坂
御
館
の
「
青

せ
い
が
い
ら
ち

崖
埒
」
と
呼
ば

れ
た
所
を
「
九
十
間
馬
場
と
称
」
し
た
と
あ
る
。
青
崖
埒
と
は
、
同
館
の
西
園
の
一
部
で
あ
っ

た
。
青
崖
埒
の
東
西
側
は
、
崖
に
囲
ま
れ
た
谷
状
の
地
形
で
あ
り
、
馬
場
が
設
け
ら
れ
て

い
た
。

（
55
）　

「
事
蹟
」
で
は
、
建
物
周
り
の
土
地
を
庭
と
称
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
庭
と
建
物

と
の
関
係
が
着
目
さ
れ
て
い
る
。

（
56
）　

こ
こ
で
は
、
家
茂
が
乗
馬
し
た
箇
所
を
、
唐
門
の
内
あ
る
い
は
外
の
庭
と
見
な
し
た
。

（
57
）　

「
御
休
息
」
と
は
、
将
軍
が
日
常
の
生
活
と
政
務
を
行
う
江
戸
城
本
丸
の
「
中
奥
」
に
あ
っ

た
一
画
。
御
休
息
は
、
中
奥
の
中
で
も
将
軍
の
居
住
範
囲
に
あ
り
、
上
段
と
下
段
（
お
よ

そ
各
一
八
畳
）
か
ら
な
っ
た
。
上
段
は
寝
室
、
下
段
は
食
事
や
政
務
な
ど
の
た
め
に
使
わ

れ
た
（
深
井
雅
海
『
図
解
・
江
戸
城
を
よ
む
』〈
原
書
房
、
一
九
九
七
、
三
二—

四
三
頁
〉
）
。「
事
蹟
」

に
は
、
家
茂
滞
在
中
の
二
条
城
に
お
け
る
「
御
休
息
」
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
位
置
は
詳

ら
か
で
は
な
い
。
家
茂
が
二
条
城
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
の
二
之
丸
御
殿
内
の
呼
称
に
は
、

御
座
間
・
御
白
書
院
替
席
黒
書
院
・
大
広
間
・
二
百
畳
之
間
な
ど
（
『
水
野
忠
精
幕
末
老
中

日
記
』
）
が
認
め
ら
れ
る
。
江
戸
城
と
比
べ
れ
ば
棟
数
が
少
な
い
二
条
城
で
は
、
用
途
に
応

じ
て
黒
書
院
が
白
書
院
の
替
席
と
し
て
使
わ
れ
た
。
現
在
白
書
院
と
呼
ば
れ
る
棟
は
、
江

戸
城
で
言
う
所
の
中
奥
の
御
座
間
と
し
て
使
わ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
現
在
の
白
書
院
と
黒
書

院
と
呼
ば
れ
る
棟
の
間
が
、
二
条
城
に
お
け
る
表
向
（
大
広
間
・
二
百
畳
之
間
等
）
と
中

奥
の
境
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
家
茂
の
二
条
城
滞
在
は
、
文
久
三
年
が
約
三
ヶ

月
、
元
治
元
年
が
約
五
ヶ
月
に
及
ん
だ
。
現
在
白
書
院
と
呼
ば
れ
る
棟
が
、
中
奥
の
応
接

室
で
あ
る
御
座
間
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
将
軍
の
た
め
の
日
常
生
活
の
一
画
は
、

他
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
事
蹟
」
に
は
御
座
間
へ
「
出
御
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
家
茂
の
還
御
す
る
所
が
別
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
文
久
二
年
に
作
ら
れ
た
元

離
宮
二
条
城
事
務
所
蔵
「
二
条
御
城
二
之
丸
御
殿
表
向
幷
仮
建
物
絵
図
」
（
『
紀
要
』
第
四

号
、
口
絵
３
・
三
頁
）
は
、
家
茂
の
滞
在
に
伴
う
二
之
丸
御
殿
の
増
築
に
関
す
る
平
面
図
で

あ
る
。
図
面
通
り
に
増
改
築
が
行
わ
れ
た
確
証
は
な
い
が
、
参
考
に
は
な
る
。
こ
の
図
で
は
、

御
座
間
（
現
白
書
院
）
の
北
東
に
小
さ
な
棟
、
さ
ら
に
北
側
に
黒
書
院
と
同
規
模
の
棟
（
奥

衆
詰
所
・
御
小
姓
部
屋
・
御
小
納
戸
部
屋
ほ
か
）
と
付
属
棟
（
坊
主
衆
詰
所
・
陸
尺
詰
所
）

を
描
く
。
以
上
の
状
況
を
見
れ
ば
、
御
座
間
の
北
東
に
描
か
れ
た
棟
が
、
御
休
息
の
可
能

性
が
あ
る
。
但
し
、
前
出
の
絵
図
と
近
似
す
る
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
二
条
城
二
之

丸
御
殿
平
面
図
」
（
『
紀
要
』
第
三
号
、
九
九
頁
、
図
３
／
本
書
三
頁
、
参
考
図
１
）
に
よ

れ
ば
、
御
座
間
の
北
東
に
描
か
れ
た
棟
の
箇
所
に
「
御
湯
殿
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
58
）　

「
御
厩
」
、
「
御
厩
曲
輪
」
、
「
御
馬
場
」
、
「
御
厩
御
馬
場
」
、
「
御
厩
曲
輪
於
御
馬
場
」
の
標
記

を
一
括
し
て
御
厩
と
し
た
。

（
59
）　

小
林
清
『
徳
川
制
度
史
料
』
（
六
合
館
、
一
九
二
七
、
一
五
一
頁
）
の
「
公
事
上
聴
」
の
項

目
に
よ
る
と
「
爰
ニ
或
ル
重
要
ナ
ル
公
事
則
チ
裁
判
事
件
ア
リ
。
初
メ
先
ヅ
、
評
定
所
一

座
（
寺
社
奉
行
、
御
勘
定
奉
行
、
町
奉
行
、
合
議
、
是
を
評
定
所
一
座
と
云
ふ
）
ニ
於
テ
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評
議
シ
テ
審
論
決
定
シ
、
吹
上
上
覧
所
御
成
ノ
節
、
大
将
軍
ノ
御
前
ニ
於
テ
、
主
任
町
奉

行
其
裁
断
ヲ
上
聴
ニ
達
ス
、
是
ヲ
公
事
上
聴
ト
云
フ
、
老
中
若
年
寄
大
目
付
御
目
付
其
他

御
側
州
并
ニ
関
係
諸
役
人
陪
席
聴
聞
ス
、
主
任
町
奉
行
ニ
於
テ
、
職
務
上
尤
モ
重
ク
シ
テ

且
晴
レ
ノ
舞
台
ナ
リ
ト
云
フ
」
と
あ
る
。

（
60
）　

寺
社
奉
行
は
「
寺
社
お
よ
び
そ
の
領
地
、
さ
ら
に
関
八
州
以
外
の
私
領
に
関
」
し
て
、
町

奉
行
は
「
江
戸
の
府
内
お
よ
び
町
人
に
つ
い
て
」
、
勘
定
奉
行
は
「
全
国
の
御
料
な
ら
び
に

関
八
州
内
の
私
領
に
」
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
権
を
持
っ
て
い
た
（
杉
山
晴
康
「
徳
川
時
代
の
刑

事
法
」
、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
編
『
比
較
法
学
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
六
六
、
八
頁
）
。

（
61
）　

石
川
勝
任
編
「
雑
事
記 
一
七
」
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
写
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
（
請

求
記
号
：
二
一
二-

〇
〇
三
二
）
。

（
62
）　

『
東
洋
文
庫
三
七
五 

甲
子
夜
話
』
続
編
四
、
六
四
頁
。

（
63
）　

明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
に
、
浮
世
絵
師
の
揚
州
廻
延
（
一
八
三
八-

一
九
一
二
）
が
描

い
た
大
判
の
錦
絵
で
あ
り
、
版
元
は
福
田
初
次
郎
で
あ
る
。

（
64
）　

深
井
雅
海
『
江
戸
城
御
殿
の
構
造
と
儀
式
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
、
一
九
四-

五
頁
）
。

（
65
）　

久
住
真
也
『
幕
末
の
将
軍
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
五
、
二
五-

二
八
頁
）
。

（
66
）　

「
吹
上
御
庭
」
の
み
の
表
記
に
関
し
て
は
、
以
下
の
事
項
が
認
め
ら
れ
る
。
「
事
跡
」
元
治

元
年
一
〇
月
一
日
条
に
よ
る
と
、
乗
馬
を
命
じ
ら
れ
た
後
の
小
姓
と
小
納
戸
一
統
が
将
軍

の
御
目
見
を
し
て
い
る
。
「
御
茶
屋
」
に
関
し
て
は
、
万
延
二
年
八
月
二
三
日
条
に
よ
る
と
、

家
茂
が
御
茶
屋
に
御
成
し
た
際
、
大
番
と
両
番
（
書
院
番
・
小
姓
組
番
）
の
番
頭
に
謁
見

が
命
じ
ら
れ
た
。

（
67
）　

家
茂
は
、
文
久
二
年
三
月
一
八
日
に
田
安
御
館
で
も
慶
頼
と
対
面
し
て
い
る
。
そ
の
時
は

同
館
の
御
座
間
で
会
っ
た
。

（
68
）　

上
覧
と
御
覧
、
歓
待
な
ど
の
境
は
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上

一
つ
の
項
目
に
ま
と
め
た
。

（
69
）　

一
例
を
挙
げ
る
と
「
守
国
公
御
伝
記　

三
」（
『
古
事
類
苑
』
第
一　

天
部
、
歳
時
部
、
六
三
頁
）

に
よ
れ
ば
、
「
（
天
明
五
年
）
十
二
月
朔
日
、
将
軍
家
（
徳
川
家
治
）
ヨ
リ
召
サ
セ
ラ
レ
、

三
日
及
び
五
節
句
等
登
城
ノ
時
、
溜
ノ
間
ニ
出
座
ア
ル
ベ
シ
、
拝
謁
ハ
、
三
日
ハ
黒
書
院
、

五
節
句
ハ
御
白
書
院
ト
特
命
ヲ
蒙
リ
玉
フ
」
と
あ
る
。

（
70
）　

『
紀
要
』
第
四
号
、
一
五
一-

二
頁
。

（
71
）　

安
政
七
年
三
月
一
七
日
の
翌
日
か
ら
万
延
元
年
が
始
ま
る
。

（
72
）　

『
南
紀
徳
川
史
』
三
（
巻
二
七
、
四
四
二
頁
）
の
安
政
七
年
庚
申
の
項
に
は
、「
九
月
十
五
日
、

吹
上
御
庭
拝
見
被
遊　

本
月
月
次
御
礼
と
し
て
御
登　

城
遊
候
所
、　

御
三
家
方
初
め
諸
大

名
吹
上
御
庭
拝
見
被　

仰
出
、　

同
所
御
酒
御
料
理
幷
御
湯
漬
御
重
組
等
御
頂
戴
、
広
芝
御

見
物
所
に
て
乗
馬
母
衣
引
御
覧
、
御
三
家
方
へ
函
館
織
反
物
三
反
つ
ゝ
其
他
諸
大
名
へ
二

反
つ
ゝ
被
下
置
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
実
記
』
第
三
篇
の
同
日
条
（
六
二
五
頁
）

に
は
、
「
月
次
之
御
礼
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
後
に
、
「
今
四
時
之
御
供
揃
ニ
而
、
吹
上

御
庭
江
被
為　

成
」
と
だ
け
あ
る
。

（
73
）　

前
掲
、
白
根
孝
胤
、
注
（
6
）
。

（
74
）　

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
蔵
。

（
75
）　

三
田
村
鳶
魚
「
御
殿
女
中
の
研
究
」
『
三
田
村
鳶
魚
全
集 

第
三
巻
』
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
六
、
八
九-

一
〇
九
頁
。

（
76
）　

『
実
記
』
第
四
篇
、
三
五
三
頁
。

（
77
）　

前
掲
、
注
（
73
）
、
五
頁
。

（
78
）　

前
掲
、
注
（
64
）
。

（
79
）　

「
安
永
録
」
（
『
大
日
本
史
料
』
稿
本
）
安
永
九
年
六
月
一
五
日
条
。

（
80
）　

「
森
山
孝
盛
日
記
」（
原
田
伴
彦
編
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
二
』
三
都
編
Ⅱ
、学
習
研
究
社
、

一
九
七
七
）
、
享
和
元
年
九
月
一
五
日
条
。

（
81
）　

京
都
小
笠
原
家
は
、
歴
代
七
八
五
石
の
旗
本
で
あ
り
、
射
礼
師
範
、
先
手
弓
頭
を
務
め
た
。

鐘
次
郎
は
、
講
武
所
弓
術
師
範
役
を
務
め
た
（
『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）
』
「
小

笠
原
流
」
、
井
原
今
朝
男
）
。

（
82
）　

国
立
公
文
書
館
蔵
蔵
「
諸
向
地
面
取
調
書
」
（
一
八
五
六
）
。

（
83
）　

大
和
柳
生
藩
第
一
二
代
・
柳
生
俊
順
（
一
八
三
六-

一
八
六
二
／
工
藤
寛
正
編
『
江
戸
時
代 

全
大
名
家
事
典
』
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
、
一
一
五
頁
）
。

（
84
）　

久
住
真
也
「
政
治
君
主
と
し
て
の
徳
川
家
茂
」
、
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
史
論
集

１　

幕
末
維
新
の
政
治
と
人
物
』
（
有
志
舎
、
二
〇
一
六
、
五
九
頁
）
。

（
85
）　

根
崎
光
男
「
享
保
期
に
お
け
る
放
鷹
制
度
の
復
活
と
鷹
場
環
境
保
全
体
制
」
『
人
間
環
境
論

集 

七
巻
』
法
政
大
学
人
間
環
境
学
会
、
二
〇
〇
七
、
一
九
頁
）
。

（
86
）　

『
古
事
類
苑
』
官
位
部
、
洋
巻
、
第
三
巻
（
九
六
八
・
九
頁
）
。

（
87
）　

「
吏
徴
」
（
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従
』
第
七
法
制
部
、
一
九
六
九
）
に
よ
る
と
、

吹
上
奉
行
の
支
配
下
に
は
、
吹
上
筆
頭
役
（
二
人
）
、
吹
上
役
人
目
付
（
八
人
）
、
書
役
（
四

人
）
、
下
役
（
三
四
人
）
、
座
敷
方
（
二
〇
人
）
、
御
鳥
方
（
六
人
）
、
入
口
番
人
（
三
七
人
）
、

吹
上
御
薬
園
方
（
一
人
）
、
吹
上
織
殿
之
者
（
一
〇
人
）
、
吹
上
大
工
役
之
者
（
六
人
）
、
御
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普
請
方
之
者
（
三
七
人
）
、
御
掃
除
之
者
（
四
七
人
）
が
い
た
。

（
88
）　

「
庭
師
な
ど
手
に
よ
っ
て
、
風
情
の
あ
る
よ
う
に
つ
く
っ
た
庭
」
（
『
日
国
』
）
の
こ
と
を
示

す
。
「
守
嚢
」
で
は
「
泉
水
」
と
表
記
さ
れ
る
。
北
村
援
琴
翁
『
築
山
庭
造
伝
』（
一
七
三
五
）

に
見
ら
れ
る
「
山
水
」
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

（
89
）　

「
大
池　

広
芝
ノ
東
南
ニ
在
リ
琵
琶
湖
唐
崎
ノ
風
景
ヲ
模
ス
（
後
略
）
」
（
「
訪
古
録
」
）
。

（
90
）　

「
中
島　

大
池
ノ
中
ニ
在
リ
（
後
略
）
」
（
前
掲
、
注
（
89
））

。

（
91
）　

「
寛
政
瀧　

大
池
ノ
南
岸
ニ
在
り
高
一
𠀋
潤
六
尺
許
（
後
略
）
」
（
前
掲
、
注
（
89
））

。

（
92
）　

「
瀧
ノ
宮
ノ
滝　

三
条
ノ
泉
自
主
山
ノ
南
麓
ニ
在
リ
、
今
ハ
水
ナ
シ
、
（
後
略
）
」
（
前
掲
、

注
（
89
））

。
同
箇
所
に
つ
い
て
、
「
江
戸
城
御
吹
上
総
絵
図
」
図
２
に
は
「
地
主
山
下
流
今

ハ
ナ
シ
」
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

（
93
）　

「
回
遊
式
庭
園
は
、
大
き
な
池
（
泉
池
）
を
中
心
に
築
山
や
平
場
を
設
け
、
御
茶
屋
、
四
阿

な
ど
の
建
物
を
配
置
し
、
庭
の
随
所
に
象
徴
的
な
景
観
を
形
成
し
た
空
間
で
あ
っ
た
」
（
前

掲
、
白
根
孝
胤
、
注
（
6
）
、
一
頁
）
。

（
94
）　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
寛
政
年
録
」
（
『
大
日
本
史
料
』
稿
本
）
寛
政
二
年
一
一
月
二
三
日
条

に
よ
る
と
、
吹
上
御
庭
に
お
い
て
三
奉
行
の
公
事
裁
許
の
上
聴
が
あ
っ
た
。「
天
明
日
記
」（
同

右
）
天
明
六
年
一
一
月
一
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
大
的
の
上
覧
が
あ
っ
た
。
同
書
、
天
明
七

年
九
月
三
日
条
に
よ
る
と
騎
射
の
上
覧
が
な
さ
れ
た
。

（
95
）　

松
浦
静
山
『
東
洋
文
庫
三
〇
六　

甲
子
夜
話　

一
』
（
二
一
五—

七
頁
）
に
よ
る
と
、
文
政

五
年
四
月
一
一
日
に
幕
府
の
特
旨
を
も
っ
て
老
中
・
若
年
寄
・
側
衆
に
吹
上
御
庭
の
観
覧

が
許
さ
れ
た
と
言
う
。

（
96
）　

「
寛
政
日
記
」
（
『
大
日
本
史
料
』
稿
本
）
寛
政
三
年
六
月
一
一
日
条
。

（
97
）　

「
天
保
年
録
」
（
『
大
日
本
史
料
』
稿
本
）
天
保
一
二
年
八
月
二
五
日
条
。

（
98
）　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
幕
府
沙
汰
書
」
（
『
大
日
本
史
料
』
稿
本
）
安
政
四
年
一
〇
月
一
三
日

条
に
よ
る
と
、
家
定
に
よ
る
公
事
裁
許
の
上
聴
が
あ
っ
た
。
「
時
風
録
」
（
『
大
日
本
史
料
』

稿
本
）
同
二
年
一
月
二
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
吹
上
御
庭
に
お
い
て
譜
代
大
名
に
よ
る
乗
馬

の
上
覧
が
あ
っ
た
。
同
書
、
同
三
年
一
月
一
三
日
条
に
よ
る
と
弓
場
始
の
上
覧
が
な
さ
れ
た
。

（
99
）　

「
文
化
日
記
」
（
『
大
日
本
史
料
』
稿
本
）
文
化
九
年
三
月
六
日
条
に
よ
る
と
、
家
斉
は
吹
上

御
庭
か
ら
一
橋
邸
を
尋
ね
た
。

（
100
）　

「
事
蹟
」
巻
二
、
一
一
丁
オ
。

（
101
）　

「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
五
月
六
日
条
に
よ
る
と
、
「
今
日
俄
ニ
大
広
間
御

庭
ニ
而　

御
乗
馬
被
遊
候
」
と
あ
り
、
家
茂
は
大
坂
城
の
大
広
間
庭
で
自
ら
乗
馬
を
し
た

（
『
実
記
』
第
四
篇
、
五
九
五
頁
）
。
「
事
蹟
」
の
同
条
に
は
、
「
今
日
御
乗
馬
被
遊
候
事
」
と

あ
る
。

（
102
）　

「
二
條
御
城
要
害
麁
相
に
御
座
候
間
、
今
少
堅
固
に
可
被
仰
付
や
と
、
誰
哉
ら
ん
申
上
候
へ

ば
、
權
現
樣
い
や
〳
〵
二
条
の
城
は
、
御
上
洛
の
時
暫
時
の
御
座
所
な
り
、
あ
の
や
う
な
る

所
は
万
一
敵
に
取
ら
れ
候
て
も
、
取
り
か
へ
し
や
す
き
樣
に
、
こ
し
ら
へ
た
る
が
本
意
な
り
、

然
れ
ば
堀
石
垣
も
唯
今
の
通
に
て
よ
き
ぞ
と
御
意
被
成
候
由
、
依
之
其
比
は
二
条
御
屋
敷

と
申
候
事
」
（
「
松
浦
慎
信
著
、
松
浦
詮
編
『
武
功
雑
記　

二
』
（
青
山
清
吉
、
一
九
〇
三
、 

一
八
頁
））

。

（
103
）　

「
慶
長
六
丑

年　

東
照
宮
御
縄
張
を
以
為
御
築
被
遊
西
国
之
諸
大
名
江

被　

仰
付
御
普
請
有

之
、
伏
見
ニ

も
御
城
御
座
候
得
共　

御
上
洛
・
御
参　

内
等
ニ

御
装
束
御
支
度
ニ
も
宜
候
故

御
宿
城
の
た
め
万
事
御
手
狭
ニ
被
遊
候
由
、
上
ミ
京
正
親
町
館
を
引
移
さ
る
」
「
二
条
御
城

掘
幅
狭
候
而

如
何
と
申
上
し
人
有
し
に
、
留
守
の
内
に
城
を
乗
取
ら
る
ゝ
事
あ
ら
ハ
関
東

よ
り
駈
登
り
て
乗
戻
す
へ
し
、
其
時
掘
ハ
ゝ
広
く
ハ
乗
に
く
か
ら
ん
と　

上
意
有
し
と
也
、

二
丸
ハ
後
ニ
出
来
と
承
候
」（
高
見
澤
美
紀
「
国
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵　

勝
海
舟
旧
蔵
「
二

條
大
坂
御
城
之
記
」
―
解
題
と
翻
刻
」（
『
国
学
院
大
学　

校
史
・
学
術
資
産
研
究　

第
六
号
』
、

国
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
機
構
校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
四
、
二
六
九

頁
）
。

（
104
）　

将
軍
宣
下
は
、
四
代
家
綱
の
時
か
ら
江
戸
城
に
勅
使
を
招
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
た

め
、
一
四
代
家
茂
ま
で
の
間
は
参
内
の
必
要
が
無
く
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
一
五
代
慶
喜

は
慶
応
二
年
に
二
条
城
で
将
軍
宣
下
を
受
け
た
（
『
国
史
』
「
征
夷
大
将
軍
」
、
杉
橋
隆
夫
）
。

（
105
）　

二
条
城
天
守
は
、
寛
延
三
年
八
月
二
六
日
の
落
雷
に
よ
る
火
事
で
焼
失
し
た
。
同
本
丸
御

殿
は
、
天
明
八
年
一
月
三
〇
日
に
市
井
で
生
じ
た
火
事
の
飛
び
火
を
受
け
て
全
焼
し
た
。

（
『
紀
要
』
第
一
号
、
一
三
八
・
九
頁
、
一
四
二
・
三
頁
）
。

（
106
）　

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
二
条
御
城
中
惣
絵
図
」
（
館
古
〇
二
三
、
中
井
家
文
書

一
六
〇
）
等
を
参
照
の
こ
と
。
同
図
は
『
紀
要
』
第
四
号
（
一
〇
六—

一
一
〇
頁
）
に
ト
レ
ー

ス
図
を
掲
載
。

（
107
）　

江
戸
時
代
、
二
条
城
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
り
に
は
、
京
都
所
司
代
や
東
西
の
奉
行
所
、
地

役
の
勤
務
地
、
土
蔵
等
の
幕
府
の
施
設
が
数
多
く
築
か
れ
て
い
た
（
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

蔵
「
二
条
城
内
外
之
図　

二
条
城
外
之
図
」
、
昭
和
一
四
年
写
〈
識
別
番
号
三
九
〇
〇
二
〉
、

（
前
掲
、
注
（
106
）
、
一
〇
五
頁
）
に
ト
レ
ー
ス
図
を
掲
載
）
。
そ
れ
は
、
二
条
城
以
外
に
も

幕
府
の
為
の
土
地
が
広
く
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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（
108
）　

元
治
元
年
五
月
一
日
、
通
常
は
江
戸
城
で
行
わ
れ
る
御
代
替
御
礼
の
儀
式
が
、
二
条
城
二

之
丸
御
殿
黒
書
院
で
行
わ
れ
た
（
「
（
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
代
替
御
礼
継

目
御
礼
記
録
」
」
（
『
紀
要
』
第
三
号
、
七
二-

八
七
頁
）
。
な
お
、
京
都
の
六
角
堂
（
頂
法
寺
）

住
持
（
華
道
家
元
四
一
世
の
池
坊
専
明
）
が
参
加
し
た
、
天
保
九
年
四
月
二
八
日
の
御
代
替

御
礼
は
、
江
戸
城
本
丸
の
白
書
院
帝
鑑
之
間
で
行
わ
れ
た
（
細
川
武
稔
「
解
題　

華
道
家

元
池
坊
総
務
所
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
」
、
前
掲
、
注
（
106
）
、
一
〇
四
頁
）
。

（
109
）　

元
離
宮
二
条
城
蔵
「
二
条
御
城
二
之
丸
御
殿
向
幷
仮
建
物
絵
図
」（
前
掲
、
注
（
106
）（
三
頁
）

に
ト
レ
ー
ス
図
を
掲
載
）
に
は
、
文
久
二
年
以
降
の
二
条
城
二
之
丸
御
殿
の
廻
り
に
増
築

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
建
物
群
が
描
か
れ
て
い
る
。
同
図
の
う
ち
大
広
間
の
南
側
に
描
か
れ

た
二
百
畳
の
間
は
、
元
治
元
年
五
月
一
日
の
代
替
御
礼
の
際
、
控
室
と
し
て
利
用
さ
れ
た
（
今

江
秀
史
「
解
説 

華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
代
替
御
礼
継
目
御
礼
記
録
」
」
（
前
掲
、
注

（
106
）
、
九
二
頁
）
。

（
110
）　

京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
「
二
条
城
絵
図
」
（
請
求
番
号
：
中
井
家
絵
図
・
書
類
／
三
五-

一
）
は
、
「
二
条
御
城
二
之
丸
御
殿
向
并
仮
建
物
絵
図
」
と
同
様
の
図
で
あ
り
、
後
者
に
は

な
い
付
箋
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
付
箋
は
、
「
御
老
中
方
」
、
「
高
家
」
、
「
表

坊
主
」
な
ど
の
役
職
等
が
記
さ
れ
た
上
で
、
増
築
建
物
の
各
部
屋
の
位
置
に
貼
ら
れ
て
い
る
。

「
御
代
替
御
礼
継
目
御
礼
記
録
」
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
御
代
替
御
礼
の
際
に
二
条
城
二
之

丸
御
殿
で
勤
め
て
い
た
こ
と
を
記
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
二
条
城
絵
図
」
の
付
箋
に
記

さ
れ
た
部
屋
の
建
物
は
、
実
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
111
）　

慶
応
三
年
頃
に
撮
影
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
写
真
「
二
条
城
本
丸
仮
御
殿
」
（
松
戸
市
戸
定
歴

史
館
『
特
別
展
二
条
城
―
黒
書
院
障
壁
画
と
幕
末
の
古
写
真
―
』
、
一
九
九
四
、
三
七
頁
）

に
は
、
徳
川
慶
喜
が
入
っ
た
本
丸
仮
御
殿
の
眼
下
に
、
番
衆
小
屋
な
ど
が
軒
を
連
ね
て
い

た
状
況
が
写
り
込
ん
で
い
る
。

（
112
）　

「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
三
月
四
日
条
に
は
、
「
樹
公　

御
上
洛
之
節
、
当

地　

御
逗
留
日
数
可
為
十
日
御
治
定
被　

仰
出
候
「
所
」
、
此
旨
夫
々
江
早
々
被
達
候
様
存

候
、
仍
而
申
入
候
事
」
と
あ
り
、
一
度
目
の
上
洛
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
滞
留
期
間
は
、

十
日
間
で
あ
っ
た
（
『
実
記
』
第
四
篇
、
五
六
七
頁
）
。

（
113
）　

二
之
丸
庭
園
で
の
歓
待
・
遊
楽
、
観
覧
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
「
事
蹟
」
に
記
さ
れ
な
い
。

（
114
）　

注
（
16
）
を
参
照
。

（
115
）　

例
え
ば
二
条
城
二
之
丸
御
殿
で
あ
れ
ば
、
他
の
庭
を
経
由
せ
ず
二
之
丸
庭
園
を
使
う
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

（
116
）　

各
代
の
将
軍
に
よ
る
江
戸
城
の
庭
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
研
究
の
余
地
が
あ
る
。

（
117
）　

前
掲
、
注
（
22
）
。

（
118
）　

前
掲
、
注
（
1
）
白
幡
洋
三
郎
（
二
五
七
頁
）
に
は
、
「
大
名
庭
園
と
は
、
大
枠
と
し
て
は

江
戸
時
代
の
大
名
が
つ
く
り
だ
し
た
庭
園
群
を
指
す
。
だ
が
、
様
式
と
し
て
の
大
名
庭
園
は
、

た
ん
に
大
名
が
営
ん
だ
庭
園
で
は
な
く
、
回
遊
の
機
能
を
備
え
、
園
遊
が
ゆ
っ
た
り
と
行

え
る
、
規
模
の
大
き
い
庭
園
に
限
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
白
幡
に
於
い
て
、
「
大
名
庭
園
」
研

究
と
は
様
式
論
で
あ
っ
た
。

（
119
）　

庭
の
様
式
論
に
は
別
の
問
題
点
が
あ
る
。
形
式
ま
た
は
類
型
を
表
す
様
式
に
は
、
庭
を
物

的
な
存
在
と
し
て
指
示
で
き
な
い
と
言
う
難
点
が
あ
る
。
石
や
土
、
樹
木
か
ら
成
る
物
体

と
し
て
、
庭
が・

あ・

る・

（
事
実
存
在
）
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
例
え
ば
池
や
島
、
築
山
は
、

事
物
と
し
て
指
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
史
料
と
歴
史
遺
産
と
の
照
合
が

で
き
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
庭
や
庭
園
の
種
別
は
、
人
間
の
認
識
（
精
神
）
に
従
っ

て
い
る
た
め
、
何
々
の
庭
で・

あ・

る・

（
本
質
存
在
）
と
言
う
し
か
な
い
（
木
田
元
・
須
田
朗

監
修
『
哲
学
の
探
求
』
、
中
央
大
学
出
版
、
一
九
九
三
、
四
一
頁
）
。
庭
は
物
体
と
し
て
の
絶

対
性
を
有
す
る
が
、
庭
の
種
別
は
各
人
の
観
点
に
よ
っ
て
異
な
り
得
る
。
ま
し
て
や
庭
の

様
式
は
、
「
吹
上
御
庭
」
や
「
広
芝
」
の
よ
う
に
物
的
な
土
地
の
区
分
を
指
示
で
き
る
訳
で

は
な
く
、
史
料
と
の
照
合
も
で
き
な
い
曖
昧
な
観
念
で
あ
る
。
よ
っ
て
庭
に
関
し
て
言
え
ば
、

様
式
論
に
固
着
す
る
と
、
科
学
分
野
間
の
相
互
理
解
は
難
し
く
な
る
。
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表１「昭徳公事蹟」に掲載された庭の記述（概要）

年月日 行為 場所 人 巻

安政 6年
1 月 11 日 四半時頃より入り、御弓場始式を見て九時過に帰る （江吹）元馬場御馬見所 ― 1

1 月 19 日 御召初御式が催される （江）五拾三間御馬場 （達） 1

3 月 20 日 五拾三間御馬場に新規の御厩が御取建される。日々、御

馬西丸下御厩より相廻り、御馬乗両人御口の者四、五人

ずつ罷り出ること

（江）五拾三間御馬場、

西丸下御厩

―

1

4 月 3 日 大的上覧が行われる （江吹）元馬場 （達） 1

4 月 9 日 五時過より入り、公事裁許を聞き六ツ時頃に帰る （江吹）上覧所 ― 1

4 月 16 日 五半時過より入り、御庭騎射を見て九時に帰る （江吹）広芝御置台 奥向掛リ之者（同伴） 1

4 月 24 日 九時より入り、犬追物を見る （江吹）広芝御置台 小笠原鐘次郎弟子共、奥向掛

リ之者（同伴）
1

5 月 9 日 九半時過より入り、御馬乗へ母衣引を命じる。自ら乗馬

をし、御小性にも相乗りを命じる。大輪を見る。御目付

等に乗馬を命じる。その後、所々御庭を巡り七半時過に

帰る

（江吹）広芝、御花壇

馬場

御側廻御馬御相手掛、御小性、

御小納戸、御伽、御目付、御

徒頭、両御番、新御番、御供

御先勤之者

1

10 月 1 日 御昼後に入り、御譜代大名等の乗馬を見て八半時過に帰る（江吹）御花壇御馬見所 御譜代大名、高家 1

10 月 2 日 新御番等による大的を見て禄を与えた後、御野服に着替

え、御鷹を行い、夕七半時頃に帰る

（江吹）元馬場 新御番、大御番
1

10 月 18 日 七時過、中ノ口辺の出火に付き、即刻吹上御庭へ立除け、

山里を通って西御丸へ入る

（江吹）、（江）山里 ―
1

12 月 2 日 仙台御用馬を見た後、帰る （江吹）御花壇馬場 ― 1

12 月 3 日 四時頃より入り、御庭騎射を見て禄を与えた後、九時頃

帰る

（江吹）上覧所 御側向ノ内掛リ之者（同伴）
1

12 月 7 日 犬追物を見た後、帰る （江吹）広芝御置台 小笠原鐘次郎弟子共 1

12 月 10 日 四時過より入り、御庭騎射を見た後、帰る （江吹）上覧所 ― 1

12 月 15 日 南部御用馬を見た後、帰る （江吹）御花壇馬場 ― 1

安政 7年
1 月 11 日 四半時過より入り、御弓場始御式を見て禄を与える。一

旦御茶屋へ入り着替え、御鷹を行い、辺りを廻った後、

七時過に帰る

（江吹）元馬場、御茶

屋

―

1

2 月 2 日 浜御庭を御鷹野として入る （江周）浜御庭 ― 1

3 月 25 日 五半時過より入り、御書院番等による大的を見て、禄を

与えた後、九時に帰る

（江吹）元馬場 御書院番、小十人
1

閏 3 月 24

日

乗馬を命じる。俄かに御先勤両御番御供之御目付等に乗

馬を命じて見た後、七半時頃に帰る

（江吹）御花壇馬場 御先勤両御番御供之御目付、

御徒頭、新御番
1

閏 3 月 29

日

御庭騎射を見て禄を与えた後、所々御庭を廻り、夕七半

時頃に帰る

（江吹）御広芝御置台 御側向ノ内掛リノ者（同伴）
1

4 月 4 日 中奥御小性等による大的を見た後、帰る （江吹）元馬場御馬見所 中奥御小性、中奥御番寄合 1

4 月 6 日 御小性等による大的・半的又は射割的等を見た後、帰る （江）山里御庭 御小性、御小納戸 1

5 月 13 日 四時頃より入り、犬追物を見ていた所、後半に雨が降り

出だした為、帰る

（江吹）御広芝御置台 小笠原鐘次郎弟子共、奥向掛

リ之者（同伴）
1

8 月 12 日 九半時比より入り、奥向による八寸角（鉄砲）の打ち方

を見た後、帰る

（江吹）元馬場 奥向
1

8 月 25 日 四半時過より入り、所々を廻る。一旦紅葉御茶屋へ入る。

広芝に戻り、自ら乗馬・輪乗をして、御側向へ乗馬を命

じた後、御馬方へ母衣引・布引を命じ、見る。御供の御

目付ら迄乗馬を命じて見た後、帰る

（江吹）御広芝、紅葉

御茶屋

御側向、御馬方、御目付、新

御番
1

9 月 7 日 九時過より入り、布衣以上の役人へ乗馬を命じ、十類を

見る。田安大納言も同所来て対面する。七時に帰る

（江吹）御花壇馬見所 布衣以上役人
1

9 月 15 日 吹上御庭へ入り、一旦御茶屋へ入る。程なくして元馬場

へ行き、番方へ剣術組を命じて見る。禄を与えた後、七

半時過に帰る

（江吹）御茶屋、元馬

場

番方

1
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9 月 19 日 四時前より入り、御小性組等による大的を見る。禄を与

えた後、御茶屋へ入り御野服に着替えて、御鷹組合等が

ある。所々廻った後、帰る

（江吹）元馬場、御茶

屋

御小性組、駿府勤番、新御番

1

10 月 7 日 四半時過より吹上御庭へ入り、新御構御茶屋へ行った後、

元馬場に入る。御小性組等による剣術組試合を見て、禄

を与えた後、七半時に帰る

（江吹）新御構御茶屋、

元馬場

御小性組、御書院番、駿府小

普請 1

10 月 16 日 御庭騎射を見て禄を与えた後、九半時過に帰る （江吹）上覧所 御側向ノ者掛之筋（同伴） 1

10 月 25 日 五半時過より入り、（同馬見所で）仙台御用馬を見た後、

所々廻る。同馬場へ行き、俄かに御先番之両御番等によ

る大的射前を見た後、七半時過に帰る

（江吹）御花壇馬場 御先番之両御番、新御番、小

十人 1

10 月 29 日 四半時頃より吹上御庭へ入り、一旦新御構御茶屋へ入る。

その後元馬場に行き、小普請による剣術仕合を一通り見

る。惣仕合もある。先勤の御小性組にも俄かに仕合を命

じる。小普請のうち柳生流の者三人と御小納戸の福村淡

路守らを相手させて見る。禄を与えた後、七半時過に帰る。

なお、剣術試合に参加した者一統に御庭の拝見を許す

（江吹）新御構御茶屋、

元馬場

小普請、先勤之御小性組、小

納戸（福村淡路守・瀧川三九郎）

1

11 月 3 日 九時前より吹上御庭へ入り、御鷹を行う。それから御花

壇馬場へ入り、弓場初の歩附を務めた小普請の者へ乗馬

を命じる。その後、御供の御目付等へ俄かに乗馬を命じ、

禄を与えた後、帰る

（江吹）御花壇馬場 小普請、御目付、御番方

1

12 月 2 日 五半時より入り、南部御用馬を見て自ら選んだ後、九時

迄に帰る

（江吹）御花壇馬場 ―
1

12 月 11 日 四時過より入り、御鷹を行う。昼後に御花壇馬場へ入り、

俄かに御供の新御番等へ大的を命じ、禄を与えた後、六

時前に帰る

（江吹）御花壇馬場 新御番、御先勤之両御番、小

十人 1

12 月 25 日 一統騎射を見て、九時前に帰る （江吹）上覧所 ― 1

万延 2年
1 月 23 日 例の通り御弓場始御式を見て禄を与えた後、帰る （江吹）〈元馬場御馬

見所か〉

―
1

2 月 2 日 四半時過より入り、一旦御茶屋へ入る。その後、元馬場

へ行き、御小姓組等による野試合を五人ずつ一八組を見

て、七半時比に帰る

（江吹）御茶屋、元馬

場

御小姓組、御書院番、大御番、

御先勤之両御番、御供之新御

番、小十人

1

2 月 9 日 御鷹を行う。昼後、御先勤の両御番等へ大的を命じ、新

御構で見て、禄を与えた後、帰る

（江吹）新御構脇御馬

場

御先勤之両御番、新御番、小

十人
1

2 月 12 日 御先番之御番方等へ大的を命じ、見て帰る （江吹） 御先番之御番方、御供之新御

番、小十人
1

2 月 15 日 四半時頃より入り、御鷹を行う。その後、御花壇馬場へ

入り、御供御先番の御番方へ大的を命じ、見る。禄を与

えた後、帰る

（江吹）御花壇馬場 御供御先番之御番方

1

2 月 20 日 四半時頃より吹上御庭へ入る。二度目、元馬場へ入り、

両御番等へ野試合を命じ、一八組を見る。禄を与えた後、

七半時過帰る

（江吹）元馬場 両御番、大御番御供之新御番、

小十人 1

2 月 26 日 五半時過より入り、番頭等が家茂に御目見し、上意がある。

その後、御場所へ入り御書院番等による大的を見る。その

後、一旦御茶屋へ入り、昼後に御花壇馬場へ入る。御先勤

御供之両御番等小十人へ大的を命じ見て、御絵御扇子等を

与える。その後所々を廻り、六時前に帰る

（江吹）元馬場、御場

所、御茶屋、御花壇

馬場

番頭、御書院番、大御番、御

先勤御供之両御番、新御番

1

2 月 28 日 四ツ時過より入る。二度目に元馬場へ行き、御書院番等

による野試合五人ずつ三類十七類を見て、禄を与えた後、

七半時過に帰る

（江吹）新御構御茶屋、

元馬場

御書院番、大御番、御先勤御

供之両御番、新御番、小十人 1
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3 月 7 日 四半時前より入る。昼後、俄に御花壇馬場へ入り、御先

勤之両御番等へ大的を命じ、見る。禄を与えた後、所々

を巡覧して七ツ時過に帰る

（江吹）新御構御茶屋、

御花壇馬場

御先勤之両御番、御供之新御番

1

3 月 11 日 九時前より吹上御庭に入る。半蔵口御門代官町を通り植

溜へ入り、鉄砲矢場を通り抜け、同所で稽古等を見る。

その後、広間を通り抜け、竹橋御飛地へ入り、所々を廻り、

大砲を見る。土手寄ノ門より庭を通り抜け、座敷に出る。

それから西丸下御厩へ入り、一通り御馬を見る。同所の

馬見所へ上り、御供の御目付等へ乗馬を命じた後、元の

道を通って、七時に帰る

（江吹）、（江）植溜、

竹橋御飛地、西丸下

御厩

御供之御目付、中奥御小性、

御出境組頭、御小性組與頭、

御鉄砲方田付四郎兵衛、徒頭、

小十人頭 1

3 月 15 日 九半時過より入り、庭騎射を見て禄を与えた後、所々

廻り七半時過に帰る

（江吹）御広芝御置台 ―
1

3 月 16 日 四半時過より吹上御庭に入る。二度目に元馬場へ入り、

御小性組等による野試合五人ずつ三類一八類、番頭より

申し上げる。選ばれし者四組二〇人による野試合も同様

に見た後、七半時に帰る

（江吹）元馬場 御小性組、御書院御番方、御

供御先勤之両御番、新恩番、

小十人
1

3 月 19 日 四半時過より吹上御庭に入る。二度目に広芝へ行き、自

ら乗馬をする。それから御側向へ大輪を命じる。御先勤

御供之御番方へも乗馬と大輪を命じた後、所々庭を廻り、

七半時頃に帰る

（江吹）御広芝 御側向、御先勤御供之御番方

1

3 月 29 日 五半時頃より広芝に入る。同御置台に座り、小笠原鐘次

郎弟子共による犬追物三手組等を見る。禄を与えた後、　

四半時過に帰る

（江吹）御広芝御置台 小笠原鐘次郎弟子共

1

3 月 30 日 四半時過より吹上御庭へ入る。二度目に広芝へ行き、自

ら乗馬をし、大輪を命じる。御側面へも御四鞍を命じる。

御先勤御供之御番方による大輪、御馬方の母衣引を見た

後、所々を廻り、七半時過に帰る

（江吹）御広芝 御側面、御先勤御供之御番方、

御馬方
1

4 月 10 日 四半時頃より吹上御庭に入る。新御構へ入り、二度目に

元馬場へ入る。御小性頭等に野試合を命じて見る。奥詰

の者による野試合もある。七半時過に帰る

（江吹）新御構、元馬

場

御小性頭、大御番、御書院番、

新御番、小十人、奥詰之者 1

4 月 27 日 五半時過より吹上御庭に入る。二度目に御外庭御馬場へ

入り、田安大納言並びに同館の者による乗馬と打毬を見

る。同所で進物あり、その後夕六時頃に帰る

（江吹）御外庭御馬場 田安大納言並御館之者

1

5 月 2 日 吹上御庭へ入り、所々廻る。八時より御花壇馬場へ入り、

御供御先勤之両御番等へ大的を命じ、見る。禄を与えた

後、七半時に帰る

（江吹）御花壇馬場 御供御先勤之両御番、新御番、

小十人 1

5 月 18 日 四半時過より吹上御庭に入り、所々廻る。それより御花

壇馬場へ入り、御先番御供之御之番方へ大的を命じ、禄

を与える。それより広芝へ入り、自ら乗馬して、御小性

等に大輪を命じ、七半時過に帰る

（江吹）御花壇馬場、

広芝

御先番御供之御之番方、御小

性、御小納戸
1

6 月 22 日 四半時過より入り、一旦紅葉御茶屋へ入る。二度目、御

花壇馬場に入り、御先番御供之御番方へ大的を命じ、見

て、禄を与える。その後、広芝に入って大輪を御供御目

付等へ命じ、見た後七半時迄に帰る

（江吹）紅葉御茶屋、

御花壇馬場、御広芝

御先番御供之御番方、御供御

目付、御徒頭、御番方、新恩番、

小十人
1

8 月 7 日 九時過より吹上御庭に入り、所々廻る。俄かに御先勤之

両御番等へ大的を命じた所、雨が降出したので延引し、

即刻帰る

（江吹） 御先勤之両御番、御供之新御

番、小十人 1
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8 月 13 日 九時過より吹上御庭へ入り、所々廻り、一旦御茶屋へ入

る。それから広芝へ行き御小性等へ打毬を命じて、二類

を見る。御先勤之両御番、御供之新御番、小十人へ乗馬

を命じ大輪を見て、七半時過に帰る

（江吹）御広芝 御小性、御小納戸、御先勤之

両御番、御供之新御番、小十

人
1

8 月 23 日 四半時頃より吹上御庭へ入り、一旦御茶屋へ行く。番頭

等が家茂に御目見を命じられる。それより両御番等によ

る剣術試合を見た後、禄を与え、帰る

（江吹）御茶屋、元馬

場

番頭、両御番、大御番、御供

之新御番、小十人、詰合之奥

詰之者

1

9 月 2 日 九時過より吹上御庭へ入る。広芝へ行き、百目筒空砲の

連発を御小性等へ命じて、見る。小納戸頭取の福村淡路

守の世話により、自ら空砲を数度発した後、七半時過に

帰る

（江吹）御広芝 御小性、御小納戸

1

9 月 7 日 四半時過より吹上御庭へ入り、一旦御茶屋へ入る。二度

目、広芝へ入り度々百目筒空砲を発し、御小性等へも同

砲の連発を命じる。それより元馬場へ入り、奥向による

砲術角打を見る。八寸角と四寸角の砲術勝負を命じた後、

七半時に帰る

（江吹）御茶屋、御広

芝、元馬場

御小性、御伽、奥向

1

9 月 16 日 四時頃より入り、御小性等による大的を見る。禄を与え

た後帰る

（江吹）元馬場 御小性、御小納戸、小十人
1

9 月 20 日 九時頃より吹上御庭へ入る。元馬場御馬見所へ入り、寄

合剣術・槍術・柔術を見る。引き続き小南鉉次郎等植溜

へ行き、弟子共による槍術試合を見る。柳生但馬守家来

による剣術表奥の形を見る。好みにて野試合を見る。一

同へ禄を与えた後、帰る

（江吹）元馬場御馬見

所、植溜

小南鉉次郎、柳生但馬守家来

1

10 月 1 日 四半時過より新御構へ入る。二度目、元馬場へ入り小普

請組等による野試合五人ずつ十九類を見る。禄を与えた

後、六時前に帰る

（江吹）新御構 小普請組、御供先番之両御番、

新御番、小十人 1

10 月 3 日 四時前より吹上御庭へ行き、直に御広芝へ入る。小笠原

鐘次郎弟子共による犬追物を見て、禄を与えた後、一旦、

諏訪御茶屋へ入る。二度目、所々御庭を廻り、七半時過

に帰る

（江吹）御広芝 小笠原鐘次郎弟子共、奥向掛

リノ者（同伴）
1

10 月 19 日 五半時比より入り、䦰的を見る。一旦、新御構御茶屋へ

入る。二度目の元馬場へ入り、䦰的を三度見て、禄を与

える。また御茶屋へ入り、御野服に着替え、御庭を所々

廻り、夕七半時頃に帰る

（江吹）元馬場、新構

御茶屋

―

1

10 月 21 日 四時頃より入り、御庭騎射見て禄を与える。諏訪御茶屋

へ入り、着替えて御鷹を行う。二度目、御花壇馬場へ入

り、俄かに御供の新御番等に大的を命じ、禄を与えた後、

七半時に帰る

（江吹）上覧所、諏訪

御茶屋、御花壇馬場

御供之新御番、小十人、御先

勤之両御番、奥向掛リノ者（同

伴）
1

10 月 24 日 御花壇馬場に入り、仙台御用馬を見る。田安大納言も同

所に入り対面して、諸事の後帰る

（江吹）御花壇馬場 田安大納言
1

10 月 27 日 四半時過より吹上御庭に入り、御鷹を行う。二度目、御

花壇馬場へ行き、御先御共之両御番等へ大的を命じて見

る。禄は次に与えるとして帰る

（江吹）御花壇馬場 御先御共之両御番、新御番

1

11 月 3 日 四半時過より吹上御庭に入り、所々を廻り、諏訪御茶屋

へ入る。二度目、御花壇馬場へ入り、御共御先勤の両御

番へ大的を命じ見た後、禄を与え、七半時頃に帰る

（江吹）諏訪御茶屋、

御花壇馬場

御共御先勤之両御番、新御番

1

11 月 8 日 九半時より吹上御庭に入り、所々を廻り、新御構御馬場

へ入る。御弓場の検分に出る。御番方等へ乗馬を命じ、

九類を見て七半時前に帰る

（江吹）新御構御馬場 御番方、御先勤之両御番、新

御番、小十人、御目付、御徒

頭

1
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12 月 5 日 五半時過より御花壇馬場に入り、南部御用馬を見て九時

過に帰る

（江吹）御花壇馬場 ―
1

12 月 14 日 四時に上覧所へ入り、一統騎射を命じ、見て九時に帰る （江吹）上覧所 ― 1

文久 2年
1 月 4 日 九半時頃より三ノ丸へ入り、同所御角場にて百目筒御鉄

砲を命じる。それより所々廻り、御馬見所へ入り、御鉄

砲を御側向をも含めて命じて、見る。八半時頃に帰る

（江）三ノ丸御角場、

御馬見所

―

1

1 月 11 日 四時過より入り、例年の通り御弓場初御式を見て、禄を

与えた後帰る

（江吹）元馬場 ―
1

1 月 26 日 四半時過より吹上御庭に入り、御鷹を行い、一旦諏訪御

茶屋へ入る。二度目、御花壇馬場へ入り、御先勤の御番

方へ大的を命じ見て、禄を与えた後七時に帰る

（江吹）諏訪御茶屋、

御花壇馬場

御先勤之御番方

1

2 月 8 日 九半時過より三ノ丸に入り、この度出来た御高建を見る。

それから御角場へ入り、百目筒を一二・三発命じる。御

馬見所にて少し猶予を取り、八半時に帰る

（江）三ノ丸、同角場 ―

1

2 月 15 日 九時過より吹上御庭に入り、御鷹を行う。それより御花

壇馬場へ入り、御先勤の両御番等へ大的を命じ、見る。

禄を与えた後七半時に帰る

（江吹）御花壇馬場 御先勤之両御番、御供之新御

番、小十人 1

2 月 20 日 四半時過より吹上御庭に入り、所々廻り、一旦新御構へ

入る。二度目、食事の後に元馬場へ入り、御馬見所前に

て番頭等が家茂に御目見する。それより御小性組等によ

る剣術・野試合を見て、禄を与え六時過に帰る

（江吹）新御構、元馬

場御馬見所

番頭、両御番、大御番、御小

性組、新御番、大御番、小十人、

詰合之両御番
1

2 月 25 日 九時より吹上御庭に入り、御鷹を行い、一旦諏訪御茶屋へ

入る。二度目、御花壇馬場へ入り、御先御供の両御番等へ

大的を命じ、見る。禄を与えた後七時比に帰る

（江吹）諏訪御茶屋、

御花壇馬場

御先御供の両御番、新御番、

小十人 1

3 月 7 日 四半時より吹上御庭に入る。二度目、元馬場へ入り、番

頭等が家茂に御目見する。それより、前記の御番方等に

よる剣術、野試合を見る。禄を与えた後七半時に帰る

（江吹）元馬場 番頭、御書院番、大御番、新

御番、小十人、詰合の奥詰ノ者、

御先勤之両御番

1

3 月 18 日 四半時前より吹上御庭に入る。それより田安御館へ立ち

寄り、御座間にて田安大納言と対面する。大奥へ入る。

二度目、御表へ出て表御庭へ入り、御馬見所に至る。そ

こで自ら乗馬した後、犬追物を見る。その後、田安大納

言にも乗馬を命じる。田安御館の者による剣術、野試合

を見る。同所で対顔し、話などをして六時頃に帰る

（江）田安御館、表御

庭

田安大納言、田安御館之者

1

3 月 21 日 九時過より吹上御庭に入り、広芝にて自ら乗馬し、御側

向も含めて大輪を命じる。その後、御先勤の両御番方等

へ乗馬を命じる。それより、百目筒二五挺にて連発を命

じ見て、六時前に帰る

（江吹）広芝 御側向、御先勤之両御番方、

御供之御目付、御徒頭、新御

番
1

3 月 23 日 四半時に新御構へ入り、小普請支配が家茂に御目見する。

それより御馬見所へ入り、小普請の者らによる野試合を

見る。禄を与え六時前に帰る

（江吹）新御構、同馬

見所

小普請

1

3 月 29 日 九時過ぎより広芝へ入り、御小姓組等が西洋大隊調練を

一順する。その後、一旦諏訪御茶屋へ入り所々を見る。

大隊による二列打ち方を見た後、三番頭、新御番頭、小

十人頭を呼び意見が出される。その際、拝領物を与える。

田安大納言も同席し、対顔する。七半時に帰る

（江吹）広芝、諏訪御

茶屋

御小姓組、御書院番、大御番、

新御番、小十人、田安大納言

1

4 月 3 日 五時前より歩いて浜御庭へ行き、釣等をする。所々廻り、

中島御茶屋へ入る。二度目、食事の後、御馬見所へ行き、

奥向無足部屋住の者による大的を見る。皆中の者へ矢羽・

手綱等を与える。海手前を廻り、七時過に帰る

（江周）浜御庭 奥向無足部屋住之者

1
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4 月 8 日 八時過より三ノ丸へ行き、御角場へ入り、百目筒を二〇

発命じる。御側廻りへも二発命じた後、七時過に帰る

（江）三ノ丸御角場 御側廻り
1

4 月 9 日 九時より広芝に入り、百目筒空砲を命じ、御次筒二五挺

の連発を命じる。その後、自ら乗馬にて新御門大門を通り、

所々を廻る。一旦御茶屋へ入り、少々猶予を持つ。自ら

乗馬で廻り、広芝にて御側向へ乗馬と大輪を命じる。そ

の後、御供の御目付等に乗馬を命じる。七半時頃に帰る

（江吹）広芝、御茶屋 御側向、御供之御目付、御番

方

1

4 月 12 日 五時より御供を伴って上覧所へ行き、田安中納言と対顔

する。御透見所へ入り、一通り公事裁許が行われる。そ

の後、一旦御休息所へ入る。二度目、御透見所へ入り聴

聞する。三奉行が家茂に御目見し意見がある。七時に帰

る

（江吹）上覧所 奥向掛リノ者（同伴）、田安中

納言、三奉行

1

4 月 13 日 五半時より広芝御置台へ入り、御庭騎射を見る。禄を与

えた後、四半時過に帰る

（江吹）広芝御置台 ―
1

4 月 15 日 五半時より吹上御庭に入り、広芝にて百目筒数発を御側

向含めて命じる。その後、所々御庭を廻り、広芝へ入り

鉄砲を命じて、六時前に帰る

（江吹）広芝 御側向

1

4 月 16 日 五時過より広芝へ入り、小笠原鐘次郎弟子共による犬追

物を見る。布衣以上の寄合一手を見て、禄を与えた後、

帰る

（江吹）広芝 小笠原鐘次郎弟子共、布衣以

上之者 1

4 月 19 日 九時過より吹上御庭に入り、所々自ら乗馬して廻る。広

芝にて馬を下り、大輪を命じる。その後、御馬方へ早乗

りを命じ、一番着の者に扇子を与える。その後、七時半

時に帰る

（江吹）広芝

御馬方
1

4 月 28 日 九半時頃より三ノ丸へ入り、所々廻る。それより御馬場

にて自ら乗馬し、御側廻り、御馬方へ乗馬を命じる。御

角場に入り、御側向を含め数発百目筒を命じる。その後、

御庭者支配等へも同じことを命じる。七時過に帰る

（江）三ノ丸 御側廻リ、御馬方、御側向、

御庭者支配、御坊主御庭方
1

4 月 29 日 四半時過に吹上御庭に入り、一旦御茶屋へ入る。二度目、

元馬場へ入り、三番頭等が家茂へ御目見する。それより

御馬見所へ入り、御小姓組等へ野試合を命じて、見る。

禄を与え六時前に帰る

（江吹）御茶屋、御馬

見所

三番頭、小普請支配、新御番頭、

御小姓組、御書院番、新御番、

大御番、小十人、奥詰之者一同、

御先御共之御番方　

1

5 月 1 日 九時頃より直に元馬場へ入り、三度弓、草鹿を見て禄を与

える。その後、御茶屋へ入り着替える。それより広芝へ入

り御側廻りを含め百目筒を命じ、六時前に帰る

（江吹）元馬場 御側廻リ、奥向掛リノ者（同伴）

1

5 月 10 日 九時過より入り、自ら乗馬をし、大輪を命じる。それよ

り所々馬を乗り廻し、御側廻りへは大輪を、御馬方へは

乗り競べを命じる。その後、御供之御目付等に大輪を命

じ、御番方に禄を与える。それより奥向きも含めて百目

筒の連発を命じ、六時前に帰る

（江吹）広芝 御側廻リ、御馬方、御供之御

目付、御徒頭、御番方

1

5 月 11 日 九半時頃より入り、奥向きも含めて百目筒二〇発を命じ

る。所々を廻った後、御庭之者支配等へも命じる。それ

より所々を廻り、七半時頃に帰る

（江）三ノ丸 奥向キ、御庭之者支配、坊主

御庭 1

5 月 13 日 九時過より入り、御置台の脇にて大御番頭等が家茂に御

目見する。それより御台へ入り、西洋大隊調練並びに田

付組等の小隊調練を見る。一旦、御茶屋へ入る。それよ

り槢鉢山へ入り、大道を通り調練足並を見る。御成御門

辺より入り、角御門の辺で大砲を打つが、これを家茂は

見ず。夕刻に帰る

（江吹）広芝、御茶屋 大御番頭、御書院番頭、百人

組頭、小普請支配御持頭、田付・

井上・江川組
1
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5 月 21 日 これまで（将軍家では）鳥類を好み、庭先の所々に鳥籠

があった。家茂の考えによると、鳥類は無益の物で全き

慰めの為のものである。今の節柄において鳥類を飼い続

けるのは不本意であり、将軍による指図として、庭先の

鳥篭は残らず取り払うよう命ずる。尤も吹上の鳥に関し

ては意見が付され、先代の将軍より譲られたものは残し、

その他残らず廃止すること

（江吹） （達）

1

5 月 27 日 八時過よりへ入り、中奥御小性等による乗馬を見た後、

七時過に帰る

（江）五十三間御馬場 中奥御小性、中奥御番、両御番、

新御番、小十人組
1

9 月 1 日 六半時より、御供揃にて御乗物で浜御庭へ行く。御両卿

（田安・一橋）らが同道する。皆、乗馬による御供を命じ

られる。同所の海手にて百目筒の連発を御側向御供之者

へ命じ、自らも発砲し、八半時過に帰る

（江周）浜御庭 御両卿、松平春嶽、松平肥後守、

御老若御側衆、御小性、御小

納戸、御側向御供之者
1

9 月 27 日 御城廻りの巡覧のため九半時過に出御。五十三間御馬場へ

入り、自ら乗馬の稽古をする。御供の御番方のうち家茂の

馬に駆け続けられた者ヘは、褒美が与えられる

（江）五十三間御馬場 御供之御番方

1

文久 3年
3 月 8 日 御多門の御武器類を見て、それより御本丸御厩へ入る （二）厩曲輪 ― 3

3 月 12 日 御厩曲輪にて自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 3

3 月 20 日 自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 3

3 月 28 日 自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 3

4 月 4 日 自ら乗馬し、一橋慶喜等に乗馬を命じる （二）厩曲輪馬場 一橋慶喜、松平容保（京都所

司代）、老若御用掛衆、御目付、

一橋殿附之者

3

10 月 6 日 仙台御用を見る旨を命じる。かねてより馬を好むに付き

自ら（馬を選び出し）決める　

（江吹）御馬場 ―
2

11 月 15 日 御本丸が炎上し、直ちに吹上新御構へ立ち退き、翌々日

の十七日には清水御殿へ引き移る（同二六日には、田安

御館に引き移る）

（江吹）新御構 ―

2

12 月 27 日 五半時より、御供揃にて出発するに付き、当日の当番の

者は浜御庭へ揃い参じる。四時過に御端舟に乗り、九時

半過に御召舟へ先に乗り組む。（家茂は）四時過に田安御

仮御殿を出発し、浜御庭に入る。二度目、食事をして間

もなく御端舟で浜御庭を出発する

（江周）浜御庭 軍艦で大坂へ同伴する者達

3

元治元年
1 月 15 日 四半時より三条通りを進み、役に当てられた者が御玄関

に出迎え、虎之間の御板縁にて輿を下りる

（二）遠侍庭 役当之者
3

2 月 2 日 城内を見て、所々廻る。当番・明番が御供を命じる （二）内外郭 当番・明番 3

2 月 4 日 御厩曲輪に於いて、御馬場で自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 3

2 月 10 日 八時過より、御厩御馬場へ入り、自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 3

2 月 12 日 二条御城の御唐門内より、自ら馬（梅崎）に乗り、金地

院の唐門外にて下りる

（二）遠侍庭 ―
3

2 月 17 日 五半時より自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 3

2 月 18 日 御厩に於いて、一橋慶喜・橋本中納言と一緒に御乗馬を

しようとした所、天気の様子により延引する

（二）厩曲輪馬場 一橋慶喜、橋本実麗
3

2 月 19 日 五半時より乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

2 月 25 日 五時より乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

3 月 7 日 四時過より参内のため大広間御玄関上にて御轅を召す （二）大広間庭 ― 4

3 月 8 日 八時過より御本丸・天守台を廻る。一旦入御した後、御厩

へ入り乗馬する。夫より又々所々巡覧し、御本丸御外を廻

り、稲荷曲輪を通って、御庭口より還御する

（二）厩曲輪馬場 ―

4
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3 月 11 日 八半時過より乗馬する。それを中納言・大蔵大輔御老客

が拝見する。中納言らに乗馬を命ずる

（二）厩曲輪馬場 中納言、大蔵大輔御老客
4

3 月 13 日 七時過より乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

3 月 22 日 八半時比より乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

3 月 26 日 八半時過より乗馬する。大和守・雅楽頭・右京亮へ乗馬

を命じる。表御役人、講武所槍剣方の当番の者へも乗馬

を命じる

（二）厩曲輪馬場 大和守殿・雅楽頭殿・右京亮殿、

表御役人・講武所槍剣方当番 2,4

3 月 27 日 七時過より、御休息の西御縁下にて奥坊主等へ御酒が与

えられる

（二）御休息庭 奥坊主、御用部屋坊主、土圭

間坊主、奥六尺
4

4 月 1 日 御休息の西御庭にて当番の奥詰並びに、先日出てこな

かった土圭之間坊主等へ御酒が与えられる

（二）御休息西庭 奥詰、土圭之間坊主、御用部

屋坊主、六尺
4

4 月 8 日 御指方・鈴木与左衛門等を御休息の御庭へ呼び、御酒・

御肴を与える。御徒目付等も同様のこと。それらの者の

差配は御小納戸頭取による

（二）御休息庭 （達）御指方・鈴木与左衛門、

本多晋之丞、御納戸御番、御

徒目付・御数寄屋坊主・表坊主、

御小納戸頭

4

4 月 10 日 七時より御厩へ入り自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

4 月 20 日 八半時より御厩へ入り自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

4 月 22 日 七時過自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

4 月 23 日 七半時過より、御休息の庭に泊る奥坊主等へ御菓子を与

え、この時初めて出てきた者へは御酒を与える

（二）御休息庭 奥坊主、御用部屋坊主、土圭

之間坊主、六尺
2

4 月 24 日 七時頃より御厩へ入り自ら乗馬する （二）厩曲輪馬場 ― 4

5 月 7 日 大広間を通り、殿上之間の前の御廊下にて御駕籠に乗る （二）遠侍庭 ― 4

5 月 20 日 五半時過に浜御庭へ入る。御老若衆等に出迎を命じる。

中島御茶屋にて釣りをし、所々御庭内を一覧する

（江）浜御庭 老若衆、御側衆
4

9 月 12 日 吹上御庭へ行き、清水詰講武所の槍剣術方等による小砲

手前を命じる。八時過に皆揃い、瀧見御芝間で見た後、

禄を与えて帰る

（江吹）瀧見御芝間 清水詰講武所槍剣術方、砲術

方、別手組、御先勤之両御番、

同断御徒、御警衛詰合之御徒、

御供之新御番、小十人、吹上

之者詰合

2

9 月 17 日 四半時頃より入り、自ら乗馬をした後、御小性等による

甲冑での乗馬を見る

（江吹）山里御馬場 御小性、御小納戸
2

9 月 18 日 四半時頃より広芝御置台へ入り、御持小筒組等一同によ

る調練相始打ち方等を見る。その後、引き続き講武所方

の大砲並び大隊打方が為される。その後、所々廻り七半

時頃に帰る

（江吹）広芝御置台 御持小筒組、大砲方

2

9 月 26 日 九半時頃より吹上御庭に入り、甲冑乗馬の者を見る。明ヶ

番の御小性等一同が広芝へ出て平伏し、家茂の通り掛り

に御目見する。御覧所へ行き、直に乗り立てるよう命じ

る。一同甲冑にて乗馬し、西山下へ順に並び、皆揃った

ことを告げる合図で、広芝へ乗り出し、輪乗をする。控

所に参じ、各々見込みの服を着用している間、家茂は六

本椴御茶屋にて休息する。着替えが終わったことを知ら

せる合図により、輪乗をして順々に引き、家茂に御目見

する。甲冑乗馬の者に禄が与えられ、七時過ぎに帰る

（江吹）御覧所、広芝、

六本椴御茶屋

甲冑乗馬之者、明ヶ番之御小

性、御小納

2

10 月 1 日 九時過より吹上御庭に入り、先月二六日の通り、明ヶ番

の御小性等一統による甲冑乗馬での輪乗を見る。その後、

各々見込の服に着替えて再び輪乗し、それを見る。参加

者は、家茂への御目見を命じられ退出する。全て二六日

の通りのこと

（江吹）御覧所、広芝、

六本椴御茶屋

明ヶ番之御小性、御小納

2
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10 月 7 日 三番頭を始めとする行軍を見る。その後、三番頭の他、

御番方まで乗馬をし、歩兵銃隊の調練を見て、六時過ぎ

に帰る

（江吹）上覧所 三番頭（大番頭・書院番頭・

小性組番頭） 2

11 月 15 日 御昼後より入り、吹上之者による銃隊調練を見て、七半

時過に帰る

（江吹）瀧見御茶屋 吹上之者
2

12 月 5 日 山里御角場に於いて、奥詰等に砲術を見るよう命じ、禄

を与える

（江吹）山里御角場 奥詰、奥坊主、御庭之者、奥

六尺
2

元治 2年
1 月 11 日 九時より御供揃にて入り、御弓場初御式を見る。皆中の

者へ時服を与える

（江吹）元馬場 ―
2

1 月 13 日 四時頃より入り、例年の通り御馬御召初御式があり、一

旦帰る。御昼後、自ら乗馬の稽古をする

（江吹）山里御馬場 ―
2

2 月 19 日 九時より吹上御庭に入り、御鷹を行う。それより、織殿

へ入り講武所詰剣術方等による剣槍を見て、夕六時前に

帰る

（江吹）織殿 講武所詰剣術方、別手組出役、

講武所詰槍術方、別手組出役

槍術

2

2 月 24 日 山里御角場に入り、御小性等による砲術を見て、禄を与

え八半時過に帰る

（江吹）山里御角場 御小性、御小納戸、奥詰
2

4 月 1 日 八半時頃より山里鉄砲場に入り、奥詰の者等へ砲術を命

じ、八寸角一〇発を見て、禄を与える

（江吹）山里鉄砲場 奥詰之者、伊沢立輔
2

4 月 5 日 大名へ山里御庭の拝見を命じ、御茶屋にて御酒、御吸物、

御菓子等を与える。梅之御茶屋に於いて家茂に御目見す

る。自ら盃を与え酌をし、種々の話をした後、帰る

（江吹）山里御庭 ―

2

【凡例】

　（江）：江戸城　（江吹）：吹上御庭　（江周）：江戸城周辺　（二）：二条城　（達）：通達
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図２　「江戸城御吹上総絵図」（東京都立中央図書館蔵、文化２年〈1805〉写）トレース
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